
 

 

 

 

 

 

 

 

第３次呉市環境基本計画（案） 

 

呉市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）（案） 

呉市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）（案） 

＜第５期 くれエコアクションプラン＞ 

 

  



 

（ページ調整） 

  



 

（市長あいさつ文） 

 



－ 目 次 － 

 

 

第１章 計画の基本的事項 .................................................. 1 

１  環境を取り巻く状況 ........................................................... 1 

２  計画の位置付け ............................................................... 5 

３  計画期間 ..................................................................... 6 

第２章 呉市の現状と課題 .................................................. 7 

１  市域の概況 ................................................................... 7 

２  前基本計画の検証 ............................................................ 12 

第３章 環境の将来像 ..................................................... 36 

１  呉市が目指す環境の将来像 .................................................... 36 

２  将来像を実現するための施策 .................................................. 39 

第４章 呉市地球温暖化対策実行計画（区域施策編） ......................... 64 

１  計画の基本的事項 ............................................................ 64 

２  呉市の温室効果ガス排出状況 .................................................. 65 

３  温室効果ガスの排出削減目標 .................................................. 72 

４  温室効果ガス排出削減等に関する対策・施策 .................................... 73 

第５章 呉市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）＜第５期くれエコアクションプラン＞ ... 96 

１  計画の基本的事項 ............................................................ 96 

２  第４期くれエコアクションプランに対する評価 .................................. 97 

３  温室効果ガス排出量の削減目標 ............................................... 101 

４  温室効果ガスの排出削減のための取組 ......................................... 102 

第６章 計画の推進 ...................................................... 108 

１  計画の推進体制 ............................................................. 108 

２  計画の進行管理 ............................................................. 108 

 

 
  本計画中の“ ※ ”を附した用語については，「資料 10 用語解説」において，説明を記載しています。 

    



 

 



 

1 

 

第１章 計画の基本的事項 
 

１ 環境を取り巻く状況 

１-１ 世界の主な動向 

⼈間活動に起因する諸問題を喫緊の課題として認識し，国際社会が協働して解決に取り組んでい
くため，平成 27（2015）年の国連サミットにおいて「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」が全
会一致で採択されました。この「持続可能な開発目標（SDGs）※」は，発展途上国のみならず，日
本を含む先進国自身も取り組む国際目標として 17 の目標とそれらに付随する 169 のターゲットから構
成され，環境・社会・経済の三つの側面を総合的に解決する考え方が示されています。  
 

図 1-1 持続可能な開発目標 SDGs※における 17 の目標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：国際連合広報センターホームページ 

 

地球温暖化対策は SDGs の 13 番目（気候変動に具体的な対策を）の目標に直接関わるもの
で温室効果ガス※の排出が実質ゼロである「脱炭素社会」の実現に向け，世界各国で取組が進めら
れています。 

地球温暖化対策については，平成 27（2015）年の国連気候変動枠組条約第 21 回締約国
会議（COP21）で採択された「パリ協定※」により，世界の努⼒目標として世界全体の平均気温の
上昇を工業化以前よりも 1.5℃高い水準までのものに制限することが掲げられました。 

令和 3（2021）年に公表された「気候変動に関する政府間パネル（IPCC※）第 6 次評価報告
書」では，将来，温室効果ガス※の排出量がどのようなシナリオをとったとしても，世界の平均気温は少
なくとも今世紀半ばまでは上昇し続け，向こう数⼗年間の間に二酸化炭素及びその他の温室効果ガ
ス※の排出が大幅に減少しない限り，21 世紀中に，地球温暖化は 1.5℃及び 2℃を超えることが示
唆されています。 
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〈コラム〉2100 年までの世界平均気温の変化予測 

 
図 1-2 に示すとおり，化⽯燃料依存型の発展の下で，気候政策を導入しない，すなわち有効な

温暖化対策をとらなかった場合（SSP5-8.5︓赤色の帯），21 世紀末の世界の平均気温は工業
化前から 3.3〜5.7℃上昇し，平均海面水位も平成 7（1995）年から平成 26（2014）年の平
均に比べて 0.63〜1.01m 上昇する可能性が高いと予測されています。厳しい温暖化対策をとった場
合（SSP1-1.9，21 世紀半ばに二酸化炭素排出量を実質ゼロにした場合︓水色の帯）でも，平
均気温は 1.0〜1.8℃上昇，平均海面水位は 0.28〜0.55m 上昇する可能性が高いと予測されて
います。 

 
図 1-2 2100 年までの世界平均気温の変化予測 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
  
 

出典：IPCC※第 6次評価報告書 

 
 
また，プラスチックごみによる海洋汚染が深刻化する中，SDGs の 14 番目（海の豊かさを守ろう）

の目標が，生物多様性※の損失を阻止する観点から，SDGs の 15 番目（陸の豊かさも守ろう）の
目標がそれぞれ掲げられています。 

令和 3（2021）年の COP26※における「グラスゴー気候合意※」において世界全体に及ぶ危機で
ある気候変動と生物多様性※の損失は相互関係にあり，自然や生態系の保護・保全及び回復が重
要であると述べられており，気候変動と同時進⾏で，生物多様性※の保全，大気や海洋汚染防止，
プラスチックごみへの対処をはじめとした資源循環等にも取り組む必要があります。 
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１-２ 国の主な動向 

平成 30（2018）年に閣議決定された「第五次環境基本計画」では，持続可能な開発目標
SDGs※の考え方も活用した「地域循環共生圏」構想が提唱されました。これは，地域の資源を最大
限活用しながら地域が自⽴し，地域の環境・経済・社会の課題を同時に解決し，地域の活⼒を最大
限発揮していくという考え方，いわばローカル SDGs の実現を目指すものです。 

地球温暖化分野においては，令和２（2020）年に当時の菅総理大⾂は国会の所信表明演説
において，我が国は 2050 年までに温室効果ガス※の排出量を実質ゼロにする「カーボンニュートラル※」
を宣言し，脱炭素社会への移⾏が大きく加速しました。 

令和 3（2021）年に「地球温暖化対策の推進に関する法律」（平成 10 年法律第 117 号。以
下「温対法」といいます。）の改正により，「2050 年カーボンニュートラル※」の実現が基本理念とし
て温対法に明記されました。この法改正を受け，同年に「地球温暖化対策計画」も改定され，温室
効果ガス※の削減目標は次のとおり⾒直されました。 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
こうした温室効果ガス※の排出を削減する緩和策に加え，気候変動の影響に備える適応策を推進

する「気候変動適応法」（平成 30 年法律第 50 号）が施⾏されました。 
更に，令和３（2021）年には，気候変動に起因して生活や社会等の影響が⻑期に拡大するお

それがあることから，気候変動適応を推進し，健康で文化的な生活確保に寄与する目的として「気候
変動適応計画」が閣議決定されました。 

 
 

１-３ 広島県の主な動向 

令和 3（2021）年に策定された「第５次広島県環境基本計画」では，計画策定の新たな視点・
ポイントとして「SDGs の考え方に基づく施策の推進」，「地球温暖化対策の推進」，「プラスチックご
みの海洋流出防⽌対策」を加えた内容に⾒直されました。 

また同年 3 月には，「第３次広島県地球温暖化防止地域計画」（地域気候変動適応計画の内
容を含む）が策定され，2050 年温室効果ガス※排出量の実質ゼロを目指して，県⺠，事業者など
多様な主体が一緒になって取組を進められるよう，「みんなで挑戦 未来につながる 2050 ひろしま
ネット・ゼロカーボン宣言」が⾏われました。 

 

  

【中期目標】令和１２（２０３０）年度において，温室効果ガス※を 

平成２５（２０１３）年度から４６％削減することを目指す。 

さらに，５０％の高みに向け，挑戦を続けていく。 

【長期目標】令和３２（２０５０）年までに温室効果ガス※の排出を 

全体としてゼロにする。 
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１-４ 呉市の主な取組 

平成 30 年に第２次呉市環境基本計画（計画期間︓平成 25 年度から令和４年度まで。以下
「前基本計画」といいます。）を改定し，地球環境の保全，生物多様性※の保全などに取り組んでき
ました。 

令和 3（2021）年に策定された，環境基本計画の上位計画である「第５次呉市⻑期総合計画」
では，「豊かな環境を次の世代につなぐまち」を環境分野における目指すべき姿とし，市⺠や企業が
一体となって，地球温暖化対策や温暖化によって生じる気候変動への適応，生物多様性※の保全な
どへの取組を⾏うとともに，地域環境の保全，循環型社会※の形成などの取組を進めることとしていま
す。 

令和 2（2020）年には，災害時に発生する大量の災害廃棄物の適正かつ円滑・迅速な処理を
⾏うため「呉市災害廃棄物処理計画」を策定したほか，令和４（2022）年には，環境基本計画の
関連計画である「呉市一般廃棄物処理基本計画」を改定し，循環型社会※の実現に向けて一般廃
棄物の計画的な処理に取り組んでいます。 

都市計画の分野では，令和２（2020）年には，呉市都市計画マスタープランで掲げる市内の各
拠点へその役割に応じた都市機能の集積を図りながら，各拠点を公共交通ネットワークで結ぶ，「コン
パクト＋ネットワーク」を基本とする都市構造を実現するため，「呉市⽴地適正化計画」を策定し，医
療・福祉・商業施設等の都市機能と居住機能の戦略的な誘導に取り組んでいます。 

また，同年に呉市都市計画マスタープラン，呉市⽴地適正化計画等を踏まえ「呉市地域公共交
通網計画」を策定し，持続可能な公共交通ネットワークの形成に取り組んでいます。 

そのほか，平成 28 年（2016）年に策定した公共施設等の更新，統廃合，⻑寿命化などの⾏
動計画である「呉市公共施設等総合管理計画」と整合を図りながら，道路照明等の LED 化に取り
組んでいます。 

 
図 1-3 第５次呉市長期総合計画における環境分野の概要 

出典：呉市「第５次呉市長期総合計画 概要版」 
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２ 計画の位置付け 

第３次呉市環境基本計画（以下「本基本計画」といいます。）は，前基本計画の基本理念を継
承しつつ，国の「第五次環境基本計画」，広島県の関連する計画等の内容を勘案しながら，持続
可能な開発目標 SDGs※の考え方を踏まえつつ本市の特性に合わせて策定します。 

本基本計画は，「呉市環境基本条例」（平成 11 年呉市条例第 18 号）第９条第１項の規定
に基づき，環境の保全に関する⻑期的な目標と施策に係る基本的な事項を明らかにし，これらの施
策を総合的かつ計画的に推進することを目的として策定します。 

本基本計画は，上位に国及び県の環境基本計画，呉市の「第５次⻑期総合計画」が，下位に
温対法第 21 条第１項の規定に基づき地球温暖化防止のための具体的な取組内容を明らかにする
ことを目的とした「呉市地球温暖化対策実⾏計画（区域施策編・事務事業編）」が位置付けられ，
関連計画である呉市都市計画マスタープラン，呉市⽴地適正化計画等と整合を図り策定します。 

なお，前基本計画と一体の計画として策定している「呉市地球温暖化対策実⾏計画（区域施策
編）」（以下「区域施策編」といいます。）については，気候変動適応法第 12 条の規定に基づく「地
域気候変動適応計画」を兼ねるものとして策定します。 

また，「呉市地球温暖化対策実⾏計画（事務事業編）＜第５期くれエコアクションプラン＞」（以
下「事務事業編」といいます。）についても，本計画に組み込んで一体的な計画として策定します。 

 
図 1-4 第３次呉市環境基本計画の位置付け 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五次環境基本計画

国

県

呉

市

第３次呉市環境基本計画

呉市地球温暖化対策実行計画

区域施策編
区域（市・市民・事業者）から排出され

る温室効果ガスの削減等に関する計画

※「地域気候変動適応計画」を兼ねる

事務事業編
（くれエコアクションプラン）

市自らの事務事業に伴い発生する温室効

果ガスの削減等に関する計画

（公共機関としての率先行動計画）

※環境基本計画に内包

整合

第５次呉市長期総合計画

地球温暖化対策の推進に関する法律（平成10年法律第117号）

気候変動適応法（平成30年法律第50号）

・地球温暖化対策計画

・気候変動適応計画

環境基本法 (平成5年法律第91号)

呉市環境基本条例 (平成11年呉市条例第18号)

・呉市立地適正化計画 ・呉市地域公共交通網形成計画・呉市都市計画マスタープラン

・呉市災害廃棄物処理計画・呉市公共施設等総合管理計画

・広島県地球温暖化防止地域計画

広島県環境基本条例 (平成7年広島県条例第3号)第５次環境基本計画

・呉市一般廃棄物処理基本計画
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３ 計画期間 

本基本計画並びに区域施策編及び事務事業編の計画期間は，令和 5（2023）年度から令和
14（2032）年度までの 10 年間を対象とします。 

なお，社会経済活動や国・県の動きなどで大きな変化があった場合は，必要に応じて⾒直しを⾏い
ます。 

図 1-5 第３次呉市環境基本計画の計画期間 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

国の「地球温暖化対策計画」では，中期目標として令和 12（2030）年度を，⻑期目標として
令和 32（2050）年度をそれぞれ設定していることから，区域施策編については，中期目標として令
和 12（2030）年度，⻑期的な視点として令和 32（2050）年度を目標とし，事務事業編につ
いては，目標年度として令和 12（2030）年度をそれぞれ設定します。 

また，「地球温暖化対策計画」との整合を図るため，区域施策編及び事務事業編における削減目
標に係る基準年度は，平成 25（2013）年度としています。 

▼
令和5年4月 令和15年4月

▼

第３次呉市環境基本計画

※呉市地球温暖化対策実

行計画（区域施策編）

※呉市地球温暖化対策実

行計画（事務事業編）

＜第５期 くれエコ

アクションプラン＞

を含む

第４次

呉市環境基本計画

呉市地球温暖化対策実

行計画（事務事業編）

＜第４期 くれエコ

アクションプラン＞

第２次呉市環境基本計画

※呉市地球温暖化対策実

行計画（区域施策編）

を含む
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第２章 呉市の現状と課題                             

 

１ 市域の概況 
 

１-１ 呉市の地勢 

呉市は，瀬⼾内海のほぼ中央部，広島
県の南⻄部に位置し，広島中央地域連携
中枢都市圏※における連携中枢都市を担って
います。瀬⼾内海に面する陸地部分と，倉橋
島や安芸灘諸島などの島しょ部で構成される
気候温和で自然環境に恵まれた都市となりま
す。市域は東⻄方向に約 38.1 ㎞，南北方
向に約 33.1 ㎞と広がっており，約 300 ㎞の
海岸線を有していますが，架橋により，陸地
部と島しょ部は陸続きとなっています。 

市域の面積は 352.83 ㎞ 2 であり，市域
全体をとおして平坦地が少なく，野呂⼭，灰
ヶ峰，七国⾒⼭，⽕⼭を始め，標高 300 
m から 800 m 前後の⼭々が連なり，瀬⼾内海まで張り出した⼭塊により市街地や集落が分断され
た地形となっています。一方で，こうした地形から⼭と海の風光明媚な自然に恵まれ，瀬⼾内の美しい
島々や多彩な渓⾕美の景観は，貴重な観光資源として，また，市⺠のレクリエーションの場としても親
しまれています。 

     

  

出典：呉市「呉市地域公共交通綱形成計画」 

出典：呉市「呉市地域公共交通綱形成計画」 

 

図 2-1 呉市の位置 

図 2-2 市域の標高地形図 
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１-２ 呉市の気象 

呉市の気候は，いわゆる瀬⼾内海型気候の典型的なもので，年間を通じて概ね温和な気候となっ
ており，年間の平均気温は 16.7℃，平均風速は 2.6m/s と観測されています。 

また，北は中国⼭地，南は四国⼭地に囲まれた地域となり，夏冬を通じて季節風が⼭地により遮
られるため，比較的晴天の日が多く，年間の降水量の平均値は 1,575mm 程度であり，⼭陰地方
の 2,000mm，四国太平洋側の 2,500mm 程度に比べると 500mm〜1,000mm 程度少ない
傾向にあります。 
 

表 2-1 呉市の気象情報（平成 24 年～令和 3 年の平均値） 

出典：気象庁（呉特別地域気象観測所） 
 
注）1 表中の各月の観測値は，平成 24 年から令和 3 年の 10 年間における各月の平均値を示します。 

    2 表中の年間値は，各項目それぞれ，下記の内容を示します。 

       平均気温，平均風速     ：年間平均値 

       最高気温，最低気温，最大風速：年間の最高値，あるいは最低値 

       降水量，日照時間      ：年間の積算量 

 

  

平均 最高 最低 平均 最大

1月 6.3  14.5  -1.2  47.1  2.9  12.9  148.4  

2月 6.7  15.9  -0.8  58.1  2.8  11.9  146.8  

3月 10.3  20.6  1.2  110.4  2.7  12.2  194.3  

4月 14.7  24.4  4.5  134.5  2.7  13.3  203.3  

5月 19.4  28.3  10.1  117.0  2.4  11.6  230.2  

6月 22.5  29.6  15.9  243.4  2.2  10.4  157.5  

7月 26.6  34.0  20.4  266.9  2.5  11.4  181.9  

8月 28.1  35.2  21.8  187.5  2.7  12.8  217.0  

9月 24.5  31.4  17.4  174.0  2.3  12.6  151.8  

10月 19.5  28.8  10.2  115.7  2.5  11.6  177.1  

11月 13.8  22.4  4.5  61.4  2.7  10.8  156.1  

12月 8.2  17.1  0.4  60.2  3.0  13.3  133.8  

年間 16.7  35.2  -1.2  1575.9  2.6  13.3  2098.2  

月
気温(℃)

降水量(mm)
風速(m/s) 日照時間

(h)
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１-３ 呉市の人口 

呉市の総⼈口は，市町村合併により平成 14 年から平成 17 年にかけて増加しましたが，平成 17
年以降，減少傾向にあり，平成 17 年から令和 2 年の⼈口減少は 36,411 ⼈，⼈口減少率は
15％と国（1％）や県（3％）の⼈口減少率と比較して高い傾向にあります。 

また，国⽴社会保障・⼈口問題研究所の推計では，呉市の総⼈口は令和 27 年に約 15 万⼈
（平成 17 年度比 40％減）まで減少することが予測されています。 

 
図 2-3 呉市の人口及び人口変動率の推移

 

 

 

出典：H17～R3 人口実績値 総務省「国勢調査」，「政府統計の総合窓口 e-Stat」（各年の 10 月 1 日の人口） 

   R7～R27 人口推計値 国立社会保障·人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（平成 30 年推計）」 
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１-４ 呉市の産業 

呉市では，第 3 次産業の就業者数が最も多く全体の 67.6％を占めています。第 1 次産業及び第
2次産業における就業者数の比率は，平成17年から令和2年にかけてそれぞれ3.8％から2.4％，
29.0％から 27.4％と減少し，第 3 次産業及び分類不可産業の割合がその分増加状況にあります。 

呉市における就業者数が最も多い業種は令和 2 年で 21,120 ⼈の「製造業」となりますが，平成
17 年から令和 2 年にかけて減少傾向にあり，その減少率は約 14％となっています。次いで多い業種
は 15,209 ⼈の「医療，福祉」で，平成 17 年から令和 2 年にかけて増加傾向にあり，その増加率
は約 23％となっています。 

 
表 2-2 呉市における産業大分類別就業者数及び比率の推移 

 
出典：令和 2 年 国勢調査 

 

図 2-4 呉市における産業大分類別就業者数の推移 
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出典：令和 2 年 国勢調査 

就業者数
（人）

構成比
（％）

就業者数
（人）

構成比
（％）

増減率(％)
※H17年度比

第1次産業合計 4,419 3.8 2,416 2.4 ▲ 45.3 
 農業，林業 3,283 2.8 1,606 1.6 ▲ 51.1 
 漁業 1,136 1.0 810 0.8 ▲ 28.7 
第2次産業合計 33,987 29.0 27,422 27.4 ▲ 19.3 
 鉱業，採石業，砂利採取業 74 0.1 22 0.0 ▲ 70.3 
 建設業 9,281 7.9 6,280 6.3 ▲ 32.3 
 製造業 24,632 21.0 21,120 21.1 ▲ 14.3 
第3次産業合計 77,274 65.9 67,611 67.6 ▲ 12.5 
 電気・ガス・熱供給・水道業 496 0.4 453 0.5 ▲  8.7 
 情報通信業 1,005 0.9 849 0.8 ▲ 15.5 
 運輸業，郵便業 5,856 5.0 5,056 5.1 ▲ 13.7 
 卸売業，小売業 19,110 16.3 13,201 13.2 ▲ 30.9 
 金融業，保険業 2,366 2.0 1,740 1.7 ▲ 26.5 
 不動産業，物品賃貸業 914 0.8 1,221 1.2 33.6 
 学術研究，専門・技術サービス業 - - 2,526 2.5 -  
 宿泊業，飲食サービス業 4,638 4.0 3,977 4.0 ▲ 14.3 
 生活関連サービス業，娯楽業 - - 2,943 2.9 -  
 教育，学習支援業 5,068 4.3 4,474 4.5 ▲ 11.7 
 医療，福祉 12,348 10.5 15,209 15.2 23.2 
 複合サービス事業 1,324 1.1 732 0.7 ▲ 44.7 
 サービス業（他に分類されないもの） 14,014 11.9 5,521 5.5 ▲ 60.6 
 公務（他に分類されるものを除く） 10,135 8.6 9,709 9.7 ▲  4.2 
分類不能の産業 1,623 1.4 2,640 2.6 62.7 
合計 117,303 100 100,089 100 ▲ 14.7 

令和2年
項　目

平成17年
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また，呉市と全国平均の産業別生産額構成比を比較すると，「⼩売業」，「専門・科学技術，業
務⽀援サービス業」，「⾦融保険業」，「卸売業」等の第 3 次産業の構成比は全国平均に比べ低い
ものの，第 2 次産業のうちの「鉄鋼」，「はん用・生産用・業務用機械」，「輸送用機械」の構成比は
全国平均に比べ高く，特に「鉄鋼」については全国平均の 10 倍程度の構成比となっています。 

なお，戦後より鉄鋼，造船等の産業が呉市の経済や雇用を牽引してきましたが，日本製鉄株式
会社瀬⼾内製鉄所呉地区の休止発表など，産業構造が変化しつつある状況にあります。 

 

図 2-5 呉市の地域経済循環分析による産業別生産額構成比の結果 

 

出典：環境省「地域経済循環分析システム」 
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２ 前基本計画の検証  

本基本計画の策定に先⽴ち，前基本計画で掲げた将来像である「身近な⼭，海，川の自然から
学び，みんなで築く「エコポリス・呉」」を実現するためにこれまでに実施してきた五つの施策による取組に
ついて検証しました。 

 
図 2-6 前基本計画の将来像と施策 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
また，本基本計画の策定にあたり，市⺠や呉市内の事業者を対象に，環境問題に対する意識や

呉市の環境に関する魅⼒，呉市に求められる取組等を把握するため，「「呉市の環境」に関するアンケ
ート」（以下「環境に関するアンケート」といいます。）を表 2-3 に示す内容で実施しました。 
 

表 2-3 「呉市の環境」に関するアンケートの概要 
  

項目 市民 事業者 大口排出事業所 

調査対象 

市内に在住する 

満 18 歳以上 75 歳以下 

の市民(1,000 人) 

大口排出事業所を 

除いた市内の事業所 

(379 事業所) 

CO2排出量の多い 

市内の特定事業所 

(22 事業所) 

回収率 32.1％（321 回答） 28.0％（106 回答） 59.1％（13 回答） 

実施方法 郵送配布・郵送回収による郵便調査及び WEB 調査 

調査期間 2022 年 7 月 21 日（木）～8 月 10 日（水） 

   注）アンケートの結果は，該当する部分に掲載しておりますが，それ以外は資料編（資料９）に掲載しています。 

·将 来 像· 
 

身近な山，海，川の自然から学び，みんなで築く 

「エコポリス·呉」 

 

１ 地球環境の保全         １－１  地球温暖化対策の推進 

                  １－２ オゾン層の保護 

２ 生物多様性※の保全         ２－１  生物生息環境の保全 

２－２ 自然との触れ合い活動 

３ 地域環境の保全            ３－１ 生活環境の保全 

３－２ 有害化学物質等への対応 

３－３ 緑化の推進 

３－４ 環境美化の推進 

４ 循環型社会※の形成        ４－１ ごみの減量（３Ｒの推進） 

４－２ 廃棄物の適正処理 

５ 持続可能な社会の基盤づくり     ５－１ 環境教育・学習の推進 

５－２ 環境情報の提供 

５－３ 市民協働による取組 

５－４ 環境産業※の振興 

【将来像を実現する施策】 
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２-１ 地球環境の保全 
 
 

２-１-１ 地球温暖化対策の推進 

前述のとおり，呉市は第２次産業のうちの「鉄鋼」，「はん用・生産用・業務用機械」，「輸送用機
械」の構成比が全国平均に比べ特に高いことから，温室効果ガス※総排出量のうち「産業部門」からの
排出分の構成比も全国平均に比べ高い傾向にあります（図 2-7 参照）。 

 
図 2-7 温室効果ガス※総排出量の構成比（令和元年度） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

注）1 全国の温室効果ガス※総排出量の構成比は，環境省発表の「2019 年度（令和元年度）の温室効果ガス※排

出量（確報値）について」（令和 3年 4月 13 日）に基づくものです。 

     2 呉市の温室効果ガス※排出量の構成比は，国のエネルギー消費統計の暫定値等を基に推計した値を含むも

のから算出しているため，今後エネルギー消費統計が確定値に更新された場合などに，構成比に差異が生

じる可能性があります。 

     3 端数処理のため，合計が一致しない場合があります。 

 

 

  

２-１ 地球環境の保全 

産業部門, 75.8%
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廃棄物分野, 1.0%
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CH4，N2O，代替フロン等４ガス, 8.6%
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呉市の温室効果ガス※実質排出量は平成 25 年度は 5,102 千 t-CO2 でしたが，令和元年度に
は 4,760 千 t-CO2 と平成 25 年度から約 6.7％減少しています（表 2-4，図 2-8 参照）。部門・
分野別では家庭部門で 34.3％，業務その他部門で 29.5％減少と平成 25 年度から大きく減少し
ていますが，運輸部門は 10.3％の増加となりました。呉市の温室効果ガス※排出量の約 76％を占め
る産業部門での減少が 1.6％と少ないことから，呉市全体での減少量は限定的なものとなっています。 
 

表 2-4 呉市の温室効果ガス※排出量の推移

 
 注）1 表中の温室効果ガス※排出量は，原則として「地方公共団体実行計画（区域施策編）策定・実施マニュアル

（算定手法編）（令和 4 年 3 月）」に準拠し算定しています。その他のうちのメタン(CH4)及び一酸化二窒素

(N2O)の一部については，第 5 章で示す事務事業編と整合を図るため，「地方公共団体実行計画（事務事業編）

策定・実施マニュアル（算定手法編）（令和 4年 3月）」に準拠し算定しています。 

   2 令和元年度の呉市の温室効果ガス※排出量の暫定値です。なお，令和元年度の温室効果ガス※排出量は，国の

エネルギー消費統計の暫定値を基に算出した値を含むため，今後エネルギー消費統計が確定値に更新された

場合などに，差異が生じる可能性があります。 

   3 端数処理のため，合計が一致しない場合があります。 

   4 各部門・分野で対象とする温室効果ガス※は以下のとおりです。 

・産業部門：工場・事業場のエネルギー消費に伴い発生する二酸化炭素（CO2） 

・業務その他部門：事業所・ビル，商業・サービス業施設等のエネルギー消費に伴い発生する CO2 

・家庭部門：家庭におけるエネルギー消費に伴い発生する CO2 

・運輸部門：自動車や鉄道，船舶におけるエネルギー消費に伴い発生する CO2 

・廃棄物分野：廃棄物の焼却や廃棄物燃料の使用に伴い発生する CO2 

・その他：自動車の走行や農業活動等に伴い発生するメタン（CH4）・一酸化二窒素（N2O） 

 

図 2-8 呉市の温室効果ガス※排出量の推移 

 
  

温室効果ガス排出量（千t-CO2）

H25年度
(基準年度)

H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R元年度
(暫定値)

産業部門 3,689 3,550 3,446 3,464 3,691 3,638 3,629 ▲  1.6 

家庭部門 470 447 409 396 391 380 309 ▲ 34.3 

業務その他部門 523 486 474 413 407 396 369 ▲ 29.5 

運輸部門 389 381 454 460 455 440 430 10.3 

廃棄物分野 43 46 36 47 54 45 46 6.8 

その他 8 8 8 8 8 7 7 ▲ 15.4 

温室効果ガス総排出量 5,123 4,918 4,828 4,788 5,006 4,907 4,789 ▲  6.5 

森林吸収量 -20 -21 -30 -37 -32 -30 -29 40.2 

温室効果ガス実質排出量 5,102 4,896 4,798 4,751 4,974 4,877 4,760 ▲  6.7 

部門・分野
R元年度

削減率(％)
※H25年度比
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(1) 前基本計画の達成状況 

前基本計画における，地球温暖化対策の推進に係る指標項目の達成状況を表 2-5 に示しま
す。 

 
表 2-5 前基本計画の達成状況（地球環境の保全／地球温暖化対策の推進） 

指標項目 単位 
基準 目標 

R3 実績 
年度 数値 年度 数値 

呉市の温室効果ガス※排出量 千 t-CO2 H25 5,102 R12 3,775 4,760注 )3 

中小企業省エネ診断実施数注）1 件 H28 0 R4 10 0 

農産物の呉市場における県内産割合注）2 ％ H28 18.2 － － 17.4 

水産物の呉市場における県内産割合注）2 ％ H28 73.8 － － 73.3 

事業者用(10kW 以上)太陽光発電総出力 kW H28 31,466 R4 40,000 47,437 

家庭用燃料電池(ｴﾈﾌｧｰﾑ)設置件数(累計) 件 H28 148 R2 524 260 

森林面積注）2 km2 H28 196 － － 196 

呉市の間伐製品購入額注）2 千円 H28 6,929 － － 3,977 

フロン取扱い現場への立入回数注）2 回 H28 13 － － 0 

注）1 市が関与して実施した件数に限ります。 

2 前基本計画では目標数値を定めていません。目指す方向性は，現状維持と定めました。 

3 令和元年度の呉市の温室効果ガス※排出量の暫定値です。なお，令和元年度の温室効果ガス※排出 

量は，国のエネルギー消費統計の暫定値を基に算出した値を含むため，今後エネルギー消費統計が確定値 

に更新された場合などに，差異が生じる可能性があります。 

 
 

(2) これまでの取組 

地球温暖化の主な原因は，エネルギー（化⽯燃料）の使用及びごみの焼却に伴う大気中の
二酸化炭素濃度の上昇であることから, 地球温暖化対策として，前基本計画及び区域施策編に
おいて次の二つの対策と五つの柱に沿って表 2-6 に示す施策について取り組んできました。 

 
■ エネルギー対策 

エネルギーの使用量減 ⇒1 省エネルギーの推進 

化石燃料以外のエネルギー使用 ⇒2 再生可能エネルギー※の普及促進 

都市構造の集約化によるエネルギー使用量減 ⇒3 低炭素型の都市・地域づくりの推進 
 

■ CO2対策 

大気中の CO2減 ⇒4 森林等の CO2吸収源確保 

ごみ焼却による CO2の排出減 ⇒5 廃棄物減量 
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表 2-6 これまでの取組（地球環境の保全／地球温暖化対策の推進）  

事業名 内容 単位 
実績 

H30 R 元 R2 R3 

省エネルギーの推進 

ライトダウン・
キャンペーン 

夏至の日・7 月 7 日（クールアー
ス・デー）に夜間消灯し節電する
よう呼びかけ 

回数 2 2 2 2 

徒歩で移動
しやすいま
ちづくり 

道路のバリアフリー化を実施 事業費
(千円) 213,017 447,067 516,333 528,872 

駅周辺の放置自転⾞を撤去 台数 464 382 296 272 

駅周辺に駐輪場を整備 か所 27 

公共交通機関
の利用促進 

バス到着時刻確認システム「くる
けん」の提供 － 継続 

生活バスの運⾏ 路線数 10 18 18 18 

環境定期券制度により休日安価
にバスを利用できる制度の実施 － 継続 

家庭用燃料
電池の普及 

家庭用燃料電池（エネファーム）
を設置する個⼈に対する補助 

CO2 
削減量(t) 28.5 37.5 28.5 28.5 

固定資産税
の軽減 

省エネ改修工事に伴う固定資産
税の減額措置 － 継続 

再生可能エネルギー※の普及促進 

わがまち特例 
再エネ発電設備取得における固
定資産税の特例措置 － 継続 

低炭素型の都市・地域づくりの推進 

呉市都市計画 
マスタープラン 

同計画の改定 － － － － 改定中 

COOLCHOICE※

の推進 
地球温暖化対策のための国⺠
運動への賛同登録の呼びかけ － 継続 

森林等 CO2吸収源確保 

「2-2-1 生物生息環境の保全」における取組（21 ページ）を参照 

廃棄物減量 

「2-4 循環型社会※の形成」における取組（30 ページ）を参照 

特定フロン対策 

制度の周知 フロンに関する制度の周知 － 継続 

 

(3) アンケート結果 

「環境に関するアンケート」において，事業者や大口排出事業者が今後呉市で重点的に取り組
んでほしい環境施策として，「再生可能エネルギー※の普及推進」や「省エネルギーの推進」が特に
多く挙げられています（図 2-9 参照）。 
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図 2-9 呉市内の事業者への環境に関するアンケート結果 

    （呉市の環境施策についての重要度と満足度【地球温暖化部門】）  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 地球温暖化対策の推進に係る課題 

前基本計画の取組により，市域の温室効果ガス※排出量は基準年度から減少していますが，
部門・分野別の二酸化炭素排出量では，産業部門ではほぼ横ばいで，家庭部門・業務その他
部門では減少，運輸部門・廃棄物分野では増加となりました。 

市域全体の二酸化炭素の排出削減量は，排出量全体の７割を占める産業部門の排出削減
量が大きく影響しますが，市⺠・事業者・市が主体的に省エネルギーや再生可能エネルギー※の導
入に取り組み，各部門・分野での排出量の削減をより一層進めることが必要となります。 

 
 

２-１-２ 気候変動対策の推進 

近年の平均気温の上昇，大雨の頻度の増加等により，自然災害及び熱中症の増加等，気候変
動の影響が全国各地で現れており，本市においても，平成 30 年 7 月豪雨災害が発生し市⺠，事
業者に甚大な被害をもたらしました。 

地球温暖化対策をしなかった場合には，将来更に平均気温が上昇することが予測されており，その
影響の拡大が⾒込まれています（図 2-10，図 2-11 参照）。 
 

これまで呉市が進めてきた下記の環境施策の中で，貴事業者が「よく進んでいると思う

もの」，「あまり進んでいないと思うもの」はどれですか（満足度調査）？ 

また，「今後重点的に取り組んで欲しいもの」はどれですか（重要度調査）？ 
 

 

 

 

省エネルギーの推進

再生可能エネルギーの普及促進

低炭素型の都市・地域づくりの推進

森林等CO2吸収源確保

特定フロン対策

-100% 0% 100%

高

←

重
要
度

→

低

低 ← 満足度 → 高

地球温暖化関連

■「地球温暖化関連」に係る呉市の環境施策 
 
 ・省エネルギーの推進         ・再生可能エネルギー※の普及促進 

 ・低炭素型の都市・地域づくりの推進  ・森林等 CO2吸収源確保 

 ・特定フロン対策 
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図 2-10 2081～2100 年における広島県の年平均気温の上昇（現在：1981～2000 年との差） 

  

〈厳しい温暖化対策を実施した場合〉      〈温暖化対策を実施しなかった場合〉 

出典：国立環境研究所「気候変動適応情報プラットフォーム【A-PLAT】」 
 

 

図 2-11 現在と将来（温暖化対策を実施しなかった場合）における広島県の斜面崩壊発生確率 
 

 

  

〈現在：1981～2000 年〉            〈将来：2081～2100 年〉 

出典：国立環境研究所「気候変動適応情報プラットフォーム【A-PLAT】」 

 

(1) これまでの取組 

気候変動対策の推進に係る取組として，これまで表 2-7 に示す施策等を実施してきました。 
 

表 2-7 これまでの取組（地球環境の保全／気候変動対策の推進） 

事業名 内容 単位 
実績 

H30 R 元 R2 R3 

自然災害・沿岸域分野に係る施策 

情報周知 ハザードマップの作成，冊子やホーム 
ページにおける情報周知 － 継続 

改修・改良等 急傾斜地崩壊対策，高潮対策 － 継続 

国民生活・都市生活分野に係る施策 

災害への対応 避難所の環境整備 － 随時 

■ ～10％   ■ 10～20％   ■ 20％～ 

注）斜面崩壊発生確率が上昇 

する区域が一部あり 
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(2) アンケート結果 

「環境に関するアンケート」において，市⺠が気候変動やその影響として感じているものとして，
「猛暑日や熱帯夜の増加」や「台風や豪雨による洪水や土砂崩れ等の増加」等が多く挙げられてい
ます。 

図 2-12 市民への環境に関するアンケート結果（気候変動影響） 

 
(3) 気候変動対策の推進に係る課題 

地球温暖化問題への対策については，地球温暖化の原因となる温室効果ガス※の排出削減と
吸収源の対策を⾏い，地球温暖化の進⾏を食い止める「緩和策」と，気候の変動やそれに伴う気
温・海水面の上昇などに対して，⼈や社会，経済のシステムを調節することで影響を軽減する「適
応策」があります。 

気候変動の影響は地域によって異なり，地域のあらゆる側面に及ぶため，地域ごとの適応策を
進めることが重要です。 

 
図 2-13 「緩和策」と「適応策」の例 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：気候変動適応情報プラットフォーム「A-PLAT」 

あなたやあなたの家庭で，気候変動やその影響として感じているものは何ですか？ 

あてはまるものをすべてお選びください。 
 

 

 

 

3%

1%

19%

25%

31%

37%

46%

68%

85%

86%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

その他

特に影響を感じない

紅葉の時期や桜の開花時期の変化

暖冬による降雪量の変化

動植物等の生息域の変化

渇水による水資源への影響

農作物の収穫量や品質への影響

熱中症等の健康被害の増加

台風や豪雨による洪水や土砂崩れ等の増加

猛暑日や熱帯夜の増加

N=317
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２-２生物多様性の保全 

 
生物多様性※とは，多種多様な生きものたちが自然に存在している状態を表します。 
私たち⼈間が生存するために必要な酸素，水，食料，衣類，住宅等の根源は，様々な生きもの

とのつながりの中（生態系サービス※）から生み出されたものであり，生物の多様性を保全することは，
将来にわたる私たちの暮らしを豊かにし，安全の確保につながります。 

そのため私たちは，多種多様な生きものが生息する環境を守りつつ，自然との触れ合い活動などを
通じて次世代に引き継ぐ必要があります。 

 
２-２-１ 生物生息環境の保全 
 

(1) 前基本計画の達成状況 

前基本計画における，生物生息環境の保全に係る指標項目の達成状況を表2-8に示します。 
 
表 2-8 前基本計画の達成状況（生物多様性※の保全／生物生息環境の保全） 

指標項目 単位 
基準 目標 

R3 実績 
年度 数値 年度 数値 

地域戦略策定に関する検討回数 回 H28 1 R4 2 0 

藻場※・干潟等増殖場の新規造成面積 

(H22 年度からの累計) 
ha H28 15.2 R2 22.0 22.8 

 
 

  

２-２ 生物多様性※の保全 
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(2) これまでの取組 

前基本計画において，生物生息環境の保全に係る取組として，これまで表 2-9 に示す施策等
を実施してきました。 
 

表 2-9 これまでの取組（生物多様性※の保全／生物生息環境の保全）  

事業名 内容 単位 
実績 

H30 R 元 R2 R3 

森林保全活動 

保育事業 市有林・⺠有林等の間伐 事業費
(千円) 2,502 1,947 1,917 3,570 

どんぐり塾 森づくりセミナーの開催 参加者数 41 20 90 41 

松食い虫対策 

市有林における薬剤散布による
対策 ha  6.8 6.8  6.8 6.8 

市有林における樹幹注入による
対策 穴 561 465 331 331 

藻場※等の創出及び保全 

藻場※造成事業 藻場※造成事業の実施 ha 0 0 4 2 

生物多様性※地域戦略の策定 

「レッドデータブ
ックくれ」の広報 

本市の絶滅危惧種を取りまとめ
た冊子の広報 ― 継続 

特定外来生物※へ
の対応 

通報があった特定外来生物※へ
の対応 ― 随時 

環境保全型農業・漁業※の推進 

農村環境保全事業 農村環境を守る地域活動の⽀援 事業費
(千円) 11,324 11,647 10,109 19,991 

農業用施設原材料
支給制度 

農業用施設の維持補修等に対
する⽀援 

事業費
(千円) 1,293 951 1,135 1,471 

資源管理型漁業の
推進 

海浜に堆積する廃棄物の収集・
処理 

事業費
(千円) 307 642 294 220 

海底に堆積する廃棄物の収集・
処理 

事業費
(千円) 10,926 6,865 9,000 6,700 
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(3) アンケート結果 

「環境に関するアンケート」では，市⺠が呉市で今後重点的に取り組んで欲しい環境施策として，
「自然海岸の保全」や「森林保全活動」を挙げる回答が比較的多く⾒られます。 

 
図 2-14 市民への環境に関するアンケート結果 

              （呉市の環境施策について，今後重点的に取り組んで欲しいもの） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

これまで呉市が進めてきた以下の環境施策の中で，あなたが呉市で「今後重点的

に取り組んで欲しいもの」はどれですか？ 

N=254

環境関連行事の開催

ＰＣＢ対策

ビオトープの活用

ＰＲＴＲの実施

アスベスト対策

エコツーリズムの推進

特定フロン対策

事業系廃棄物の適正処理

ダイオキシン類対策

市民農園の整備活用

低炭素型の都市・地域づくりの推進

環境ホルモン対策

藻場等の創出及び保全

ボランティア活動団体との連携

産業廃棄物の排出抑制

生物多様性地域戦略策定

自然観察会の開催

一般廃棄物ごみ減量化事業

公衆衛生思想の普及

環境産業の振興

土壌環境の保全

優良事例の情報発信

自動車排出ガス（ＮＯｘ、ＰＭ）対策

森林等ＣＯ２吸収源確保

環境講座・学習の推進

安定的な廃棄物の処理

正確な情報の提供・共有

自然海岸の保全

再生可能エネルギーの普及促進

森林保全活動

大気環境の保全

ポイ捨ての防止

水環境の保全

不法投棄及び野焼き対策

省エネルギーの推進

緑化の推進

騒音・振動対策

環境保全型農業・漁業の推進

地域リーダーの養成

河川の親水空間の保全整備

ホームページの活用

2%
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2%
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※赤下線部は，生物生息環境の保全に係る施策のうち，比較的多く回答があった施策を示します。 
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(4) 生物生息環境の保全に係る課題 

呉市の自然は，古くから⼈の暮らしや生業とともにあり，⼈の⼿が適切に加わることによって，そ
の豊かさが保たれてきました。しかしながら産業・生活様式の変化に伴う農業従事者の減少，高齢
化等により，田畑が荒廃し，及び耕作放棄地が増加することで野生動物が市街地へ進出し，農
作物等に被害を与え，この影響により更に耕作放棄地が増えるといった悪循環が認められます。 

市内にはマイヅルテンナンショウやオキナグサなど，希少な動植物が生息してますが，生息環境の
変化等に伴う絶滅が危惧されています。海域においては，水質の改善により，⾒た目のきれいさは
改善しているものの，研究者による調査においては，瀬⼾内海に生息する生きもの，海の生物多
様性※が減ってきています。 

日本の生物多様性※は四つの危機＊にさらされています。⼈間活動による影響が主な要因と言わ
れており，呉市においても，生物生息環境の保全に更に取り組むことが必要となります。 

 

図 2-15 呉市に生息する希少な野生動植物の例 

   

〈オシドリ〉         〈オオムラサキ〉        〈スナガニ〉 

 

   

〈サギソウ〉      〈マイヅルテンナンショウ〉    〈オキナグサ〉 

出典：くれ環境市民の会「レッドデータブックくれ～呉市の絶滅のおそれのある野生動植物～」 
 

 
＊生物多様性※を脅かす四つの危機   
  第１の危機︓開発や乱獲による種の減少・絶滅，生息・生育地の減少 
  第２の危機︓⾥地⾥⼭などの⼿入れ不⾜による自然の質の低下 
  第３の危機︓外来種などの持ち込みによる生態系のかく乱 
  第４の危機︓地球環境の変化による危機 
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２-２-２ 自然との触れ合い活動 
 

(1) 前基本計画の達成状況 

前基本計画における，自然との触れ合い活動に係る指標項目の達成状況を表 2-10 に示しま
す。 

 
表 2-10 前基本計画の達成状況（生物多様性※の保全／自然との触れ合い活動） 

指標項目 単位 
基準 目標 

R3 実績 
年度 数値 年度 数値 

どんぐり塾参加者数(H22 年度からの

累計) 
人 H28 716 R4 1,200 957 

 
 

(2) これまでの取組 

前基本計画において，自然との触れ合い活動に係る取組として，これまで表 2-11 に示す施策
等を実施してきました。 
 

表 2-11 これまでの取組（生物多様性※の保全／自然との触れ合い活動）  

事業名 内容 単位 
実績 

H30 R 元 R2 R3 

自然観察会の開催 

灰ヶ峰公園自然観察会 
灰ヶ峰公園における自然観察会の
実施 回数 ４ ６ ２ 4 

市民農園の整備活用 

市民農園の貸出 グリーンヒル郷原で区画を貸出 区画 100 100 100 100 

ビオトープ※の活用 

ビオトープ※での自然
観察会 

二河公園における自然観察会の実施 回数 2 4 4 8 

河川の親水空間の保全整備 

環境保全型ブロックの
使用 

河川護岸の整備等に環境に調和し
た材料を使用 ― 継続 

エコツーリズム※の推進 

エコツーリズム※の推進 
自然環境の保全等を含めたツーリズム
を振興している協議会との意⾒交換 回数 1 1 1 1 
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(3) アンケート結果 

「環境に関するアンケート」では，市⺠の身のまわりの環境に対して，「農地や土とのふれあいやす
さ」や「生きものとのふれあいやすさ」，「水や水辺とのふれあいやすさ」の重要度が低い結果となってい
ます。 

 

図 2-16 市民への環境に関するアンケート結果（身のまわりの環境に対する重要度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 自然との触れ合いに係る課題 

身近な自然と触れ合い，関わることは，自然への関心を高め，呉市の恵まれた自然環境や生
物多様性※を大切にする意識の醸成につながります。農業や漁業，観光などの事業活動を通じて，
自然を保全しながらその恵みを利用し，豊かな自然を次世代につなげていく取組を進めていく中で，
自然と触れ合う機会を増やす取組が必要となります。 

 

  

災害からの安全性

空気のきれいさ

交通の利便性

川や海の水のきれいさ

まちの清潔さ・きれいさ

森の緑など自然景観の美しさ

身近な広場や公園

まちの静けさ

町並みの美しさ

地域の人々のつながり

田畑・雑木林などの身近な緑

水や水辺とのふれあいやすさ

歴史的な資源の豊かさ

生きものとのふれあいやすさ

農地や土とのふれあいやすさ
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重要 やや重要 どちらともいえない あまり重要でない 重要でない 未回答

身のまわりの環境について，あなたはどのようにお考えですか？ 

注）赤下線部は，自然との触れ合い活動に関連する環境項目のうち，比較的重要度が低いと回答されたものを示します。 
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２-３ 地域環境の保全 

 
市⺠の健康や生活環境に影響を及ぼさないよう，良好な地域環境を守るため，大気，水質，土

壌，騒音，振動などの監視や測定を⾏うとともに，PCB※，アスベスト※，ダイオキシン類※等の有害
化学物質への適切な対応が必要となります。環境基準※の遵守等により，環境中の大気・水質等が
改善してきています。 

 
(1) 前基本計画の達成状況 

前基本計画における，地域環境の保全に係る指標項目の達成状況を表 2-12 に示します。 
 

表 2-12 前基本計画の達成状況（地域環境の保全） 
 

 【環境基準※達成状況（大気・水質・騒音・有害化学物質）】 

指標項目 
H28(基準年度) 

達成率 

目標 
R3 達成率 

年度 数値 

環
境
基
準
達
成
率 

大
気 

二酸化窒素 100％(6 局/6 局) 

R4 

100％ 100％(5 局/5 局) 

浮遊粒子状物質 100％(6 局/6 局) 100％ 100％(5 局/5 局) 

二酸化硫黄 100％(5 局/5 局) 100％ 100％(4 局/4 局) 

一酸化炭素 100％(1 局/1 局) 100％ 100％(1 局/1 局) 

水

質 

河
川 

健康項目 100％(5 地点/5 地点) 

R4 

100％ 100％(3 地点/3 地点) 

BOD※ 100％(5 地点/5 地点) 100％ 80％(4 地点/5 地点) 

海
域 

健康項目 100％(10 地点/10 地点) 100％ 100％(9 地点/9 地点) 

COD※ 60％(6 地点/10 地点) 100％ 70％(7 地点/10 地点) 

全窒素 100％(4 地点/4 地点) 100％ 100％(4 地点/4 地点) 

全燐 100％(4 地点/4 地点) 100％ 100％(4 地点/4 地点) 

地下水(健康項目) 100％(3 地点/3 地点) 100％ 100％(3 地点/3 地点) 

騒
音 

面的評価 97.6％(17 ｾﾝｻｽ) 

R4 

達成率向上 97.9％(27 ｾﾝｻｽ) 

点的評価(一般地域) 100％(18 地点/18 地点) 100％ 100％(18 地点/18 地点) 

点的評価(道路に面する地域) 94.4％(34 地点/36 地点) 達成率向上 94.4％(34 地点/36 地点) 

有
害
化
学
物
質 

ﾍﾞﾝｾﾞﾝ   (大気) 100％(2 地点/2 地点) 

R4 

100％ 100％(2 地点/2 地点) 

ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(大気) 100％(2 地点/2 地点) 100％ 100％(2 地点/2 地点) 

ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(大気) 100％(2 地点/2 地点) 100％ 100％(2 地点/2 地点) 

ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ (大気) 100％(2 地点/2 地点) 100％ 100％(2 地点/2 地点) 

ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類※(大気) 100％(4 地点/4 地点) 100％ 100％(4 地点/4 地点) 

ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類※(公共用水域 水質) 100％(6 地点/6 地点) 100％ 100％(6 地点/6 地点) 

ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類※(公共用水域 底質) 100％(2 地点/2 地点) 100％ 100％(2 地点/2 地点) 

ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類※(土壌) 100％(4 地点/4 地点) 100％ 100％(4 地点/4 地点) 

【その他（前基本計画で目標数値を定めていない項目）】 

指標項目 単位 
基準注）1 目標注）2 

R3 実績 
年度 数値 年度 数値 

市民一人当たり公園面積 m2/人 H28 9.96 － － 10.84 

市面積に占める公園面積の割合 ％ H28 0.7 － － 0.7 

都市計画区域内人口一人当たり都市公園等面積 m2 H28 9.59 － － 10.39 

市民団体等による公園管理率 ％ H28 84.3 － － 82.7 

    注）1 原則，基準年度は平成 28 年度ですが，数値が把握できない場合は，把握できる直近の年度としました。 

     2 前基本計画では，目標数値を定めていません。目指す方向性は，現状維持と定めています。 

２-３ 地域環境の保全 



 

27 

(2) これまでの取組 

前基本計画において，地域環境の保全に係る取組として，これまで表 2-13 に示す施策等を
実施してきました。 
 

表 2-13 これまでの取組（地域環境の保全）  

事業名 内容 単位 
実績 

H30 R 元 R2 R3 

大気環境の保全 

大気汚染の常時監視 
一般環境大気測定局 4 局と自動⾞ 排
出ガス測定局 1 局での常時監視 項目 23 20 20 20 

工場等への立入 大気・臭気の確認のための⽴入調査 件 59 72 41 72 
住民苦情に基づく立入 悪臭防止のための⽴入調査 － 随時 
自動車排出ガス（NOx，PM）対策 

「2-1-1 地球温暖化対策の推進」における取組（16 ページ）を参照 

水環境の保全 

水環境の常時監視 
河川 16 地点，海域 15 地点及び
地下水の常時監視 検体数 745 745 745 745 

法に基づく立入 瀬⼾法・水濁法等に基づく⽴入調査 － 随時 

土壌環境の保全 

土壌環境の情報提供 
保管・蓄積している土地履歴等を正
しく提供 件 76 64 52 79 

騒音・振動対策 

自動車騒音の常時監視 騒音規制法に基づく騒音調査を実施 地点 6 7 6 5 
PCB※対策 

PCB※保管状況の把握 
PCB※廃棄物を保管又は PCB※含
有機器を使用している事業者の把握 事業所数 164 156 153 132 

アスベスト※対策 

除去作業前の立入 
適切な措置が講じられているかを確
認するための⽴入調査 回数 16 24 12 12 

PRTR※の実施 

特定化学物質の排出
量等把握 

事業者からの届出により，排出・移
動状況を把握 － 随時 

ダイオキシン類※対策 

ダイオキシン類※の
常時監視 

ダイオキシン特措法に基づく濃度測
定を実施 地点 16 16 16 16 

環境ホルモン※対策 

調査結果の収集 
広島県が⿊瀬川で実施した調査結
果を収集 地点 1 1 1 1 

緑化の推進 

緑化の推進 
団体への助成や苗等の配布による
緑化の推進 

助成 
団体数 21 2 22 2 

清掃活動の推進 

清掃活動の推進 ボランティアによる清掃活動の実施 － 随時 
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事業名 内容 単位 
実績 

H30 R 元 R2 R3 

公衆衛生思想の普及 

公衆衛生思想の普及 
公衆衛生推進委員等による清掃活
動等環境美化運動を実施 委員数 1,864 1,863 1,790 1,693 

ポイ捨ての防止 

ポイ捨ての防止 
まちづくり委員会等による環境美化
運動を実施 － 随時 

 

 

(3) アンケート結果 

「環境に関するアンケート」では，市⺠の身のまわりの環境に対する満⾜度として，「空気のきれ
いさ」や「まちの静けさ」に対する満⾜度が特に高い結果となっています。 

 

図 2-17 市民への環境に関するアンケート結果（身のまわりの環境に対する満足度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 地域環境の保全に係る課題 

大気，水質，土壌，騒音，振動，有害化学物質等に係る法令等による規制を遵守すること
により，地域環境を保全していくことが重要です。また，平成 18（2006）年以前に建てられた住
宅等の解体にはアスベスト※調査が必要となったことから，今後も，規制強化となったアスベスト※な
ども含めて市による環境の監視や指導等を実施し，良好な環境を維持していくことが必要となります。
加えて，地域環境の保全という観点で，地域の緑化や環境美化の取組も推進していく必要があり
ます。  

身のまわりの環境について，あなたはどのようにお考えですか？ 

空気のきれいさ

まちの静けさ

森の緑など自然景観の美しさ

まちの清潔さ・きれいさ

身近な広場や公園

田畑・雑木林などの身近な緑

地域の人々のつながり

川や海の水のきれいさ

交通の利便性

町並みの美しさ

歴史的な資源の豊かさ

農地や土とのふれあいやすさ

水や水辺とのふれあいやすさ

生きものとのふれあいやすさ

災害からの安全性
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※赤下線部は，地域環境の保全に関連する環境項目のうち，比較的満足度が高いと回答されたものを示します。 



 

29 

２-４ 循環型社会の形成 

 
私たちの日々の暮らしを⽀えているあらゆる資源には限りがあり，⼈間活動が環境へ与える負荷を最

⼩限にするためにも，限られた資源を賢く使い循環させることが大切です。 
資源循環のためには，廃棄物対策の基本となる「４Ｒ（よんアール）※活動」を徹底することが重

要です。４Ｒ※とは，従来の「リデュース（Reduce︓使う資源やごみの量を減らすこと）」，「リユース
（Reuse︓ものを繰り返し使うこと）」，「リサイクル（Recycle︓使い終わったものを資源として再び
利用すること）」に，「リフューズ（Refuse︓ごみの元になるものを買ったりもらったりしないこと）」を加え
た総称であり，循環型社会※を形成する上での重要な取組です。 

 
(1) 前基本計画の達成状況 

前基本計画における，循環型社会※の形成に係る指標項目の達成状況を表 2-14 に示します。 
 

表 2-14 前基本計画の達成状況（循環型社会※の形成） 

指標項目 単位 
基準 目標 推移 

年度 数値 年度 数値 R2 R3 

一人 1 日当たりのごみの排出量 g H28 948 R3 944 954 951 

一般廃棄物のリサイクル率注）1 ％ H28 15.8 － － 13.1 14.4 

一般廃棄物の最終処分量 t H28 7,704 R3 6,799 6,979 7,505 

生活排水処理率注）2 ％ H28 89.1 R3 90.0 90.0 90.7 

不法投棄回収量注）2 t H28 3 － － －注）3 0.16 

野焼き苦情件数注）2 件 H28 106 － － 37 23 

電子マニフェスト加入率 ％ H28 31 R3 60 47 47 

   注）1 「呉市一般廃棄物処理基本計画」において，目標数値及び目指す方向性は定めていません。 

     2 前基本計画において，目標数値及び目指す方向性は定めていません。 

     3 新型コロナウイルス感染症対策のため回収していません。 

     

  

２-４ 循環型社会※の形成 
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(2) これまでの取組 

前基本計画において，循環型社会※の形成に係る取組として，これまで表 2-15 に示す施策等
を実施してきました。 
 

表 2-15 これまでの取組（循環型社会※の形成）  

事業名 内容 単位 
実績 

H30 R 元 R2 R3 

一般廃棄物ごみ減量化事業 

持込みごみ処理
手数料の適正化 

処理原価とのかい離を是正し定
期的に⼿数料⾒直しを実施 円/10kg 130 130 160 160 

資源集団回収事業
の推進 

地域団体等の資源集団回収実
施団体に報奨⾦を⽀給 

回収量
(t) 3,700 3,542 2,985 2,898 

資源物の行政回収 
呉市分別収集計画等に基づき
資源物の分別収集を実施 

回収拠
点数 2,673 2,687 2,725 2,740 

使用済み小型家電
の回収 

専用ボックスの設置により回収し
リサイクルを推進 ― 随時 

食品ロス※削減の
啓発 

「食べきってクレシ店」等により食
品ロス※削減を推進 

登録 
店舗数 53 56 55 46 

産業廃棄物の排出抑制 

産業廃棄物の排出
抑制 

産業廃棄物等の多量排出事業
場から提出された計画・実施状
況を公表 

事業者数 47 46 46 43 

安定的な廃棄物の処理 

安定的な廃棄物
の処理 

クリーンセンターくれ及びエコ・グロ
ーブくれにおける運営管理状況を
公表 

可燃ごみ
焼却量

(t) 
78,253 77,230 72,054 73,093 

事業系廃棄物の適正処理 

事業系廃棄物の
適正処理 

排出事業者及び廃棄物処理業
者への⽴入り，監視，指導等
の実施 

― 随時 

不法投棄及び野焼き対策 

不法投棄対策 
不法投棄防止巡回パトロールに
よる調査を実施 件数 320 372 465 510 

野焼きの指導 
苦情等による野焼き調査及び指
導の実施 回 97 109 148 162 
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(3) アンケート結果 

「環境に関するアンケート」では，市⺠があまり進んでいないと思う環境施策として，「不法投棄
及び野焼き対策」や「ポイ捨ての防止」が特に多く挙げられています。 

 

図 2-18 市民への環境に関するアンケート結果 

      （呉市の環境施策について，今後重点的に取り組んで欲しいもの）  
 
 
 

  

これまで呉市が進めてきた以下の環境施策の中で，あなたが「あまり進んでいな

いと思うもの」はどれですか？ 

アスベスト対策

ビオトープの活用

環境関連行事の開催

事業系廃棄物の適正処理

ＰＣＢ対策

エコツーリズムの推進

ＰＲＴＲの実施

森林等ＣＯ２吸収源確保

自然観察会の開催

ホームページの活用

土壌環境の保全

自動車排出ガス（ＮＯｘ、ＰＭ）対策

藻場等の創出及び保全

公衆衛生思想の普及

地域リーダーの養成

環境保全型農業・漁業の推進

環境産業の振興

ボランティア活動団体との連携

安定的な廃棄物の処理

環境ホルモン対策

ダイオキシン類対策

生物多様性地域戦略策定

特定フロン対策

優良事例の情報発信

産業廃棄物の排出抑制

ポイ捨ての防止

省エネルギーの推進

不法投棄及び野焼き対策

騒音・振動対策

再生可能エネルギーの普及促進

自然海岸の保全

森林保全活動

緑化の推進

水環境の保全

一般廃棄物ごみ減量化事業

大気環境の保全

低炭素型の都市・地域づくりの推進

環境講座・学習の推進

正確な情報の提供・共有

河川の親水空間の保全整備
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※赤下線部は，循環型社会
※
の形成に係る施策のうち，比較的多く回答があった施策を示します。 



 

32 

(4) 循環型社会※の形成に係る課題 

本市のごみの総排出量は減少傾向にあるものの，目標に達していない状況です。また，一般廃
棄物のリサイクル率についても，県平均を下回っています。 

呉市では，令和４年３月に策定した呉市一般廃棄物処理基本計画に基づき，循環型社 
会※の実現を目指し，市⺠・事業者・市が連携・協⼒を深め，ごみの減量・資源化や食品ロス※の
削減，プラスチックごみの発生抑制など４R※の推進に取り組む必要があります。 

加えて，引き続き不法投棄の未然防止，野外焼却の防止，有害ごみ・危険ごみの分別の徹
底などにも取り組む必要があります。 

 

図 2-19 呉市におけるごみの総排出量（上）と再資源化量等及びリサイクル率（下）の推移 

 

 

総
排
出
量(

ｔ)
 

総
人
口(

千
人)

 

リ
サ
イ
ク
ル
率 

資
源
集
団
回
収
量
＋
再
資
源
化
量(

ｔ)
 

出典：環境省「一般廃棄物処理実態調査」 
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２-５ 持続可能な社会の基盤づくり 

 
持続可能な社会を構築するためには，地域で自主的に環境保全活動を担える⼈を育てる環境教

育・学習の取組や環境ボランティア団体と連携した環境保全活動の取組など，その基盤づくりが重要と
なります。 

 
(1) 前基本計画の達成状況 

前基本計画における，持続可能な社会の基盤づくりに係る指標項目の達成状況を表 2-16 に
示します。 

 
表 2-16 前基本計画の達成状況（持続可能な社会の基盤づくり） 

指標項目 単位 
基準 目標 

R3 実績 
年度 数値 年度 数値 

出前環境講座に参加した市民の人数注）1 人 H28 720 － － 56   

くれエコフェスタへの参加人数 人 H28 6,500 R4 7,000 －注）2 

リサイクル推進員人数注）1 人 H28 2,032 － － 1,906   

公衆衛生推進委員人数注）1 人 H28 1,903 － － 1,693   

環境ボランティア団体登録数注）3 団体 H28 19 － － 17   

環境部ホームページアクセス数 件/年 H28 17,282 R4 30,000 24,155   

    注）1 前基本計画において，目標数値は定めていません。目指す方向性は現状維持と定めています。  

      2 新型コロナウイルス感染症の影響により中止しました。 

      3 前基本計画において，目標数値及び目指す方向性は定めていません。 

 

 
 

  

２-５ 持続可能な社会の基盤づくり 
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(2) これまでの取組 

前基本計画において，持続可能な社会の基盤づくりに係る取組として，これまで表 2-17 に示
す施策等を実施してきました。 
 

表 2-17 これまでの取組（持続可能な社会の基盤づくり）  

事業名 内容 単位 
実績 

H30 R 元 R2 R3 

環境講座・学習の推進 

出前環境講座
の開催 

児童・生徒を対象とした環境に関
する講座を開催 回数 9 5 3 2 

学校教育での
取組 

児童の環境意識向上のため呉市
こども環境白書を配布等 配布冊数 2,026 1,957 1,936 1,832 

水源環境保全
の広報 

水道施設の⾒学，訪問授業，パ
ネル展の実施 － 実施中 

正確な情報の提供・共有 

正確な情報の
提供・共有 

呉市環境調査報告書を作成しホ
ームページで公開 － 実施中 

環境関連行事の開催 

環境関連行事
の開催 

講演会，パネル展，くれエコフェス
タの開催 

くれエコフェスタ 
参加⼈数 0 注）1 約 6,000 0 注）2 0 注）2 

ホームページの活用 

ホームページ
の活用 

環境に関する情報をホームページ
に公表 アクセス数 23,382 24,571 26,851 24,155 

ボランティア活動団体との連携 

ボランティア
活動団体との
連携 

くれ環境市⺠の会事務局を呉市
環境部環境政策課に設置し，環
境保全活動団体と連携 

連携 
団体数 18 18 17 17 

地域リーダーの養成 

地域リーダー
の養成 

リサイクル推進員を中心とした自治
会等との協働によるごみの分別の
促進 

委員数 2,049 2,025 1,891 1,906 

環境産業※の振興 

環境産業※の振興 
(公財)くれ産業振興センターによる
環境産業※への事業展開等を目
指す事業所への⽀援 

－ 実施中 

優良事例の情報発信 

優 良 事 例 の 
情報発信 

環境白書を通じた優良事例の紹
介 － 実施中 

注）1 平成 30 年 7 月豪雨災害の影響で開催していません。 

2 新型コロナウイルス感染症の影響で開催していません。 
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(3) アンケート結果 

「環境に関するアンケート」では，市⺠がよく進んでいると思う環境施策として，「ボランティア活動
との連携」が比較的多く挙げられている一方，今後重点的に取り組んで欲しい環境施策として，
「正確な情報の提供・共有」が最も多く挙げられています。 

 

図 2-20 市民への環境に関するアンケート結果 

（持続可能な社会の基盤づくりに係る施策の満足度・重要度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 持続可能な社会の基盤づくりに係る課題 

持続可能な社会の基盤づくりとして，環境問題に自主的に取り組む市⺠や事業者を増やすため，
引き続き環境教育・学習等に取り組むとともに，市⺠，事業者，ボランティア団体等と呉市が連携
し協働して取り組めるよう，幅広く環境問題や環境保全活動に関する情報の共有・発信を⾏う必
要があります。 

これまで呉市が進めてきた下記の環境施策の中で，あなたが「よく進んでいると思

うもの」，「あまり進んでいないと思うもの」はどれですか（満足度調査）？ 

  また，「今後重点的に取り組んで欲しいもの」はどれですか（重要度調査）？ 

    

環境講座・学習

の推進

正確な情報の

提供・共有

環境関連行事の

開催

ホームページの

活用

ボランティア活動

団体との連携

地域リーダーの

養成

環境産業の振興

優良事例の情報

発信

-100% 0% 100%

高

←

重
要
度

→

低

低 ← 満足度 → 高

持続可能な社会の基盤づくり

■「持続可能な社会の基盤づくり」に係る呉市の環境施策 
 
 ・環境関連行事の開催         ・環境講座，学習の推進 

 ・ボランティア活動団体との連携    ・地域リーダーの養成 

 ・環境産業※の振興           ・優良事例の情報発信 

 ・正確な情報の提供，共有       ・ホームページの活用 

 



 

36 

第３章 環境の将来像 
 

１ 呉市が目指す環境の将来像 

本基本計画では，呉市環境基本条例第３条に定めた基本理念や，上位計画である「第５次呉
市⻑期総合計画」のビジョン，環境に関するアンケートの市⺠・事業者からの声を踏まえ，目指すべき
環境の将来像，基本方針，施策の方向性等を以下のとおり設定します。 

 

表 3-1 基本方針・施策の方向性及び直接関係する SDGs の 17 のゴール 

１ 

気
候
変
動
へ
の
対
応 

脱炭素と気候変動への適応が実現した 

次の世代につなぐまち 

2050 年温室効果ガス※排出量実質ゼロの実現に向

け，徹底した省エネルギー化とともに，再生可能エ

ネルギー※の普及を促進し，脱炭素社会の構築を目

指します。 

あわせて，気候変動の影響に備える適応策を推進

し，次の世代につなぐまちづくりを進めます。 

２ 

生
物
多
様
性
の
保
全 

多様な生きものと共存する 

恵み豊かな里山・里海と歩むまち 

呉市の豊かな自然を次世代に引き継いでいくた

め，里山・里海における生きものの生息環境を保全

するとともに，自然と触れ合う活動を積極的に推進

し，多様な生きものや自然の恵みを感じられるまち

づくりを目指します。 

３ 

地
域
環
境
の 

保
全 

誰もが安心して住み続けられる 

安全で快適なまち 

良好な生活環境を維持していくため，引き続き環

境監視や測定を行うとともに，有害化学物質等への

適切な対応，環境美化の推進に取り組み，安心して

住み続けられるまちづくりを目指します。 

４ 

循
環
型
社
会
の
構
築 

限りある資源を賢く使う 

環境にやさしい清潔なまち 

廃棄物の処理や不法投棄等に伴う環境への負荷を

軽減するため，廃棄物の発生抑制や減量化，リサイ

クル等をより一層推進し，資源の循環的な利用が定

着した環境にやさしい清潔なまちづくりを目指しま

す。 ⑤
５ 

持
続
可
能
な
社 

社 
 

会
の
基
盤
づ
く
り 

様々な主体が協働・連携して 

環境課題に取り組むまち 

持続可能な社会の基盤をつくるため，環境教育・

学習や環境情報の提供・共有を推進し，市民・事業

者・市がともに環境課題に取り組むまちづくりを目

指します。 

【目指すべき姿】 

豊かな環境を次の世代につなぐまち「エコポリス・呉」 
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表 3-2 基本方針の施策体系 

基本方針 施策の方向性 
 

 

 

脱炭素と気候変動への適応が 

実現した次の世代につなぐまち 

(1) 省エネルギー対策の推進（緩和策） 

 ①省エネルギー行動の実践，②省エネル 

(2) 再生可能エネルギー※の導入促進（緩和策） 

 ①太陽光発電の普及促進及び啓発，②一般 

(3) 多様な手法による地球温暖化対策の推 

 ①脱 炭 素 な都 市 ・地 域 づくりの推 進 ，  

(4) 気候変動影響への適応（適応策） 

 ①農 業 ・林 業 ・水 産 業 に対 する適 応 策 ，  

 

多様な生きものと共存する 

恵み豊かな里山・里海と歩むまち 

(1) 生物生息環境の保全 

 ①森林·自然海岸の保全，②藻場※等の創出・   

(2) 自然資源の持続可能な利用 

 ①自然観察会の開催，②市民農園の整備 

 

誰もが安心して住み続けられる 

安全で快適なまち 

(1) 生活環境の保全 

 ①大気環境の保全，②自動車排出ガス対策，  

(2) 有害化学物質等への対応 

 ① P C B ※ 対 策 ， ② ア ス ベ ス ト ※ 対 策 ，  

(3) 緑化の推進 

 ①自治会等と協力したコミュニティ広場等の 

(4) 環境美化の推進 

 ①清掃活動の推進，②公衆衛生思想の普及 

 

限りある資源を賢く使う 

環境にやさしい清潔なまち 

(1) ごみの減量（4R※の推進） 

 ①一般廃棄物ごみ減量化事業，②食品ロス※ 

(2) 廃棄物の適正処理 

 ①安定的な廃棄物の処理，②事業ごみの適 

５ 

持
続
可
能
な
社
会
の
基
盤
づ
く
り 

様々な主体が協働・連携して 

環境課題に取り組むまち 

(1) 環境教育・学習の推進 

 ①出前環境講座の開催，②学校教育での取組， 

(2) 環境情報の提供 

 ①正確な情報の提供・共有，②環境関連行事 

(3) 市民協働による取組 

 ①ボランティア活動団体との連携，②地域リ 

(4) 環境産業※の振興 

 ①既設団体・施設等の活用による環境産業※ 

１ 

気
候
変
動
へ
の
対
応 

生
物
多
様
性 

の
保
全 

２ 

３ 

地
域
環
境
の
保
全 

循
環
型
社
会 

の
構
築 

４
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取組分野 

施策の取組内容（主なもの） 

 

ギー機器の導入，③建物の省エネルギー化，④電動車※の普及促進，⑤スマートムーブ※の推進 

 

廃棄物焼却熱の有効利用，③次世代エネルギー・炭素資源等の利活用，④環境に配慮した電力調達の推進 

進（緩和策） 

②廃棄物の減量による対策，③森林・藻場※等による吸収源対策，④フロン類※対策 

 

②自然生態系に対する適応策，③自然災害・沿岸域に対する適応策，④健康に対する適応策 

 

保全，③環境保全型農業・漁業※の推進 

 

活用，③ビオトープ※の活用，④河川の親水空間の保全整備，⑤エコツーリズム※の推進 

 

③水環境の保全，④土壌環境の保全，⑤騒音・振動対策 

 

③ＰＲＴＲ※の実施，④ダイオキシン類※対策，⑤環境ホルモン※対策 

 

維持管理，②地域緑化活動の推進 

 

 

 

の削減，③プラスチックごみの削減，④産業廃棄物の排出抑制 

 

正処理，③海洋ごみ対策，④不法投棄・ポイ捨て及び野焼き対策 

 

③環境保全の啓発，④他団体主催イベントでの体験学習の開催 

 

の開催，③ホームページ等の活用 

 

ーダーの養成 

 

の起業促進，②優良事例の情報発信 
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２ 将来像を実現するための施策 

呉市が目指す環境の将来像「豊かな環境を次の世代につなぐまち」を実現するためには，市だけ
ではなく，多様な主体が協働して取組を進めることが必要不可⽋です。 

「呉市環境基本条例」では，環境を保全するための市⺠・事業者・市の役割と責務を明らかにし
ており，各主体のそれぞれがまちづくりの主役である自覚を持ち，自身の役割を理解することで，環
境に対する意識を変えていくことが重要です。 

 

図 3-1 五つの基本方針を達成するための各主体の役割・取組 

 

  

【市民の役割】 

■環境に配慮した安心・快適な 

ライフスタイルの実践 

■未来を創るサステナブル※な 

商品・サービスの選択 

■法令・ルールの遵守 

■環境保全活動の主催・参加 

 

【事業者の役割】 

■地域の経済・社会の活性化への 

積極的な貢献 

■環境に配慮した事業活動の実践 

■未来を創るサステナブル※な商品 

・サービスの提供 

■法令・ルールの遵守 

■環境保全活動の主催・参加 

 

【市の役割】 

■地域の目指す将来像の提示 

■ルール・制度づくり 

■環境に関する事業の実施 

■市の環境や関連施策に関する情報提供 

■率先した環境負荷の低減 

■地域の未来に貢献する活動の支援及び情報発信 

■国・県・他の自治体との協力・連携 

連携・協働 
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基本方針１ 気候変動への対応 
 

取組分野 

(1) 省エネルギー対策の推進（緩和策） 

(2) 再生可能エネルギー※の導入促進（緩和策） 

(3) 多様な手法による地球温暖化対策の推進（緩和策） 

(4) 気候変動影響への適応（適応策） 
 

温室効果ガス※の排出量を削減するため，限りあるエネルギー資源を効率よく活用する省エネル
ギーの取組を市⺠や事業者と一体となって推進するとともに，気候変動の影響に備える取組を実施
します。 

あわせて，森林環境等の保全により二酸化炭素の吸収源対策を⾏いながら，再生可能エネル
ギー※の普及促進や低炭素型の都市・地域づくりなど脱炭素に向けた取組を推進するとともに，有
害な紫外線を吸収し生態系を守っているオゾン層の保護に取り組み，地球環境の保全を推進して
いきます。 

 

取組分野(1) 省エネルギー対策の推進（緩和策） 

温室効果ガス※の排出量を抑制するため，クールビズ※などの日常的な省エネルギー⾏動，省
エネルギー機器・設備の導入，電動⾞※の普及促進，公共交通機関の利用促進や徒歩・自転
⾞による移動環境の向上などの取組を推進します。 

 

【主な取組内容】 

① 省エネルギー行動の実践 

② 省エネルギー機器の導入 

③ 建物の省エネルギー化 

④ 電動車※の普及促進 

⑤ スマートムーブ※の推進 
 

■ 具体的な取組内容は，第４章の区域施策編にて示します。 
 

取組分野(2) 再生可能エネルギー※の導入促進（緩和策） 

温室効果ガス※の排出量を削減するため，太陽光発電などの再生可能エネルギー※への利用
の変換を進めるとともに，クリーンセンターくれの廃棄物焼却熱利用や水素の利活用，カーボンリサ
イクル※などの新たな技術の調査・研究，環境に配慮した排出係数の少ない電⼒調達などの取組
を推進します。 

 

【主な取組内容】 

① 太陽光発電の普及促進及び啓発 

② 一般廃棄物焼却熱の有効利用 

③ 次世代エネルギー・炭素資源等の利活用 

④ 環境に配慮した電力調達の推進 
 

■ 具体的な取組内容は，第４章の区域施策編にて示します。 
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取組分野(3) 多様な手法による地球温暖化対策の推進（緩和策） 

「脱炭素社会」の実現を着実に進めるため，コンパクトで持続可能なまちづくりやプラスチックリサ
イクルなどのごみの減量化，森林の適正管理や森林資源の活用，フロン類※対策などの取組を推
進します。 

 

【主な取組内容】 

① 脱炭素な都市・地域づくりの推進 

② 廃棄物の減量による対策 

③ 森林・藻場※等による吸収源対策 

④ フロン類※対策 
 

■ 具体的な取組内容は，第４章の区域施策編にて示します。 
 

取組分野(4) 気候変動影響への適応（適応策） 

気候変動に適応するため，猛暑でも栽培できる農作物の品種改良や栽培技術の向上などの
調査・研究，特定外来生物※への対応や防災対策の強化，熱中症等に対する健康対策などの
取組を推進します。 

 

【主な取組内容】 

① 農業・林業・水産業に対する適応策 

② 自然生態系に対する適応策 

③ 自然災害・沿岸域に対する適応策 

④ 健康に対する適応策 
 

■ 具体的な取組内容は，第４章の区域施策編にて示します。 
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指標と目標値 

基本方針１「気候変動への対応」に関連する指標及び目標を以下のとおり設定します。  
指標 目標年度・目標値 直近年度の実績値 

呉市の温室効果ガス※排出量 R12 2,755 千ｔ 
R 元 

(暫定値注)1) 

4,760 

千ｔ 

中小企業省エネ診断実施数注）2 R14 10 件 

R3 

0 件 

農産物の呉市場における県内産割合 －注）3 R3 年度の 17.4％を維持 17.4％ 

水産物の呉市場における県内産割合 －注）3 R3 年度の 73.3％を維持 73.3％ 

家庭用太陽光発電システムの設置件数注）2 毎年度 200 件 －注）4 

森林面積 －注）3 R3 年度の 19,621ha を維持 19,621ha 

呉市の間伐製品購入額 －注）3 R3 年度の 3,977 千円を維持 
3,977 

千円 

注）1 令和元年度の温室効果ガス※排出量は，国のエネルギー消費統計の暫定値を基に算出した値を含みます。 

2 市が関与して実施した件数に限ります。 

3 目標年度を定めずに，本基本計画の計画期間中，毎年度維持状況を確認します。 

4 「家庭用太陽光発電システムの設置件数」については，令和 5年度以降の施策のため，令和 3年度の実施 

はありません。 
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基本方針２ 生物多様性※の保全 
 

取組分野 

(1) 生物生息環境の保全 

(2) 自然資源の持続可能な利用 
 

多種多様な生物が生息する森林や自然海岸などの保全，また，自然観察会の開催など自然
との触れ合いの場の提供を通じて，市⺠の生物多様性※に関する意識の醸成を図るなど生物多様
性※の保全を進めます。 

 

取組分野(1) 生物生息環境の保全 
 

生物生息環境の保全に向け，森林ボランティアの⼈材の育成や適切な森林管理，自然海岸の
保全に伴う漁場機能の回復などの取組を推進します。 

 

  【主な取組内容】 

① 森林・自然海岸の保全 

② 藻場※等の創出・保全 

③ 環境保全型農業・漁業※の推進 
 

生物生息環境の保全に係る具体的な取組内容 

【市民】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【事業者】 

 

  

 

生物多様性※や農業・漁

業の様々な役割を学び，

環境学習や保全活動へ積

極的に参加しましょう 

 

ペットは責任をもって飼

いましょう 

 
地元の生態系・自然を保

全するため，外来生物※

等を放したり植えたりし

ないようにしましょう 

 

 

 

 

 

 

 

緑化の際は，生物多様性※

確保のため地域環境に適 

合した多様な花木を混植 

しましょう 

 

生態系に配慮した農業・

漁業を推進しましょう 

 

 

 

 

 

 

 

防護柵の設置，誘引物の

除去など，有害鳥獣や 

外来生物※による被害防

止に取り組みましょう 
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【市】 

 
取組内容① 
 

・森林環境保全への意識向上と森づくりに関する⼈材育成を目的として，森林ボランティア 
育成事業を積極的に展開していきます。 

・森林の保育事業や松くい虫対策，県内産木材製品の利用の推進など，森林の適切な 
管理を促進します。 

・自然海岸の保全や漁場機能の回復，漁場再生産⼒の増強を図るため，ごみや海底堆 
積物の収集・処理を⾏います。 

・市内に生息する絶滅危惧種を記載した「レッドデータブックくれ」等を活用し，地域戦略の 
策定に向けた検討を⾏います。 

取組内容② 
・呉市農水産業振興ビジョンに基づき，藻場※等を造成し，漁場環境の維持・修復に努 
めます。 

取組内容③ 
・生態系に配慮した農業・漁業を⽀援します。 
・有害鳥獣や外来生物※による被害の防止に向けて，防護柵の設置及び環境管理を⽀ 
援し，駆除と併せて総合的な被害防止対策の実施，普及啓発に取り組みます。 
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取組分野(2) 自然資源の持続可能な利用 
 

市⺠に自然と触れ合う場や機会を提供するため，自然観察会の開催や市⺠農園の利用，自
然と調和した河川の保全整備や市⺠の憩いの場となるビオトープ※など空間の維持管理などの取
組を推進します。 

 

  【主な取組内容】 

① 自然観察会の開催 

② 市民農園の整備活用 

③ ビオトープ※の活用 

④ 河川の親水空間の保全整備 

⑤ エコツーリズム※等の推進 
 

自然資源の持続可能な利用に係る具体的な取組内容 

【市民】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【事業者】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【市】 

取組内容① 
・市⺠や事業者向けの出前環境講座等を開催し，動植物の生息・生育に関する知識や 
身近な環境を学べる機会を提供します。 

取組内容② ・市⺠農園など，⼈と自然の触れ合いの場の整備・充実を図ります。 

取組内容③ 
取組内容④ 

・⼈と自然の触れ合いの場の維持・創出に向けて，市内の自然に関する情報発信ととも 
に，親水公園や森林施設，海浜，ビオトープ※などの⼈々に安らぎと憩いを与えてくれる 
空間の維持管理及びその⽀援などに取り組みます。 

取組内容⑤ 
・呉市の恵まれた自然環境を活かした，漁業や農業などの体験型観光（エコツーリズム※） 
や商品の開発・販売を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

自然観察会等へ積極的に参加し，動植物

の知識習得や保護に努めましょう 

 

 

 

 

 

 

市民農園や自然と触れ合える場所を適切に

利用するなど，自然体験の場を大切にしま

しょう 

 
自然観察会等へ積極的に

参加し，動植物の知識習

得や保護に努めましょう 

 

自然と触れ合える場所を

適切に利用するなど，自

然体験の場を大切にしま

しょう 

 
自然を活かした商品や観

光など，自然との触れ合

いを感じられる事業を積

極的に検討しましょう 
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指標と目標値 
 

基本方針２「生物多様性※の保全」に関連する指標及び目標を以下のとおり設定します。 
 

指標 目標年度・目標値 直近年度の実績値 

自然観察会等の実施回数 毎年度 12 回 

R3 

12 回 

藻場※・干潟の新規造成面積（R5 からの累計） R14 
28.3ha 

(年平均 2.8ha) 

22.8ha 

(H22 からの累計) 
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基本方針３ 地域環境の保全 
 

取組分野 

(1) 生活環境の保全 

(2) 有害化学物質等への対応 

(3) 緑化の推進 

(4) 環境美化の推進 
 

生活環境の保全に向け，日々の生活や事業活動に伴う環境負荷の低減に継続して取り組むと
ともに，大気，水質，土壌，騒音・振動などの監視や測定，アスベスト※やダイオキシン類※，
PCB※といった有害化学物質などへの適切な対応，緑化活動，環境美化を推進するための清掃
活動などに取り組み，地域環境の保全を進めます。 

 

取組分野(1) 生活環境の保全 
 

市⺠の生活環境を守るための基本となる大気環境・水環境・土壌環境の保全，騒音・振動，
悪臭への対策などについて，法令に基づく監視，測定，指導のほか，市⺠・事業者への情報提
供などを⾏います。 

 

  【主な取組内容】 

① 大気環境の保全 

② 自動車排出ガス対策 

③ 水環境の保全 

④ 土壌環境の保全 

⑤ 騒音・振動対策 
 

生活環境の保全に係る具体的な取組内容 

【市民】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ごみは勝手に焼却せず，

市のごみ出しルールに従

って処理しましょう 

 
河川や水路の汚濁の原

因となる，ごみや廃油

などを流さないように

しましょう 

 
静かな環境を守るため，

生活騒音（アイドリン

グ，楽器演奏，集会等）

にも配慮しましょう 
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【事業者】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【市】 

取組内容① 
・大気環境の保全に向けて，市内の大気汚染物質の調査とともに，野外焼却禁止の
周知や交通対策，工場・事業場への公害防止の指導といった，大気汚染物質や悪
臭の発生の抑制・防止などに取り組みます。 

取組内容② 
・自動⾞排気ガスの削減に向けて，公共交通機関の利用促進や環境に優しい電動 
⾞※等の普及に向けた取組を検討します。 

取組内容③ 

・海や河川の水質保全に向けて，家庭排水や事業所排水の適切な処理の推進と公共
下水道の整備などに取り組むとともに，定期的な水質調査による状況把握を継続しま
す。 

・水道水の継続的な安定供給に向けて，水源かん養※に関する普及活動に取り組みま
す。 

取組内容④ 
・土壌汚染対策法が適用される有害物質使用特定施設の届出や土地履歴の調査資
料等を保管・蓄積し，土壌環境に関する的確な情報の提供を⾏います。 

取組内容⑤ 
・良好な生活環境の保全に向けて，沿道騒音の調査とともに，道路交通騒音・振動対
策や工場・事業者への公害防止の指導などに取り組みます。 

 

 

  

 
大気汚染や水質汚濁，土壌汚染に関

する規制・基準を遵守し，原因物質

の排出を抑制しましょう 

 

 

騒音，振動，悪臭の発生源を把握

し，適切な施設管理を行い，発生

防止に努めましょう 
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取組分野(2) 有害化学物質等への対応 
 

市⺠の生活環境を守るための有害化学物質への対策などについて，法令に基づく監視，測定，
指導のほか，市⺠・事業者への情報提供などを⾏います。 

 

  【主な取組内容】 

① PCB※対策 

② アスベスト※対策 

③ PRTR※の実施 

④ ダイオキシン類※対策 

⑤ 環境ホルモン※対策 
 

有害化学物質等への対応に係る具体的な取組内容 

【市民】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【事業者】 

 

  

 

有害ごみは市のごみ出しルールに 

従って適切に処理しましょう 

 
人体や環境に有害な化学物質の適正な管理

を徹底し，環境影響の防止に努めましょう 

 

建築物の解体工事等に際し，アスベスト※飛
散防止策を適正に⾏いましょう 
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【市】 

取組内容① 
・法定期限内の処理に向け，市内事業所の PCB※廃棄物及び PCB※使用製品の掘り
起こし調査を実施し，状況の把握を⾏います。PCB※廃棄物等が確実かつ適正に処理
されるよう，所有者を指導し，その進捗管理を⾏います。 

取組内容② 

・市有施設の解体，改修工事時のアスベスト※の飛散を防止するため，全ての市有施設 
 を対象に実施した調査結果に基づき，アスベスト※除去などの適切な対策を講じます。 
・⺠間建築物の解体工事等に際し，アスベスト※の事前調査結果報告制度等の周知を 
図るとともに，アスベスト※飛散防止策が適正に⾏われるよう，事業者等へ指導・助言を
⾏います。 

取組内容③ 
・有害化学物質の使用状況及び排出・移動状況の把握に努めるとともに，環境調査を実 
施します。 

取組内容④ ・ごみ減量や野焼き対策を進め，ダイオキシン類※の発生抑制を図ります。 

取組内容⑤ 
・環境ホルモン※による内分泌かく乱作用やメカニズムは，⼗分に明らかにされていないた 
め，情報収集に努めます。 
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取組分野(3) 緑化の推進 
 

自然と調和した生活環境や景観づくりのため，市⺠，事業者等と協働でみどりの保全・創出を
推進するとともに，多様で豊かな動物・植物群の環境の維持・創出に取り組み，生きものも棲みよ
い，まちなかの自然生態系の構築を図ります。 

なお，緑化の推進によって，エコロジカルネットワーク※の形成と生物多様性※の向上，二酸化炭
素の吸収，ヒートアイランド※現象の緩和の効果も期待できます。 

 

  【主な取組内容】 

① 自治会等と協力したコミュニティ広場等の維持管理 

② 地域緑化活動の推進 
 

緑化の推進に係る具体的な取組内容 

【市民】 

 

 

 

 
 

 

【事業者】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

【市】 

取組内容① ・街区公園やコミュニティ広場の緑化の維持管理を自治会等と協⼒して実施します。 

取組内容② 
・工場⽴地法により緑化推進対象となっている工場を中心に，事業所の積極的なより質 
の高い緑地形成を推進します。 

 

・工場敷地内のより質の高い緑地形成を推進しましょう 
 

・敷地周辺へ緑地等の環境施設を配置しましょう。延 

焼など災害防止効果もあります 
 

・敷地周辺に低・中・高木を適切に配置し，工場等の 

圧迫感を緩和しましょう 
 

・周辺の工場緑地や地域の緑地と一体化した緑地を整備 

しましょう 

公園やコミュニ

ティ広場の緑化

の維持管理に努

めましょう 

 

工場内のヒートア

イランド※対策を

推進しましょう 

 

 

 

 

緑地を活用した休憩スペースを設置し

ましょう 

 

身近な環境の緑化に

積極的に取り組みま

しょう 
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取組分野(4) 環境美化の推進 
 

清潔で心地よい生活環境や景観を維持していくため，環境美化活動を市⺠，事業者と協⼒し
て進めます。 

 

  【主な取組内容】 

① 清掃活動の推進 

② 公衆衛生思想の普及 

 
環境美化の推進に係る具体的な取組内容 

【市民】  【事業者】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【市】 

取組内容① 

・地域の美化活動に関する情報を収集し，積極的に発信します。 
・地域清掃やボランティア清掃などの実施について，各企業や市⺠団体等との協⼒関係を 
継続して維持するとともに，各まちづくり委員会・協議会を中心に，協働により地域特性 
に合った環境美化の取組を実施します。 

取組内容② 
・呉市公衆衛生大会にて環境衛生美化活動の表彰を⾏い，環境美化活動の普及拡大 
やモチベーション向上を図ります。 

 

 

  

 

街中や海岸の清掃活動，蚊やハエ，ダ

ニやネズミの発生抑制などの公衆衛生

活動に参加しましょう 

 

 

 

 

 
 

緑地を活用した環境美化活動などで地

域貢献活動を実施しましょう 
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指標と目標値 
 

基本方針３「地域環境の保全」に関する指標及び目標を以下のとおり設定します。 
 

指標 目標年度・目標値 直近年度の実績値 

環
境
基
準
達
成
率 

大
気 

二酸化窒素 

R14 

100％  

R3 

100％(5 局 /5 局) 

浮遊粒子状物質 100％  100％(5 局 /5 局) 

二酸化硫黄 100％  100％(4 局 /4 局) 

一酸化炭素 100％  100％(1 局 /1 局) 

水
質 

河
川 

健康項目 100％  100％(3 地点 /3 地点) 

BOD※ 100％  80％(4 地点/5 地点) 

海
域 

健康項目 100％  100％(9 地点 /9 地点) 

COD※ 100％   70％(7 地点/10 地点) 

全窒素 100％  100％(4 地点/4 地点) 

全燐 100％  100％(4 地点/4 地点) 

地下水(健康項目) 100％  100％(3 地点/3 地点) 

騒
音 

面的評価 達成率向上を図る 97.9％(27 ｾﾝｻｽ) 

点的評価(一般地域) 100％  100％(18 地点/18 地点) 

点的評価(道路に面する地域) 達成率向上を図る 94.4％(34 地点/36 地点) 

有
害
化
学
物
質 

ﾍﾞﾝｾﾞﾝ  (大気) 100％  100％(2 地点/2 地点) 

ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (大気) 100％  100％(2 地点/2 地点) 

ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(大気) 100％  100％(2 地点/2 地点) 

ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ (大気) 100％  100％(2 地点/2 地点) 

ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類※ (大気) 100％  100％(4 地点/4 地点) 

ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類※(公共用水域 水質) 100％  100％(6 地点/6 地点) 

ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類※(公共用水域 底質) 100％  100％(2 地点/2 地点) 

ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類※(土壌) 100％  100％(4 地点/4 地点) 

市民一人当たり公園面積 －注） R3 年度の 10.84m 2/人を維持 10.84m2/人 

市面積に占める公園面積の割合 －注） R3 年度の 0.7％を維持  0.7％ 

都市計画区域内人口一人当たり都市公園等面積  －注） R3 年度の 10.39m2を維持 10.39m2 

市民団体等による公園管理率 －注） R3 年度の 82.7％を維持 82.7％ 

注）目標年度を定めずに，本基本計画の計画期間中，毎年度維持状況を確認します。  
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基本方針４ 循環型社会※の構築 
 

取組分野 

(1) ごみの減量（４Ｒ※の推進） 

(2) 廃棄物の適正処理 
 

資源の再利用や再生利用を活性化し，循環型社会※の構築を目指すため，ごみの発生・排出
抑制やごみの適正分別の徹底を推進します。 

 
               

図 3-2 ４Ｒ※の仕組み 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

取組分野(1) ごみの減量（４Ｒ※の推進） 
 

天然資源の消費を低減し，資源の循環的な利用を促進するため，市⺠・事業者等と一体
となって，ごみの減量化を継続して進め，発生の抑制やリサイクルの推進，食品ロス※の削減
などに取り組みます。 

今後，市⺠や事業者が分別・資源化に取り組みやすい仕組みづくりや新たな資源化⼿法の
導入を更に進めていきます。 

 

  【主な取組内容】 

① 一般廃棄物ごみ減量化事業 

② 食品ロス※の削減 

③ プラスチックごみの削減 

④ 産業廃棄物の排出抑制 
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ごみの減量（４Ｒ※の推進）に係る具体的な取組内容 

【市民】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
容器包装の少ない商品の

選択，マイバッグやマイ

箸などの使用により，使

い捨てプラスチック等の

ごみを減らしましょう 

 

食品ロス※を減らすた

め，買いすぎの抑制や，

使い切り・食べきりを心

掛けましょう 

着なくなった衣料品など

は，リユースショップや

フリーマーケットを活用

して再利用しましょう 

 
環境ラベルが付いた商品

やリサイクル製品など，

環境配慮型の商品を積極

的に選択しましょう 
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【事業者】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【市】 

取組内容① 

・ごみの発生抑制やリサイクル等の４R※についてより一層の普及啓発に取り組み，資源集 
団回収などを継続して実施します。 

・再利用の促進として，地域で⾏われるリサイクルマーケットの開催を⽀援するとともに，市 
内のリサイクル拠点の情報発信や地域の資源ごみ回収団体への助成などを⾏います。 

・「ごみ分別マニュアル」や市ホームページ等を活用し，分別・収集方法を周知・徹底すると 
ともに，市⺠等がより分別しやすい仕組みを検討します。 

・宅配便を活用した⼩型家電の回収を継続して実施します。 

取組内容② ・家庭系食品ロス※及び事業系食品ロス※の削減に向けた取組の普及啓発を実施します。 

取組内容③ 

・プラスチック資源回収量の拡大を図るため，プラスチック製品の製造・販売・提供を⾏う事 
業者による自主回収・再資源化を促進します。 

・プラスチック製容器包装以外のプラスチック類廃棄物を再商品化するための仕組みを検討
します。 

・指定袋のような削減困難なプラスチックごみについては，化⽯燃料由来のプラスチックに替
えてバイオマスプラスチックを一部使用することで，カーボンニュートラルに寄与します。 

取組内容④ 
・公共工事に係る廃棄物の再資源化や環境配慮型の商品の普及・促進に努めます。 
・多量排出事業者に対し，廃棄物の減量や処理に関する計画書及び処理実績を提出さ 
せ，ホームページで公表することで，産業廃棄物の排出抑制を図ります。 

  

 

 
 

製品の長寿命化，再使用

容器への転換，簡易包装

やペーパレス化等を推進

し，ごみの発生抑制に 

取り組みましょう 

 
事業所内のごみの分別・

収集方法の周知・徹底を

行いましょう 

 
エコマーク，再生紙使用

マーク等がついたリサイ

クル商品など，環境負荷

・販売に努めましょう 

 

 
 

消費者に無償で提供する

特定プラスチック使用製

品※について，製品の工

夫等により提供量の削減

に努めましょう 

フードバンク※や店内で

の啓発による食品ロス※

削減に取り組みましょう 

 

 

 

 

施設の新増設時等は，リ

サイクルを意識し，廃棄

物の排出抑制に取り組み

ましょう 
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取組分野(2) 廃棄物の適正処理 
 

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（昭和 45 年法律第 137 号）等により，廃棄物の運
搬や処分に関して種々の基準が定められており，廃棄物を運搬，処理する者（排出事業者，廃
棄物処理業者等）はこの基準を守る必要があります。 

ごみの適正処理について市⺠・事業者に啓発し，ごみの不法投棄等の対策を実施します。あわ
せて，監視カメラの設置やパトロールなどにより，不法投棄や不法焼却の防止を図ります。 

また，廃棄物を適正，安定的・効率的に処理するため，一般廃棄物処理施設の整備を進めま
す。 

 

  【主な取組内容】 

① 安定的な廃棄物の処理 

② 事業ごみの適正処理 

③ 海洋ごみ対策 

④ 不法投棄・ポイ捨て及び野焼き対策 
 

廃棄物の適正処理に係る具体的な取組内容 

【市民】  【事業者】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【市】 

取組内容① 
・一般廃棄物やし尿の処理施設を適正に配置し，安定的に運営するとともに，処理困難 
物や災害廃棄物の確実で円滑な処理を⾏います。 

取組内容② 
・事業ごみの適正処理について，パンフレットの作成・配布等により周知徹底するとと 
もに，排出事業者や処理業者への⽴入や監視・指導を積極的に実施します。 

取組内容③ 

・海洋ごみ削減の広報，普及啓発に取り組みます。 
・プラスチックごみの新たな流出がゼロになる仕組みの構築に向けた取組を進めます。 
・水路や河川周辺で特にごみの発生量が多い箇所を重点的に巡視する等により，プラス 
チック等の海洋への流出を減らします。 

取組内容④ 
・監視カメラやパトロール等により不法投棄防止に努め，実際に投棄があった場合には警 
察と連携して対応するとともに，廃棄物の野外焼却原則禁止についてチラシや回覧等で
周知徹底し，悪質な場合は厳正に対処します。 

 

 

 

ごみは市のごみ出しルールに従って適

切に処理し，ポイ捨てや不法投棄，野

焼きは行わないようにしましょう 

 
産業廃棄物と事業系一般廃棄物の適正

な分別，必要に応じてマニフェスト等

を活用し，適正な処理を行いましょう 



 

58 

指標と目標値 

基本方針４「循環型社会※の構築」に関連する指標及び目標を以下のとおり設定します。 
 

指標 目標年度・目標値 直近年度の実績値 

ごみ総排出量 

R13 

63,745t 注）1 

R3 

 

 

 

74,444t 

一人 1 日あたりのごみ排出量 925g/人·日注）1 951 g/人·日 

一般廃棄物のリサイクル率 15.0％注）1 14.4％ 

一般廃棄物の最終処分量 5,865t 注）1 7,505t 

最終処分率 9.2％注）1 10.1％ 

生活排水処理率 93.0％注）1 90.7％ 

指定ごみ袋のバイオマス配合率 25％ 0％ 

不法投棄物回収量 － －注）2. 0.16t 

野焼き苦情件数 － －注）2 
23 件 

（H28 比 83 件減） 

電子マニフェスト※加入率 R14 70％  47％ 

注）1 「呉市一般廃棄物処理基本計画」における目標年度，目標値と同値です。  

2 目標年度，目標値の設定は行わず，状態監視を目的に毎年度状況を把握します。 
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基本方針５ 持続可能な社会の基盤づくり 
 

取組分野 

(1) 環境教育・学習の推進 

(2) 環境情報の提供 

(3) 市民協働による取組 

(4) 環境産業※の振興 
 

本市が目指す環境の将来像「豊かな環境を次の世代につなぐまち」を実現するためには，市だけ
ではなく，多様な主体が協働して取組を進めることが必要不可⽋です。 

環境問題に自主的に取り組む市⺠や事業者を増やすため，市のホームページや公式 SNS 等を
活用し，迅速で新鮮な情報の提供・共有を推進します。また，環境ボランティア団体と連携した環
境保全活動や，環境産業※に取り組む事業者の⽀援を通じて，市⺠・事業者・市がともに環境課
題に取り組むまちづくりを⾏います。 

 

取組分野(1) 環境教育・学習の推進 
 

呉市の豊かな環境の現状や特徴を多くの⼈に伝えるため，幅広い世代を対象とした講座等を開
催し，身近な環境を学べる機会を提供します。 

 

  【主な取組内容】 

① 出前環境講座の開催 

② 学校教育での取組 

③ 環境保全の啓発 

④ 他団体主催イベントでの体験学習の開催 
 

環境教育・学習の推進に係る具体的な取組内容 

【市民】  【事業者】 

 

 

 

 

 

 

 

 

【市】 

取組内容① 
・次世代を担う⼩中高校生を対象とした出前環境講座や⾒学会等を開催し，身近な環 
境を学べる機会を提供します。 

取組内容② 
・学校の各教科や「総合的な学習の時間」で，環境をテーマとした学習に取り組みます。 
・有識者と連携し，呉市の身近な環境について学ぶことができる教材を作成し，市内の学 
校へ提供します。 

取組内容③ 
取組内容④ 

・市⺠や事業者それぞれの環境意識の醸成・高揚に向けて，イベントを通じた体験学習や 
パネル展の開催等により，幅広い世代や業種を対象とした環境学習を推進します。 

 

 
出前環境講座や授業，見学会等を通じ

て環境への理解を深め，家族や友人等

と共有しましょう 

 

 

 

 

 

 

緑地を活用した環境学習会などで地域貢

献活動を実施しましょう 
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取組分野(2) 環境情報の提供 
 

市のホームページや公式 SNS 等を通じ，発信の頻度と情報の新鮮さを向上した情報提供に取
り組みます。 

 

  【主な取組内容】 

① 正確な情報の提供・共有 

② 環境関連行事の開催 

③ ホームページ等の活用 

 
環境情報の提供に係る具体的な取組内容 

【市民】  【事業者】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【市】 

取組内容① 
・化学物質やその他環境リスクに対する不安へ適切に対応するため，これらの正確な情報 
を公開し，市⺠・事業者・市の共有と相互の意思疎通を図っていきます。 

取組内容② 
・環境関連団体と連携して⾏事を開催し，市⺠等へのより充実した情報提供や団体の活 
動状況の公表を⾏います。 

取組内容③ 
・環境部ホームページの掲載内容の充実を図るとともに，市の公式 SNS の活用等，市⺠
がアクセスしやすい情報の提供方法を検討します。 

 

 

 

 

 
 

  

 

呉市の環境情報へのアクセスや関連行事

への参加を積極的に行い，従業員同士や

他の事業所等と情報を共有しましょう 

 

呉市の環境情報へのアクセスや関連行事

への参加を積極的に行い，家族や友人

等と情報を共有しましょう 
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取組分野(3) 市民協働による取組 
 

持続可能な社会の基盤づくりのため，市⺠，地域関係団体，ボランティア団体，事業者等，
お互いの特性と⽴場を理解したうえで，それぞれの活動情報を収集し，情報をわかりやすく発信す
るとともに，活動の実施協⼒及び⽀援の取組を進めます。 

 

  【主な取組内容】 

① ボランティア活動団体との連携 

② 地域リーダーの養成 

 
市民協働による取組に係る具体的な取組内容 

【市民】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【事業者】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【市】 

取組内容① 
・環境ボランティア団体と連携するとともに，団体相互の情報交換や交流等を促進すること 
により，環境保全活動の実施や⽀援を⾏っていきます。 

取組内容② 

・環境美化に関して，リサイクル推進員を中心に，自治会等と協働により実施するととも 
に，ごみステーションでの早朝啓発活動や分別の促進，収集サービスの向上のための意 
⾒聴取などを⾏っていきます。 

・協働による環境保全活動の拡大に向けて，市⺠・事業者・市の交流の場を設けるととも 
に，地域における活動情報の共有や，協働した活動の実施協⼒及び⽀援を⾏います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境イベントなどを定期

的に開催し，地域住民に

敷地の開放や施設内を公

開しましょう 

 
他主体との交流を通し，意見交換や 

連携に取り組みましょう 

 
ボランティア団体や地域リーダーを中

心に，地域の環境保全活動等を積極的

に主催，参加・協力しましょう 

 

 

 

 

 

 

 

 

ボランティア団体や自治

会等と連携し，地域の

環境保全活動等を積極

的に主催，参加・協力

しましょう 

 

 

 

 

 

 

環境活動の場を提供す

るなど，地域と連携し

た環境づくりに協力し

ましょう 
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取組分野(4) 環境産業※の振興 
 

環境に関する企業の振興，事業者の自主的な廃棄物抑制や，環境負荷低減の取組を促進
するため，国や県等と連携して環境マネジメントシステム※の導入についての情報発信などに取り組
みます。また市内で活動する事業者の優良事例についての情報を発信します。 

 

  【主な取組内容】 

① 既設団体・施設等の活用による環境産業※の起業促進 

② 優良事例の情報発信 

 
環境産業※の振興に係る具体的な取組内容 

【事業者】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【市】 

取組内容① 

・国や県等と連携し，環境に関する企業の振興，協議会の開催などの⽀援，情報発信 
などを⾏います。 

・公益財団法⼈くれ産業振興センターやインキュベーション施設※などの活用により，環境 
産業の起業を促進します。 

取組内容② 
・優良産廃処理業者認定制度にて認定された廃棄物処理業者や，環境に係る先進的 
な取組を⾏っている事業者について，環境白書等により優良事例の情報発信を⾏いま 
す。 

 

  

 

環境に関する事業や取組について，積

極的に検討しましょう 
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指標と目標値 

基本方針５「持続可能な社会の基盤づくり」に関連する指標及び目標を以下のとおり設定します。 
 

指標 目標年度・目標値 直近年度の取組状況 

出前環境講座に参加した市民の人数 

－注）1 

H29 年度の 540 人を維持注）2 R3 56 人 

くれエコフェスタへの参加人数 7,000 人  R 元 約 6,000 人注）3 

呉市の総人口に占める 

リサイクル推進員の割合 
R3 年度の 0.9％を維持  

R3 

0.9％ 

（1,906 人） 

呉市の総人口に占める 

公衆衛生推進委員の割合 
R3 年度の 0.8％を維持  

0.8％ 

（1,693 人） 

環境関連ボランティア団体登録数 － －注）4 17 団体 

環境部ホームページアクセス数 R14 30,000 件/年  24,155 件/年 

注）1 目標年度を定めずに，本基本計画の計画期間中，毎年度維持状況，達成状況を確認します。 

  2 平成 30 年 7 月豪雨災害及び新型コロナウイルス感染症の影響を受けていない平成 29 年度の実績を目標 

値としています。 

  3 令和 2 年度及び令和 3年度は，新型コロナウイルス感染症の影響により開催を中止しました。 

  4 目標年度，目標数値を定めずに，毎年度，団体登録数の状況把握を行います。 
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第４章 呉市地球温暖化対策実行計画（区域施策編） 
 

１ 計画の基本的事項 
 

 対象とする温室効果ガス※ 

区域施策編で対象とする温室効果ガス※は，温対法で削減対象としている 7 物質（CO2︓⼆酸
化炭素，CH4︓メタン，N2O︓⼀酸化⼆窒素，HFCs︓ハイドロフルオロカーボン※類，PFCs︓パー
フルオロカーボン※類，SF6︓六フッ化硫⻩※，NF3︓三フッ化窒素※）のうち，⼆酸化炭素，メタン，
⼀酸化⼆窒素，ハイドロフルオロカーボン※類の４種類を対象とします。 

なお，呉市においては，特定事業者からのパーフルオロカーボン※類，六フッ化硫⻩※及び三フッ化
窒素※の排出は報告されておらず，市域からの排出量はごく微量であると考えられるため，対象外とし
ます。 
 

表 4-1 温室効果ガス※の種類と主な発生源 

温室効果ガス※ 主な発生源 
本計画の 

対象 

二酸化炭素 

（CO2） 

エネルギー 

起源 

石炭，石油，天然ガスなどの化石燃料の燃

焼，電気の使用（火力発電所によるもの）等 
〇 

非エネルギー 

起源 

廃棄物の焼却処理，セメントや石灰石製造

等の工業プロセス等 
〇 

メタン（CH4） 
稲作，家畜の腸内発酵，廃棄物の焼却処理，

排水処理，自動車の走行等 
〇 

一酸化二窒素（N2O） 
化石燃料の燃焼，化学肥料の施用，排水処

理，自動車の走行等 
〇 

ハイドロフルオロ 

カーボン※類（HFCs） 

冷凍空気調和機器・プラスチック・噴霧器・

半導体素子等の製造，溶剤としての HFCs の

使用，クロロジフルオロメタン又は HFCs の

製造 

〇 

パーフルオロ 

カーボン※類（PFCs） 

アルミニウムの製造，半導体素子等の製造，

溶剤等としての PFCs の使用，PFCs の製造 
 

六フッ化硫黄※（SF6） 

マグネシウム合金の鋳造，電気機械器具や

半導体素子等の製造，変圧器・開閉器・遮断

機その他の電気機械器具の使用・点検・排

出，SF6の製造 

 

三フッ化窒素※（NF3） 半導体素子等の製造，NF3の製造  
 

 

 対象範囲 

区域施策編の対象地域は，市全域（市域）とします。 
市域の市⺠や事業者とともに，市内に通勤・通学する⼈々や法⼈，その他の団体が呉市において

⾏う活動が対象となります。  
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２ 呉市の温室効果ガス※排出状況 

 市域における温室効果ガス※排出量の現状の詳細推計 

 温室効果ガス※排出量 

呉市地球温暖化対策実⾏計画（計画期間︓平成 30（2018）〜令和 4（2022）年度）で
は，令和 12（2030）年度の温室効果ガス※排出量を，基準年度である平成 25（2013）年度
⽐で約 26％削減することを目標としており，平成 25〜令和元年度における温室効果ガス※実質排
出量は 4,751〜5,102 千 t-CO2 で，令和元年度（4,760 千 t-CO2）は平成 25 年度（5,102
千 t-CO2）から 6.7％減少しています。 

温室効果ガス※種構成としては，直近の令和元年度でみると，エネルギー起源の⼆酸化炭素
（CO2）が約 99％と⼤部分を占めています。 
 

図 4-1 温室効果ガス※実質排出量及び森林吸収量の経年推移 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）1 端数処理のため，合計や比率（％）が一致しない場合があります。 

2 令和元年度の呉市の温室効果ガス※排出量の暫定値です。なお，令和元年度の温室効果ガス※排出量

は，国のエネルギー消費統計の暫定値を基に算出した値を含むため，今後エネルギー消費統計が確

定値に更新された場合などに，差異が生じる可能性があります。 
 

 

図 4-2 令和元年度における温室効果ガス※総排出量のガス種構成 

 

 

 

 

 

注）1 端数処理のため，合計や比率（％）が一致し

ない場合があります。 

2 HFC は，構成割合が極めて小さいため，0.0％と

表記しています。 

 
 

 

■区域施策編での温室効果ガス※排出量の算出は，基準年度である平成 25 年度以降，直近年度の令和元年度ま

での排出量を，「地方公共団体実行計画（区域施策編）策定・実施マニュアル（令和 4年 3月）」における算

定方法により見直しを行っています。  

温
室
効
果
ガ
ス
排
出
量
・
吸
収
量
（
千
ｔ-

） 

エネルギー起源CO₂

98.9%

非エネルギー起源CO₂

1.0%

CH₄

0.05%

N₂O

0.1% HFC
0.0%
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部門別二酸化炭素排出量 

温室効果ガス※排出量の⼤部分を占める⼆酸化炭素排出量の経年推移は 4,780〜5,114 千 t-
CO2 で，令和元年度（4,782 千 t-CO2）は平成 25 年度（5,114 千 t-CO2）から約 6.5％減
少しています。 

令和元年度の部門・分野別構成は，産業部門からの排出量が全体の約 76％を占めており，その
ほかは，運輸部門が約 9％，業務その他部門が約 8％，家庭部門が約 6％，廃棄物分野が約
1％となっています。 
 

図 4-3 部門・分野別 CO2排出量の経年推移 

 
 

注）1 端数処理のため，合計や比率（％）が一致しない場合があります。 

2 令和元年度の呉市の温室効果ガス※排出量の暫定値です。なお，令和元年度の温室効果ガス※排出量

は，国のエネルギー消費統計の暫定値を基に算出した値を含むため，今後エネルギー消費統計が確

定値に更新された場合などに，差異が生じる可能性があります。 
 

 

表 4-2 部門・分野別 CO2排出量の経年推移 

 CO2排出量（千 t-CO2） 

H25 H26 H27 H28 H29 H30 R 元 

 増減率 

(H25 比) 

産業部門 3,689 3,550 3,446 3,464 3,691 3,638 3,629 ▲ 1.6% 

家庭部門 470 447 409 396 391 380 309 ▲34.3% 

業務その他部門 523 486 474 413 407 396 369 ▲29.5% 

運輸部門 389 381 454 460 455 440 430 10.3% 

廃棄物分野 43 46 36 47 54 45 46  6.8% 

合計 5,114 4,909 4,820 4,780 4,999 4,899 4,782 ▲ 6.5% 

注）1 端数処理のため，合計や比率（％）が一致しない場合があります。 

2 令和元年度の呉市の温室効果ガス※排出量の暫定値です。なお，令和元年度の温室効果ガス※排出量

は，国のエネルギー消費統計の暫定値を基に算出した値を含むため，今後エネルギー消費統計が確

定値に更新された場合などに，差異が生じる可能性があります。 

  

排
出
量
（
千
t-

） 
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温室効果ガス※排出量の要因分析 

 産業部門 

産業部門の⼆酸化炭素排出量は 3,446〜3,691 千 t-CO2 で，平成 25 年度から平成 27 年
度にかけて緩やかに減少したのち，平成 28 年度以降は増加傾向で推移しており，令和元年度
（3,629 千 t-CO2）は平成 25 年度（3,689 千 t-CO2）から約 1.6％減少しています。 

エネルギー種構成としては「⽯炭」が最も多く占めるものの，その構成⽐は徐々に減少し，「都市ガス」
の使⽤に伴う⼆酸化炭素排出量が年々増加している傾向にあります。 
 

■産業部門：製造業・建設業・鉱業・農林水産業における工場・事業場のエネルギー消費に伴い発生する二

酸化炭素（CO2） 

 

図 4-4 産業部門におけるエネルギー種別 CO2排出量の経年推移 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）1 端数処理のため，合計や比率（％）が一致しない場合があります。 

2 令和元年度の呉市の温室効果ガス※排出量の暫定値です。なお，令和元年度の温室効果ガス※ 

排出量は，国のエネルギー消費統計の暫定値を基に算出した値を含むため，今後エネルギー消費統 

計が確定値に更新された場合などに，差異が生じる可能性があります。 

 

表 4-3 産業部門におけるエネルギー種別 CO2排出量の経年推移 

 

CO2排出量（千 t-CO2） 

H25 H26 H27 H28 H29 H30 

R 元 

 
増減率 

(H25 比) 
石炭 2,067 1,965 1,901 1,903 1,972 1,763 1,833 ▲11.3% 

石炭製品 591 593 568 600 671 760 724 22.5% 

原油 0.013 0.025 0.012 0.001 0.001 0.001 0.001 ▲93.3% 

軽質油製品 29 24 25 25 27 23 21 ▲26.8% 

重質油製品 184 187 189 153 153 121 126 ▲31.7% 

石油ガス 17 15 16 16 18 18 15 ▲ 9.5% 

天然ガス 6 6 1 6 4 7 9 60.1% 

都市ガス 55 54 72 105 163 298 275 395.0% 

電力 740 706 674 657 683 649 625 ▲15.5% 

合計 3,689 3,550 3,446 3,464 3,691 3,638 3,629 ▲ 1.6% 

注）1 端数処理のため，合計や比率（％）が一致しない場合があります。 

2 令和元年度の呉市の温室効果ガス※排出量の暫定値です。なお，令和元年度の温室効果ガス※ 

排出量は，国のエネルギー消費統計の暫定値を基に算出した値を含むため，今後エネルギー消費統 

計が確定値に更新された場合などに，差異が生じる可能性があります。 
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 家庭部門 

家庭部門の⼆酸化炭素排出量は 309〜470 千 t-CO2 で，年々減少しており，令和元年度
（309 千 tCO2）は平成 25 年度（470 千 t-CO2）から約 34.3％減少しています。 

エネルギー種構成としては，「電⼒」が最も多くの割合を占めており，令和元年度においては 249 千
t-CO2 と，排出量の 8 割以上を占めています。  
 

■家庭部門：家庭におけるエネルギー消費に伴い発生する二酸化炭素（CO2） 

 

図 4-5 家庭部門におけるエネルギー種別 CO2排出量の経年推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）1 端数処理のため，合計や比率（％）が一致しない場合があります。 

2 令和元年度の呉市の温室効果ガス※排出量の暫定値です。なお，令和元年度の温室効果ガス※ 

排出量は，国のエネルギー消費統計の暫定値を基に算出した値を含むため，今後エネルギー消費統 

計が確定値に更新された場合などに，差異が生じる可能性があります。 

 

 

■平成 30 年度から令和元年度にかけての大きな減少は，電力排出係数※の改善による削減，記録的

な暖冬による 1 世帯あたりのエネルギー使用量の削減などが主な要因と考えられます（1 世帯あ

たり約 14％削減）。 

 

表 4-4 家庭部門におけるエネルギー種別 CO2排出量の経年推移 

 CO2排出量（千 t-CO2） 

H25 H26 H27 H28 H29 H30 

R 元 

 増減率 

(H25 比) 

軽質油製品 28 38 19 18 22 23 16 ▲41.1% 

石油ガス 30 29 29 25 22 23 22 ▲26.8% 

都市ガス 24 24 23 23 23 22 21 ▲12.5% 

電力 388 356 338 331 324 312 249 ▲35.8% 

合計 470 447 409 396 391 380 309 ▲34.3% 

注）1 端数処理のため，合計や比率（％）が一致しない場合があります。 

2 令和元年度の呉市の温室効果ガス※排出量の暫定値です。なお，令和元年度の温室効果ガス※ 

排出量は，国のエネルギー消費統計の暫定値を基に算出した値を含むため，今後エネルギー消費統 

計が確定値に更新された場合などに，差異が生じる可能性があります。  
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 業務その他部門 

業務その他部門の⼆酸化炭素排出量は 369〜523 千 t-CO2 で，年々減少しており，令和元年
度（369 千 t-CO2）は平成 25 年度（523 千 t-CO2）から約 29.5％減少しています。 

エネルギー種構成としては，家庭部門と同様，「電⼒」が最も多くの割合を占めており，令和元年
度においては 283 千 t-CO2 と，排出量の 8 割弱を占めています。 
 

■業務その他部門：事業所・ビル・商業・サービス業施設のエネルギー消費に伴い発生する二酸化炭素（CO2） 

 

図 4-6 業務その他部門におけるエネルギー種別 CO2排出量の経年推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）1 端数処理のため，合計や比率（％）が一致しない場合があります。 

2 令和元年度の呉市の温室効果ガス※排出量の暫定値です。なお，令和元年度の温室効果ガス※ 

排出量は，国のエネルギー消費統計の暫定値を基に算出した値を含むため，今後エネルギー消費統 

計が確定値に更新された場合などに，差異が生じる可能性があります。 

 

■平成 27 年度から平成 28 年度にかけての大きな減少は，省エネルギー機器・設備の普及により，

エネルギー使用量が大きく削減されたことが主な要因と考えられます。 

 

表 4-5 業務その他部門におけるエネルギー種別 CO2排出量の経年推移 

 

CO2排出量（千 t-CO2） 

H25 H26 H27 H28 H29 H30 R 元 

 
増減率 

(H25 比 ) 

石炭 47 45 23 2 5 7 3 ▲92.6% 

石炭製品 2 2 3 1 2 23 19 1152.9% 

原油 0.000 0.000 0.000 0.000 0.080 0.001 0.002 － 

軽質油製品 21 22 25 23 20 19 18 ▲13.9% 

重質油製品 26 22 18 19 17 20 18 ▲31.0% 

石油ガス 11 12 7 6 5 8 5 ▲53.8% 

天然ガス 15 14 7 1 4 4 3 ▲76.6% 

都市ガス 21 20 19 19 19 18 18 ▲13.5% 

電力 381 350 373 344 336 297 283 ▲25.6% 

合計 523 486 474 413 407 396 369 ▲29.5% 
注）1 端数処理のため，合計や比率（％）が一致しない場合があります。 

2 令和元年度の呉市の温室効果ガス※排出量の暫定値です。なお，令和元年度の温室効果ガス※ 

排出量は，国のエネルギー消費統計の暫定値を基に算出した値を含むため，今後エネルギー消費統 

計が確定値に更新された場合などに，差異が生じる可能性があります。  
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 運輸部門 

運輸部門の⼆酸化炭素排出量は 381〜460 千 t-CO2 で，平成 27 年度に⾃動⾞からの排出
量が増加したのち，緩やかな減少傾向で推移しており，令和元年度（430 千 t-CO2）は平成 25
年度（389 千 t-CO2）から約 10.3％増加しています。 

輸送機関別の構成⽐としては，⾃動⾞からの排出量が最も多く，令和元年度においては 327 千
t-CO2 と，運輸部門全体排出量の 8 割弱を占めています。 

 

■運輸部門：自動車・鉄道・船舶・鉄道・航空におけるエネルギー消費に伴い発生する二酸化炭素（CO2） 

 

図 4-7 運輸部門における車種別 CO2排出量の経年推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）端数処理のため，合計が一致しない場合があります。 

 

■自動車による CO2 排出量が，平成 26 年度から平成 27 年度にかけて大きく増加した要因として，

環境省の推計データより，1 回のドライブあたりの走行距離が約 3km 増加したことなどが考えら

れます。 

 

表 4-6 運輸部門における車種別 CO2排出量の経年推移 

 CO2排出量（千 t-CO2） 

H25 H26 H27 H28 H29 H30 R 元 

 増減率 

(H25 比) 

自動車 273 268 346 342 338 333 327 19.6% 

鉄道 18 17 17 17 17 15 14 ▲19.5% 

船舶 98 96 91 101 101 92 88 ▲10.1% 

合計 389 381 454 460 455 440 430 10.3% 

注）端数処理のため，合計が一致しない場合があります。 

  

 

CO2
排
出
量
（
千
t-

CO2
） 



 

71 

 廃棄物分野（焼却・一般廃棄物） 

廃棄物分野の⼆酸化炭素排出量のうち，⼀般廃棄物の焼却に伴う⼆酸化炭素排出量は 32〜
43 千 t-CO2 で増減を繰り返しながら推移しており，令和元年度（36 千 t-CO2）は平成 25 年度
（37 千 t-CO2）から約 2.7％減少しています。 

起源別構成としては，廃プラスチック類からの排出量が最も多くの割合を占めており，令和元年度に
おいては 31 千 t-CO2 と，排出量の 9 割弱を占めています。 

 

■廃棄物分野：廃棄物の焼却や廃棄物燃料の使用に伴い発生する二酸化炭素（CO2） 

 

図 4-8 廃棄物分野（焼却・一般廃棄物）における起源別 CO2排出量 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）1 図中の CO2排出量は，廃棄物分野の CO2排出量のうち，一般廃棄物の焼却に伴うものを示します。 

2 端数処理のため，合計が一致しない場合があります。 

 

 

■廃プラスチック類の平成 29 年度排出量が比較的多いのは，一般廃棄物中のプラスチック割合が

他の年度よりも高かったことが主な要因と考えられます（平成 29 年度：約 29％，他年度：約 20

～25％）。 

 

 

表 4-7 廃棄物分野（焼却・一般廃棄物）における起源別 CO2排出量 

 CO2排出量（千 t-CO2） 

H25 H26 H27 H28 H29 H30 R 元 

 増減率 

(H25 比) 

廃プラスチック類 32 32 27 30 38 31 31 ▲3.8% 

合成繊維 4 5 5 4 4 5 5 4.7% 

合計 37 36 30 34 43 35 36 ▲2.7% 
注）1 表中の CO2排出量は，廃棄物分野の CO2排出量のうち，一般廃棄物の焼却に伴うものを示します。 

2 端数処理のため，合計が一致しない場合があります。 

 

 

CO2
排
出
量
（
千
t-

CO2
） 
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３ 温室効果ガス※の排出削減目標 

国は，令和 3（2021）年の「地球温暖化対策計画」において，令和 12（2030）年度に温室
効果ガス※排出量を基準年度（平成 25 年度）から 46％削減し，2050 年にカーボンニュートラル※

の実現を目指すとしています。 
本市においても，国の目標に準じて，令和 12 年度に温室効果ガス※排出量を基準年度（平成

25 年度）から 46％削減し，令和 32（2050）年度に温室効果ガス※排出量を実質ゼロとする脱
炭素社会の実現を目指します。 

 
図 4-9 温室効果ガス※実質排出量の削減目標 

 

 

 

 

■ 削減目標の設定にあたっては，省エネルギー対策や再生可能エネルギー※の導入等による温室効果ガス※の

排出削減見込量を推計しています（推計結果は資料編（資料５）に掲載しています）。 
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令和１２（２０３０）年度における温室効果ガス※排出量を 

平成２５（２０１３）年度比で４６％削減 

 

令和３２（２０５０）年度における温室効果ガス※排出量を実質ゼロ 

（
千
t-

CO2
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４ 温室効果ガス※排出削減等に関する対策・施策 

本項は上位計画である「第 3 次呉市環境基本計画」の基本⽅針１「気候変動への対応」に相当
します。 

「気候変動」の起因とされる地球温暖化の原因となっている温室効果ガス※排出量を抑制するため，
緩和策として省エネルギー対策や再⽣可能エネルギー※の導⼊のほか，多様な⼿法による地球温暖
化対策を推進するとともに，適応策として気候変動の影響による被害を回避・低減する取組を実施し
ていきます。 

また，温室効果ガス※排出削減等に向けて，市⺠・事業者・市がそれぞれの役割を認識した上で，
呉市⼀丸・オール呉で主体的に対策や施策に取り組むことを基本とします。 

 

基本方針１ 気候変動への対応 

緩 

和 

策 

取組分野（1） 省エネルギー対策の推進 

【主な取組内容】 

① 省エネルギー行動の実践 

② 省エネルギー機器の導入 

③ 建物の省エネルギー化 

④ 電動車※の普及促進 

⑤ スマートムーブ※の推進 

取組分野（2） 再生可能エネルギー※の導入促進 

【主な取組内容】 

① 太陽光発電の普及促進及び啓発 

② 一般廃棄物焼却熱の有効利用 

③ 次世代エネルギー・炭素資源等の利活用 

④ 環境に配慮した電力調達の推進 

取組分野（3） 多様な手法による地球温暖化対策の推進 

【主な取組内容】 

① 脱炭素な都市・地域づくりの推進 

② 廃棄物の減量による対策 

③ 森林・藻場※等による吸収源対策 

④ フロン類※対策 

適

応

策 

取組分野（4） 気候変動影響への適応 

【主な取組内容】 

① 農業・林業・水産業に対する適応策 

② 自然生態系に対する適応策 

③ 自然災害・沿岸域に対する適応策 

④ 健康に対する適応策 

注）適応策については，気候変動による影響を「農業・林業・水産業」，「自然生態系」，「自然災害・沿岸域」，「健

康」，「市民生活・都市生活」の各分野で評価した上で対策を掲げています（呉市における気候変動の影響や各

分野の評価については資料編（資料６）に掲載しています）。  
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なお，区域施策編が SDGs の達成に寄与することを表すために，区域施策編と関連性の⾼い
SDGs を取組ごとに⽰します。 

 
取組分野 関連の強い SDGs 目標 

⑴ 

省
エ
ネ
ル
ギ
ー
対
策
の
推
進 

【直接関係する目標】 

    

【関連する目標】 

  

⑵ 

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の 

導
入
促
進 

【直接関係する目標】 

    

【関連する目標】 

   

⑶ 
多
様
な
手
法
に
よ
る 

地
球
温
暖
化
対
策
の
推
進 

【直接関係する目標】 

 

【関連する目標】 

      

⑷ 

気
候
変
動
影
響
へ
の
適
応 

【直接関係する目標】 

  

【関連する目標】 
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 省エネルギー対策の推進 

 市の取組 

（1） 市域の省エネルギー化の推進 

① 省エネルギー行動の実践（COOL CHOICE※の推進） 

市⺠及び事業者に対して地球温暖化対策のための国⺠運動「COOL CHOICE※」を普及
促進します。持続可能な脱炭素社会づくりに向けて，効果的かつ⾃発的な⾏動変容やライフ
スタイルの選択を促す取組の拡⼤・定着に取り組みます。 

また⼀⼈ひとりのライフスタイルを脱炭素型へと転換していくため，暮らしを脱炭素化するアク
ション「ゼロカーボンアクション 30」についても推進していきます。 

 

② 省エネルギー機器の導入 

〈 家庭における省エネルギーの推進 〉 

家庭における省エネルギーを推進するため，省エネルギー設備の導⼊について普及啓発を
⾏うとともに，住宅への省エネルギー設備の設置に対して⽀援を⾏います。 

 

〈 事業者との連携 〉 

省エネルギー診断※の⽀援，事業者向け脱炭素化の取組ガイドブックの作成や機器の導
⼊設備の改修⽀援などにより，事業所の脱炭素経営に向けた取組を⽀援します。 

また，脱炭素社会に対応するため，経営基盤強化の調整・研究を⾏うなど課題解決に向
け事業者と連携し，実⾏可能な協議を⾏います。 

 

 

〈コラム〉家庭用燃料電池（エネファーム）のすすめ 

都市ガスや LP ガスから取り出し
た水素と空気中の酸素を化学反
応させて，電気をつくり出すシステ
ムで，発電の際に発⽣する熱でお
湯を沸かし，給湯などに利⽤しま
す。エネファームは使う場所がエネ
ルギーをつくる場所のため，ロスが
少なく，エネルギー利⽤率は約 9
割が期待でき，省エネ・環境性に
優れています。 

出典：エネファームパートナーズホームページ 
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③ 建物の省エネルギー化 

〈 住宅の省エネルギー化 〉 

低炭素建築物について，国税の優遇措置等を受けるために必要な認定を⾏います。また，
⻑期優良住宅や省エネルギー改修を⾏った住宅に対する固定資産税の特例措置や，ZEH※

レベルなど省エネ性能の⾼い住宅への省エネルギー改修や建替えを⾏う住宅に対する助成制
度の検討により，住宅の省エネルギー化の促進及び ZEH※の⽀援に取り組みます。 

 

 

〈コラム〉ＺＥＨ※（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス）のすすめ 

家庭の更なる省エネルギー化のため，住宅の⾼断熱化と⾼効率設備によりできる限りの省
エネルギーに努め，太陽光発電等によりエネルギーを創ることで，１年間で消費する住宅のエ
ネルギー量が概ね正味ゼロ以下となる住宅「ZEH※（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス）」の普
及が進められています。 

ZEH※にすることで，快適性を保ちつつ空調に係る費⽤を抑えられるだけでなく，温度変化
が⼩さくなることでヒートショック等の健康リスクが低減されるとともに，創ったエネルギーを⾃宅で
活⽤すれば，災害等で停電が発⽣した際にも電気を使うことができます。 

  

 

 

 

 

 

 

 

出典：資源エネルギー庁ホームページ 

 

 

 

④ 電動車※の普及促進 

環境負荷が少ない電動⾞※の普及促進とともに，それらが普及しやすいように電動⾞※の
充電スタンドの設置情報も提供します。 
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〈コラム〉 電動車※のすすめ  

1990 年代以降，乗⽤⾞の新⾞燃費は⼤きく改善してきましたが，電動⾞※などの
「次世代⾃動⾞」はさらに燃費がよく，⼆酸化炭素の排出だけでなく，⽉々の燃料代も
抑えられます。 

エコカー減税や補助⾦も活⽤できる今，環境にやさしく，経済的にもお得な電動⾞※

に買い換えてみませんか。 
 

 

出典：環境省「COOL CHOICE ポータルサイト」 ホームページ 
 

 

 

⑤ スマートムーブ※の推進 

〈 公共交通機関の利用促進 〉 

⽣活バスの運⾏やバスロケーションシステム※の整備などにより，公共交通を使⽤しやすい環
境を整備します。 

 
〈 徒歩や自転車によるスマートムーブ※の推進 〉 

歩道や駐輪場の整備等により，利⽤者の幅広いニーズに即した，徒歩や⾃転⾞での移動
環境の向上に取り組みます。 

また，環境負荷を低減させるため「呉市⾃転⾞活⽤推進計画」を策定し，⾃転⾞活⽤の
取組を推進します。 

 
〈 モーダルシフト※の検討 〉 

温室効果ガス※を削減するためトラック貨物輸送から船舶貨物輸送へシフトし，定期航路
就航に向けた調整・環境整備の検討を⾏います。 

また，港湾の脱炭素化について検討します。 
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〈コラム〉 スマートムーブ※のすすめ  

 

⼀⼈が 1 ㎞移動する時の⼆酸化炭素排出
量は，移動⼿段により様々です（マイカーでは
145g，バスでは 66g，鉄道では 20g，⾃転
⾞や徒歩はもちろん CO2 排出量 0g）。 

環境への負荷を考慮し，公共交通機関の
積極的な利⽤や，⾃転⾞や徒歩による移動
など，様々な⼿段からベストミックスで地球にや
さしい状況に応じた最適な移動⽅法を選択しま
しょう。 

 
⾃動⾞以外の移動⼿段の選択（スマートムーブ※） 
通勤・通学のための⾃動⾞移動をバス・電⾞・⾃転⾞に置き換えた場合（都市部） 

⇒ 年間で 1 ⼈あたり CO2 243 kg の削減 
 

出典：環境省「COOL CHOICE ポータルサイト」 ホームページ 

 

 

（2） 公共施設等の省エネルギー化の推進 

 市が所有する公共施設等について，⾼効率機器等の省エネルギー設備の導⼊など様々な
取組を通じて，省エネルギー化の推進をしていきます（第 5 章「地球温暖化対策実⾏計画
（事務事業編）＜第 5 期 くれエコアクションプラン＞」を参照）。 

また，計画期間中に，公共施設等の省エネルギー化に資する事業として，以下に⽰す事
業を予定しています。 
 

〈 上下水道施設更新時の省エネルギー化 〉 

将来の水道需要に合わせた適正な設備のダウンサイジングや⾼圧電⼒から低圧電⼒への
変更等により電⼒量を削減します。 

 

〈 公共施設，インフラの照明の LED 化 〉 

省エネルギー改修に掛かる経費を改修後の光熱費の削減分で賄う ESCO 事業※を活⽤す
るなどにより，呉市が管理する道路，公園，港湾施設，観光施設，上下水道施設等の照
明を LED 化することで，経費の削減と公共施設等の省エネルギー化を図ります。 
 

〈 建物の新築・改築時における省エネルギー化 〉 

校舎等の新築や⼤和ミュージアムのリニューアルなど省エネルギー化に取り組みます。 
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 市民の取組 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

COOL CHOICE※を実

践しましょう 

省エネに関するセミナ

ーやイベントに参加し

ましょう 

住宅改修時には壁や窓の

高断熱化に努めましょう 

家電の買い替え時は省

エネ家電の選択に努め

ましょう 

自動車の買い替え時は電

動車※等の選択を検討し

ましょう 

 

 

 

 

 

ＨＥＭＳ※の導入に努

め，エネルギーを上手に

使いましょう 

 

 

 

 

 

 

住宅新築時はＺＥＨ※を

検討しましょう 

 

 

 

 

 

 

引越の際は，省エネ性能

も考慮して物件を選びま

しょう 

 

 

 

 

 

 

 

 

節水に努めましょう 

 

公共交通機関を利用し，

自動車の利用を減らしま

しょう 

日時指定や置き配を

利用して配達は 1 回

で受け取りましょう 

 

 

 

 

 

 

徒歩か自転車での移動を

心掛けましょう 

 

自動車に乗るときは

エコドライブ※を心

掛けましょう 
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 事業者の取組 

 
  

 

 

省エネに関するセミナ

ーやイベントに参加し

ましょう 

駐車場や舗装面に保水性

素材を用い，地表面の温

度上昇を抑えましょう 

テレワークやオンライ

ン会議を導入し，不要

な移動を控えましょう 

自動車に乗るときは

エコドライブ※を心掛

けましょう 

 
省エネに役立つ製品や

サービスの普及に努め

ましょう 

 
事業所で消費したエネ

ルギー量を把握し分析

しましょう 

CCOOL CHOICE※を

実践しましょう 

社用車の買い替え時は 

電動車※等の選択に努め

ましょう 

 
ESCO 事業※の活用

を検討しましょう 

 

 

 

 

 

 

 

事業所のＺＥＢ※化を

目指しましょう 
時差出勤やフレックスタ

イム制を検討しましょう 

 
ＢＥＭＳ※の導入に

努め，エネルギーを

上手に使いましょう 

 
環境負荷の少ない電力の

選択に努めましょう 

 

 
クールビズ※・ウォーム

ビズ※を実践しましょう 

 
設備更新時は，省エネ

性能が高い設備を選び

ましょう 
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 再生可能エネルギー※の導入促進 

 市の取組 

（1）市域への再生可能エネルギー※の導入促進 

① 太陽光発電の普及促進及び啓発 

市域の再⽣可能エネルギー※発電⾃給率の向上及び災害時における事業の継続性の向
上を図るため，⾃家消費を目的とした太陽光発電設備及び蓄電池の導⼊を⽀援します。 

また，PPA※事業の活⽤や，エネルギーの地産地消により市⺠や事業者が市内でつくった
再⽣可能エネルギー※の活⽤しやすい仕組みを検討します。 

      
② 一般廃棄物焼却熱の有効利用  

クリーンセンターくれでは，現在も⼀般廃棄物焼却熱を有効活⽤していますが，より効率的
に⼀般廃棄物焼却熱を有効利⽤するとともに，将来にわたる安定的・効率的なごみ処理及
び脱炭素社会推進のためのごみ処理施設を新設します。 

 
③ 次世代エネルギー・炭素資源等の利活用  

水素の利活⽤やカーボンリサイクル※など，カーボンニュートラル※の転換を推進する新たなエ
ネルギー技術等の調査・研究を⾏います。 

 
④ 環境に配慮した電力調達の推進  

電⼒排出係数※が⼩さく，再⽣可能エネルギー※の電源⽐率が⾼い電⼒の調達について
検討します（第５章「地球温暖化対策実⾏計画（事務事業編）＜第 5 期 くれエコアクシ
ョンプラン＞」を参照）。 

 
 

（2）公共施設等への再生可能エネルギー※の導入促進 

市が所有する公共施設等について，新築，改築などの機会を捉えて太陽光発電設備を
はじめとする再⽣可能エネルギー※の積極的な導⼊の検討など様々な取組を通じて，再⽣可
能エネルギー※の導⼊促進をしていきます（第５章「地球温暖化対策実⾏計画（事務事業
編）＜第 5 期 くれエコアクションプラン＞」を参照）。 
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 市民の取組 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 事業者の取組 

 
  

 

 

 

 
 
 

再生可能エネルギー※を導

入し，脱炭素に取り組みま

しょう 

 
再エネに役立つ製品や

サービスの普及に努め

ましょう 

 
再エネに関するセミナ

ーやイベントに参加し

ましょう 

再生可能エネルギー※

由来の電力の選択に努

めましょう 

 
事業所のＺＥＢ※化を目

指しましょう 

 
太陽光発電設備設置時は

国のガイドラインに従い

ましょう 

 

工場等から排出される

熱の有効利用に努めま

しょう 

 
再エネに関するセミナ

ーやイベントに参加し

ましょう 

 
住宅新築時はＺＥＨ※を

検討しましょう 

 

 

 

 

 

 
 

太陽光発電設備などの再

生可能エネルギー※設備の

導入を検討しましょう 

 
再エネ由来の電力の選

択を検討しましょう 
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〈コラム〉再生可能エネルギー※のすすめ 

⽯炭や⽯油などの「化⽯燃料」を燃やして発電する⽕⼒発電では，発電時に多くの⼆酸化
炭素を排出しており，それによって作られた電気を使⽤することは，間接的に⼆酸化炭素を排
出することになります。発電時の⼆酸化炭素排出量が少ない電気に変えることで，同じ電気
使⽤量でも⼆酸化炭素の排出を削減できます。 

特に，太陽光や風⼒など，⾃然界に存在し永続的に利⽤できる「再⽣可能エネルギー
（再エネ）※」で電気をつくる際は温室効果ガス※が発⽣しないため，再エネ由来の電気を購
入したり，再エネ設備を導入して自分で発電することで，更に温室効果ガス※の排出量を削
減できます。 

 

再エネ電気プラン 

⼩売電気事業者が提供している再エネを電源とした電気プランを選ぶことで，再エネ由来の
電気に切り替えることができます。 

契約を切り替えるだけで再エネが利⽤でき，各社メニューによっては，利⽤料⾦を切り替え前
と同等に抑えられる場合もあります。 

 

出典：環境省 再エネスタート ポータルサイト 
 

屋根置き太陽光発電 

屋根に太陽光パネルを取り付け，太陽光を電⼒に変換して家庭で利⽤できるシステムのこと
をいいます。 

既設の住宅でも強度や屋根の形状が合えば設置でき，利⽤中は電気代を節約できるほか，
災害による停電時にも電気を使うことができます。 

 

出典：環境省「再エネスタートポータルサイト」 
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 多様な手法による地球温暖化対策の推進 

 市の取組 

① 脱炭素な都市・地域づくりの推進  

公共交通の利便性の向上や利⽤促進などの取組を進め，「過度に⾞に依存しない，歩い
て暮らせるまち」の実現を目指すとともに，コンパクトで持続可能なまちづくりに取り組みます。 

公共交通に関する意識の醸成や利⽤促進等の取組むモビリティマネジメント※を推進します。 
 
図 4-10 呉市の土地利用の基本方針「コンパクト＋ネットワーク」の概念図 

 
出典：呉市「第 5次呉市長期総合計画」 
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② 廃棄物の減量による対策 

ごみ処理減量対策として，プラスチックリサイクル事業を実施するとともに，ごみ減量のため
の啓発や⾷品ロス※の削減など，市⺠への周知を⾏います。また，各種リサイクル法に基づき
再資源化を⾏うとともに，分別ルールについて市⺠及び事業者への啓発に取り組みます。 

農業者に対し，廃プラ削減につながる脱炭素型農業として，環境に優しい農業資材の購
⼊⽀援等を検討します。 

下水道事業においては，汚水処理から発⽣する汚泥をコンポスト※の原材料やセメントの
原材料として利⽤する汚水有効活⽤を推進します。 

 

 

〈コラム〉食品ロス※の現状 

「⾷品ロス※」とは，本来⾷べられるのに捨てられてしまう⾷品を指し，令和 2 年度には⽇本
全体で年間 522 万 t（≒東京ドーム約 4 杯分），国⺠ 1 ⼈あたりでは 1 ⽇約 113g（≒
茶碗 1 杯分のご飯），年間で約 41kg（≒年間 1 ⼈あたりの⽶の消費量）とされています。 

⾷品ロス※は事業活動に伴って発⽣する「事業系⾷品ロス」と，各家庭から発⽣する「家庭
系⾷品ロス」に分けることができ，年間522万tのうち，事業系⾷品ロスは275万t（53％），
家庭系⾷品ロスは 247 万 t（47％）をそれぞれ占めています。 

⼤量の⾷品ロス※が発⽣することにより，ごみ処理に多額のコストがかかるほか，可燃ごみとし
て燃やすことで⼆酸化炭素の排出や焼却後の灰の埋め⽴て等により環境負荷がかかります。ま
た，廃棄時だけでなく，原材料の⽣育から加⼯，運搬にも多くのエネルギーが使⽤されており，
⾷品ロス※の削減が求められています。 

 
個人でできる食品ロス※削減の取組例 

 買い物のとき 

事前に冷蔵庫の中の在庫を確認したり，⾷べきれ
ないほどの⾷材を買いすぎたりしない。 

すぐに⾷べる商品は，賞味期限や消費期限の⻑い
商品を選択するのではなく，陳列順に購⼊する。 

 
 保存のとき 

⾷べきれなかった⾷品は，冷凍などの傷みにくい保存⽅法を検討する。 
保存していた⾷べ残しを忘れてしまわないよう，冷蔵庫の中の配置⽅法を⼯夫する。 

 
   出典：農林水産省ホームページ「食品ロスとは」，農林水産省広報紙「aff（あふ）」 
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③ 森林・藻場※等による吸収源対策  

〈 森林の適正管理 〉 

豊かな森林を守り，水源かん養※や⼆酸化炭素の吸収・貯蔵等の森林の持つ公益的機
能の増進を図るために，森林の適正な管理と計画的な整備に取り組みます。 

 
〈 森林資源の活用 〉 

県産材の利⽤を促進し，森林資源の有効活⽤に向けて取り組みます。 
 

〈 藻場※等の創出及び保全 〉 

漁業資源の増⼤と水産物の安定供給に加え，⼆酸化炭素の吸収等公益的機能の増進
を図るため，広島県と連携し藻場※（ガラモ場）造成事業等を計画的に取り組みます。 

 
〈コラム〉ブルーカーボンとは 

近年，海草（アマモ等）や海藻，植物プランクトンなど，海の⽣物の作⽤で海中に取り込まれる
炭素「ブルーカーボン」が，新たな⼆酸化炭素吸収源として注目されています。四⽅を海に囲まれた⽇
本にとって，沿岸域の吸収源としてのポテンシャルは⼤きく，ブルーカーボンによる⽇本の年間⼆酸化炭
素吸収量は，既存の吸収源対策による吸収量の最⼤ 12％に相当するという試算結果もあります
（2030 年時点）。 

ブルーカーボンを⽣み出す海の⽣態系は「ブルーカーボン⽣態系」と呼ばれ，⽇本では海草や海藻の
藻場※，湿地・干潟，マングローブ林などが該当します。ブルーカーボン⽣態系は「海のゆりかご」とも称
され，⽣物多様性※に富み，水産資源や水質浄化などのさまざまな恩恵をもたらすことから，ブルーカ
ーボン⽣態系を保全することで相乗効果が期待できます。 

 

図 4-11 ブルーカーボンのメカニズム 

 
出典：国土交通省公表資料「ブルーカーボンとは」 

 

 

④ フロン類※対策 

⾃動⾞⽤のエアコンに係るフロン類※について，「使⽤済⾃動⾞の再資源化等に関する法
律」（平成 14 年法律第 87 号。いわゆる⾃動⾞リサイクル法）に基づき，⾃動⾞リサイクル
に関わる事業者への適正な審査・許可を⾏います。 

また，家庭⽤のエアコン及び冷凍冷蔵庫に係るフロン類※について，「特定家庭⽤機器再
商品化法」（平成 10 年法律第 97 号。いわゆる家電リサイクル法）に基づき適切な回収が
⾏われるよう啓発するとともに，業務⽤冷凍空調機器に係るフロン類※についても，事務を所
管する広島県と連携し，適切に回収されるよう啓発等を⾏います。 
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 市民の取組 

 
  

リサイクルショップ等を

利用し，再生品を活用し

ましょう 

 
RE100※などの脱酸素

経営に取り組む企業を応

援しましょう 

 
環境配慮マークが付いた

商品やＣＯ２排出量が見

える化された製品を選択

しましょう 

家の新築・建替時には県

産木材の使用を検討しま

しょう 

気に入った１枚を長く大

切に着ていきましょう 

マイバッグの持参や簡易

包装に協力しましょう 

食品ロス※の削減ととも

に生ごみの水切りを徹底

しごみの減量に取り組み

ましょう 

市のごみ出しのルールを

守るとともに，店頭回収

や地域の資源物回収に 

協力しましょう 

 
フードマイレージを意識

し，地産地消を心掛けま

しょう 

「 呉 氏 の お う ち で

3010 運動」に取り組

みましょう 

 

 
生ごみ等のコンポスト
※としての利用を検討

しましょう 

 
 

修理や修繕により製品を

長期間使いましょう 

 
フロン類※が使用されて

いる空調・冷凍庫等は適

切に処理しましょう。 
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〈コラム〉「呉氏のおうちで３０１０運動」を実践しましょう！ 

呉市では，家庭から出た燃えるごみのうち，⾷品ロス※が 7.6％を占めています（平成 29 年
11 ⽉の組成調査）。 

そこで呉市は，家庭から発⽣する⾷品ロス※を削減する取組の⼀つとして，冷蔵庫の中を定期
的（毎⽉１０⽇と３０⽇の２⽇）にチェック・整 
理する習慣をつけることにより，⾷品の使い切り 
や⾷べきりを促す「呉⽒のおうちで 3010 運動」 
を推進しており，冷蔵庫貼付⽤の呉⽒のオリジ 
ナルマグネットを⾷品ロス※セミナーなどで配布して 
います。 

⾷品の使い切りや⾷べきりは，⾷品ロス※の
削減だけでなく，家事の時短や⾷費の節約にも
つながります。「もったいない。」という意識を⼤切
にしていきましょう。 

 
出典：呉市ホームページ 

 

 事業者の取組 

 
 

図 4-12 「呉氏のおうちで 3010 運動」 

啓発用マグネット 

 
事業所から排出される

廃棄物の削減に取り組

みましょう 

 
使い捨て容器の使用を減

らしましょう 

 

 
再生品・エコマーク商

品等の販売を促進しま

しょう 

 

 
簡易包装製品の製造・

販売に努めましょう 

 

 
修理・修繕体制や自主

回収システムを整備し

ましょう 

 

 
ごみ処理やリサイク

ル技術の開発を進め

ましょう 

 
食品ロス※の削減に取

り組みましょう 

 
県産木材の使用を検討

しましょう 

 
フロン類を使用する機

器は法に基づき適切に

管理・処理しましょう 
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 気候変動影響への適応 

 市の取組 

（1）農業・林業・水産業に対する適応策 

〈 農業における対策：猛暑でも栽培できる品種・栽培技術の導入，現状把握 〉 

〇水稲︓⾼温障害に強い品種の導⼊や栽培時期の変更による被害対策の普及啓発を⾏
います。 

〇果樹︓ブドウの着⾊向上技術や別品種の導⼊検討やレモンの導⼊・転換，出荷環境等 
の整備を推進します。 

〇病害⾍︓病害⾍の発⽣状況等の調査・把握，発⽣予察・防除に関する情報発信を⾏
います。 

 
〈 水産業における対策：適応策に関する情報収集・検討体制の整備等 〉 

〇養殖業︓カキ養殖の適応策に関する情報収集や検討体制を整備します。 
〇沿岸域漁場環境等︓沿岸に広がる藻場※等は，水域の浄化と水⽣⽣物の再⽣リサイク

ルに⼤きく寄与していることから広島県と連携し，藻場※造成の技
術開発に努めます。 

 

〈コラム〉適応策事例：ブドウ「安芸クイーン」の着色向上技術 

広島県の瀬⼾内沿岸地域では成熟期の気温が⾼いため，ブドウの着⾊が不良となりやすく，特に⾚
⾊品種の「安芸クイーン」でその傾向は顕著です。着⾊不良は味が良好でも価格が⼤きく低下してしまい
ます。 

広島県⽴総合技術研究所農業技術センターでは，温暖地ブドウの着⾊を向上させる技術として，
環状剥⽪と着果量の軽減を組み合わせた処理について検討しています。下の図のように，環状剥⽪と
着果量（73%）の組み合わせでブドウの着⾊向上効果（⾚⾊）が⼤きくなることが確認されています。 

 

図 4-13 「安芸クイーン」の環状剥皮（左）と着果量の軽減（右） 

  
出典：ひろしま気候変動適応センター 

 

 

（2）自然生態系に対する適応策 

〈 呉市に生息する絶滅危惧種に関する情報提供・生態調査等 〉 

市内の絶滅のおそれのある野⽣の動植物等を掲載した「レッドデータブックくれ」の PR，絶滅
危惧種ギフチョウ等の⽣態調査を継続します。 

 

〈 特定外来生物※への対応，外来生物※の侵入・定着の防止対策の検討 〉 

特定外来⽣物※に関する通報時の駆除等を継続し，その他の外来⽣物※に対する県と連
携した対策を検討します。 
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（3）自然災害・沿岸域に対する適応策 

〈 「逃げる」ための対策：防災情報の提供，防災対策の強化 〉 

市ホームページやメール配信サービス等を活⽤したハザードマップや防災情報を周知する。ま
た，土砂災害警戒区域や⺠間建築物を含めた津波・⾼潮緊急避難建物等の指定や⾃主
防災組織の活動⽀援，防災拠点・避難場所の強化，避難路整備の検討などを⾏います。 

 

〈 「守る」ための対策： 改修整備・改良復旧の促進 〉 

河川改修や⾬水貯留施設，⾼潮堤防，急傾斜地崩壊対策施設の整備等を⾏います。
また，被災した道路・河川等における防災機能の向上等の改良復旧を⾏います。 

 
〈コラム〉防災情報の提供に関する呉市のこれまでの取組 

呉市では様々な⾃然災害対策を進めており，平成 30 年 7 ⽉豪⾬災害以降，防
災伝達⼿段の向上など，更なる対策強化を図っています。 

災害に備えた市⺠⼀⼈ひとりの防災活動を⽀援する対策として，WEB ハザードマップ
をはじめとした各種ハザードマップ（土砂災害，地震，洪水，⾼潮，津波，ため池の
計 6 種）や「避難の⼿引き」を作成するとともに，呉市防災情報メール配信サービスや
⼀⻫電話伝達サービスを提供しています。 

こうした防災に関する情報やサービスの利⽤案内は，呉市ホームページなどで随時公
表・更新していますので，積極的に活⽤していきましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：呉市公表資料「避難の手引き（大雨編）」  
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(4) 健康に対する適応策   

〈 熱中症や熱ストレス等に関する普及啓発 〉 

熱中症の予防や対策に関するリーフレットの配布等による普及啓発や都市における熱ストレ
ス・睡眠阻害，不快感等について周知します。 

 
〈 クールビズ※・緑化の推進 〉 

5〜10 ⽉におけるクールビズ※の推進，公園や広場等の緑化，緑のカーテンの普及促進や
地域緑化推進事業等を⽀援します。 

 

 

〈コラム〉適応策事例：緑のカーテン 

緑のカーテン（グリーンカーテン）には窓からの⽇射の侵⼊を防ぐ効果があり，葉が⼗分
に茂っていれば，⽇射の熱エネルギーを約 80％カットすることができます。 

また，建物周辺の表⾯温度を抑える効果もあり，壁や地⾯からも⽇差しを遮るよう張り
⽅を⼯夫することで，窓付近の地⾯や壁から放出される熱の発⽣と侵⼊を効果的に抑制
することができます。 

 

図 4-14 日向と緑のカーテンの日陰における表面温度の比較 

 

 

   

出典：環境省「COOL CHOICE ポータルサイト」 ホームページ 
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 市民・事業者の取組 

（1）農業・水産業 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
                     出典：A－PLAT 気候変動適応情報プラットフォーム ホームページ 

 

（2）自然生態系 

 
  

 
広島県の「ひろしま病害

虫発生情報」を確認しま

しょう 

 
水産養殖業については，

品種や養殖方法を検討し

ましょう 

 
水稲や果樹については，

品種や栽培時期を検討し

ましょう 

 
 

外来生物※を飼うときは

 

 
 

防護柵の設置等により有

害鳥獣による被害を防止

しましょう 

 
呉市に生息する希少な動

植物について理解を深め

ましょう 
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（3）自然災害・沿岸域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：A－PLAT 気候変動適応情報プラットフォーム ホームページ 

 

（4）健康(死亡リスク・熱中症等）・市民生活 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
防災訓練に参加しま

しょう 

 
ハザードマップや避難

経路を確認しましょう 

 
事業者は，リスクを想定

した事業継続計画※を策

定しましょう 

帽子や日傘を利用し，暑

さを避ける行動をとりま

しょう 

こまめな休憩や水分・塩

分補給を心掛けましょう 

日頃から適度な運動を行

いましょう 

 

 
 

建物を緑化したり，日除

け等を設置しましょう 

 
無理をしない・させな

いよう心掛けましょう 
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〈コラム〉その他の分野・項目についてできること 

呉市における重点分野・項目で選定しなかった分野・項目においても，市⺠⼀⼈ひ
とりができることがあります。その例を以降に⽰します。 

 

◆ ⽔資源 
温暖化によって，⾬の降る⽇が徐々に少なくなり，⼗分な水源が確保できなくなる

可能性があります。 
シャワーの時間を短くする，まとめて⾷器を洗うなどの節水を徹底することや⾬水タン

クを設置し，⾬水の有効利⽤を⾏うなど，節水を⼼掛けましょう。 
 

 
               出典：A－PLAT 気候変動適応情報プラットフォーム ホームページ 

 

 

◆ 健康（感染症） 
気温が上がることによって，暖かい地域にしか⽣息していなかったような蚊などの⾍が

北上する可能性があります。 
肌を露出しない服装を⼼掛け，⾍よけスプレーを使⽤する，蚊の育つ不要な水た

まりを作らない，庭の下草刈りを⾏うなど，感染症対策を⾏いましょう。 
 

 
出典：A－PLAT 気候変動適応情報プラットフォーム ホームページ 
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〈コラム〉事業活動における適応のススメ 

⼤⾬の頻度増加，台風等に伴う降水量の増加，農作物の不作，水不⾜，熱中
症の増加など，気候変動は既に事業活動へ⼤きな影響を及ぼしています。 

気候変動による悪影響を回避・低減することで，企業の柔軟で強靭な経営基盤を築
き，事業の継続性を⾼めるとともに，社会や利害関係者（ステークホルダー）の信頼を
得ることができます。さらに，適応を⾃社のビジネス機会として捉え，市⺠や他社の適応
に役⽴つ製品やサービスを提供する新たな市場（適応ビジネス）への展開も可能です。 

環境省の気候変動適応情報プラットフォーム「A-PLAT」には，個⼈や事業者の適応
に役⽴つ様々な資料や取組事例が紹介されていますので，積極的に活⽤しましょう。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：環境省公表資料「リーフレット『あなたの会社は大丈夫ですか?』」 
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第５章 呉市地球温暖化対策実行計画（事務事業編） 

     ＜第５期 くれエコアクションプラン＞ 
 

 

１ 計画の基本的事項 

１-１ 対象とする温室効果ガス※ 

事務事業編では，温対法第 2 条第 3 項に規定する温室効果ガス※7 種類のうち，呉市の事務
事業により排出される 4 種類（二酸化炭素，メタン，一酸化二窒素，ハイドロフルオロカーボン類）
を対象とします。 

表 5-1 事務事業編で対象とする温室効果ガス※ 

温室効果ガス※種別 主たる排出源 

二酸化炭素 

（CO2） 

燃料の燃焼および電気の使用 （エネルギー起源） 

一般廃棄物の焼却      （非エネルギー起源） 

メタン 

（CH4） 

公用車の走行        （非エネルギー起源） 

下水・し尿の処理      （非エネルギー起源） 

一般廃棄物の焼却      （非エネルギー起源） 

一酸化二窒素 

（N2O） 

公用車の走行        （非エネルギー起源） 

下水・し尿の処理      （非エネルギー起源） 

一般廃棄物の焼却      （非エネルギー起源） 

ハイドロフルオロカーボン※類 

（HFC） 

公用車のカーエアコンから漏出する HFC-134a 

（非エネルギー起源） 

パーフルオロカーボン※類 

（PFC） 

半導体等の洗浄やエッチングに使用されますが，呉市事務事

業からの排出はほとんどないため対象外とします。 

六フッ化硫黄※ 

（SF6） 

変圧器からの漏出等が考えられますが，呉市事務事業からの

排出はほとんどないため対象外とします。 

三フッ化窒素※ 

（NF3） 

液晶パネルの製造工程等で使用されますが，呉市事務事業か

らの排出はほとんどないため対象外とします。 

 

 

１-２ 対象とする施設 

事務事業編では，市役所の部局が管理・運営・使用する全ての施設（指定管理者が管理を⾏う
公の施設を含む）を対象とします。 
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２ 第４期くれエコアクションプランに対する評価 

２-１ 温室効果ガス※排出量の削減目標に対する評価 

第 4 期くれエコアクションプラン（以下「前アクションプラン」といいます。）は，令和 4（2022）年度
を目標年度とし，基準年度である平成 25（2013）年度の温室効果ガス※排出量から 15％削減
することを目標としていました。 

直近年度である令和 3（2021）年度における温室効果ガス※排出量（64,740t-CO2）は，基
準年度⽐で約 35％削減しており，削減目標を達成する状況となっています。 

温室効果ガス※種別の削減量をみると，最も削減量が⼤きかったのは電⼒使用に伴う二酸化炭素
の排出量で，令和３年度（31,271t-CO2）は基準年度（53,199t-CO2）から約41%減少して
います。次いで，一般廃棄物焼却に伴う二酸化炭素の排出量が⼤きく減少し，令和３年度
（26,221t-CO2）は，基準年度（37,964t-CO2）から約 31％減少しています。 
 

表 5-2 温室効果ガス※排出量の推移 

  
注）1 表中の温室効果ガス※排出量は，「国マニュアル（事務事業編）」に準拠し算定しています。 

  2 端数処理のため，合計が一致しない場合があります。 

 

図 5-1 温室効果ガス※排出量の推移及び令和 3 年度の温室効果ガス※構成比 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CO2
【電力】

31,271 

(48.3％)

CO2
【燃料/施設】

4,196 

(6.5％)

CO2
【燃料/公用車等】

833 (1.3％)

CO2
【ごみ焼却】

25,100 

(38.8％)

CH₄,N₂O,HFC, 

3,340 (5.2％)

R3年度

排出量

64,740t-CO2

注）端数処理のため，合計や比率（％）が一致しない場合があります。 

 

■温室効果ガス排出量の算出は，基準年度である平成 25 年度以降，直近年度の令和 3 年度までの排出量

を，「地方公共団体実行計画（事務事業編）策定・実施マニュアル」（以下「国マニュアル（事務事業

編）」といいます。）による算定方法により見直しを行っています。 

温
室
効
果
ガ
ス
排
出
量(

ｔ
―

)
 

基
準
年
度
（
平
成
25
年
度
）
比 

H30年度 R元年度 R2年度

排出量

（t-CO2）
構成比
（％）

排出量

（t-CO2）

排出量

（t-CO2）

排出量

（t-CO2）

排出量

（t-CO2）
構成比
（％）

電気の使用 53,199 53.1% 44,205 39,110 34,306 31,271 48.3% ▲ 41.2％

燃料の燃焼 7,027 7.0% 6,243 6,131 5,103 5,029 7.8% ▲ 28.4％

一般廃棄物焼却 37,964 37.9% 36,375 37,021 32,062 26,221 40.5% ▲ 30.9％

下水し尿処理 2,058 2.1% 2,150 2,120 2,171 2,178 3.4% 5.8％

自動車の走行 24 0.0% 48 49 35 34 0.1% 43.5％

そ　の　他 6 0.0% 6 6 7 7 0.0% 15.4％

合　　　計 100,278 100.0% 89,027 84,437 73,684 64,740 100.0% ▲ 35.4％

基準年度比
削減率
(％）

活動区分
H25年度(基準年度) R3年度
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２-２ 個別活動量の削減目標に対する評価 

前アクションプランでは，個別数値目標として，電気・燃料の使用量，施設及び事業のエネルギー
原単位について，それぞれ削減目標を掲げていました。 

 
表 5-3 前アクションプランでの個別活動量の削減目標 

 
 

市全体の電気，燃料の使用量については，都市ガスの使用量を除き個別数値目標の年平均
1.5%以上を達成する状況にありました。事業区分別電気使用量（原単位）については，水道事
業の電気使用量（浄配水１千㎥あたり）のみが個別数値目標を達成する状況にありました（表 5-
4 参照）。 

また，年間の二酸化炭素排出量が 150t 以上の施設をみると，37 施設のうち 7 割強の 27 施設
において個別数値目標の延べ面積あたりのエネルギー使用量年平均 1.0%以上削減を達成する状況
にありましたが，2 割弱の 6 施設については延べ面積当たりのエネルギー使用量が年平均で増加する
状況にありました（表 5-5 参照）。 
 

表 5-4 個別活動量の削減目標達成状況（電気·燃料·事業） 
 

注）1 年平均削減率＝-1×(1-(R3 の数値/H25 の数値)(1/8)) 

2 年平均削減率の達成状況の基準は下記のとおりです。 
   
     【電気·燃料使用量】 ○：▲1.5％以下， △：0.0％〜▲1.5％未満， ×：0.0％超 

     【事業電気使用量】  ○：▲1.0％以下， △：0.0％〜▲1.0％未満， ×：0.0％超 
 
   3 内部使用は，自家発電（ごみ発電から供給）分を含めて算出し，外部使用は，外部から供給された（買電） 

電力量から外部に供給した（売電）電力を控除して算出しました。 

     4 端数処理のため，合計や比率（％）が一致しない場合があります。 

個別 

数値 

目標 

電気·燃料使用量 市全体で年平均1.5％以上削減 

施設 延べ面積当たりのエネルギー使用量を年平均１％以上削減 

事業部門 
廃棄物処理（ごみ処理量），下水道事業（終末処理量），水道

事業（配水量）について，電気使用量を年平均１％以上削減 

区分 H25 H30 R元 R2 R3
年平均

削減率
(H25～R3)

達成

状況

 電気使用量（市全体） MWh 73,525 68,661 68,099 66,421 64,152 ▲1.7％ ○

ガソリン 252 254 217 196 215 ▲2.0％ ○

灯油 785 685 608 625 643 ▲2.5％ ○

軽油 161 134 123 150 112 ▲4.5％ ○

Ａ重油 687 535 458 295 327 ▲8.9％ ○

プロパンガス 107 74 107 77 59 ▲7.2％ ○

都市ガス 727 792 887 669 651 ▲1.4％ △

廃棄物処理業(ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ)

内部

使用
372 343 332 352 350 ▲0.7％ △

(ごみ処理(破砕·焼却)量1tあたり) 外部

使用
▲ 4.3 ▲32.7 ▲47.1 ▲29.8 ▲28.6

下水道事業

(終末処理1千m3あたり)
kWh/千m3 674 740 701 694 683 0.2％ ×

水道事業

(浄配水1千m3あたり)
kWh/千m3 164 172 160 157 150 ▲1.1％ ○

単位

燃　料

使用量

(市全体)

kL

千m3

事　業

区分別

電　気

使用量

(原単位)

kWh/t
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表 5-5 個別活動量の削減目標達成状況（年間の二酸化炭素排出量が 150t 以上の施設） 

注）1 年平均削減率＝-1×(1-(R3 の数値/H25 の数値)(1/8)) 

     2 年平均削減率の達成状況の基準は下記のとおりです。 
   
     ○：▲1.0％以下， △：0.0％〜▲1.0％未満， ×：0.0％超 
 
   3 端数処理のため，合計や比率（％）が一致しない場合があります。 

  

区分 単位 H25 H30 R元 R2 R3
年平均

削減率
(H25～R3)

達成

状況

1 本庁舎 877 821 819 823 812 ▲1.0％ ○

2 阿賀市民センター 1,446 1,508 1,548 764 678 ▲9.0％ ○

3 広市民センター 1,074 1,083 1,021 718 632 ▲6.4％ ○

4 昭和市民センター 1,266 1,181 1,045 1,052 893 ▲4.3％ ○

5 音戸市民センター 645 657 661 706 642 ▲0.1％ △

6 川尻まちづくりセンター 498 508 496 459 294 ▲6.4％ ○

7 安浦まちづくりセンター 1,244 1,241 893 759 749 ▲6.1％ ○

8 呉信用金庫ホール(文化ホール) 697 755 1,105 548 678 ▲0.3％ △

9 美術館 1,360 1,480 1,602 1,481 1,616 2.2％ ×

10 つばき会館 870 956 877 797 899 0.4％ ×

11 IHIアリーナ呉(呉市体育館) 413 174 383 344 344 ▲2.3％ ○

12 シシンヨーオークアリーナ(呉市総合体育館) 949 949 878 673 674 ▲4.2％ ○

13 市営温水プール 3,686 4,072 3,984 3,135 3,155 ▲1.9％ ○

14 川尻温水プール 2,676 2,349 2,210 2,358 2,255 ▲2.1％ ○

15 くらはし温水プール 6,183 6,031 5,270 5,333 5,230 ▲2.1％ ○

16 中央図書館 894 589 577 606 560 ▲5.7％ ○

17 呉市福祉会館 645 692 662 702 691 0.9％ ×

18 呉市総合ケアセンターさざなみ 1,436 1,320 1,245 1,200 1,309 ▲1.2％ ○

19 みはらし荘 1,503 1,229 1,188 597 1,250 ▲2.3％ ○

20 すこやかセンターくれ 1,168 1,068 936 997 708 ▲6.1％ ○

21 公立下蒲刈病院 1,840 1,754 1,712 1,713 1,764 ▲0.5％ △

22 きんろうプラザ 1,554 812 786 689 787 ▲8.2％ ○

23 国民宿舎野呂高原ロッジ 1,772 1,517 1,663 1,206 1,551 ▲1.6％ ○

24 おんど観光文化会館うずしお 1,393 1,063 1,130 972 873 ▲5.7％ ○

25 くらはし桂浜温泉館 3,441 2,921 2,667 2,389 2,536 ▲3.7％ ○

26 かまがり温泉やすらぎの館 4,323 3,701 4,270 1,834 2,916 ▲4.8％ ○

27 グリーンピアせとうち 2,219 1,780 1,129 675 849 ▲11.3％ ○

28 呉中央桟橋ターミナル 2,369 2,168 2,296 1,565 1,375 ▲6.6％ ○

29 海事歴史科学館(大和ミュージアム) 1,656 1,269 1,412 1,211 1,120 ▲4.8％ ○

30 グリーンヒル郷原 1,113 1,135 1,045 565 656 ▲6.4％ ○

31 中央公園 8,490 9,314 9,414 9,120 9,192 1.0％ ×

32 呉ポートピアバーク 780 655 687 586 619 ▲2.8％ ○

33 消防局・西消防署 2,226 2,133 2,054 1,076 1,120 ▲8.2％ ○

34 阿賀小学校 267 378 633 522 567 9.9％ ×

35 川尻小学校 363 318 326 338 362 ▲0.0％ △

36 音戸学校給食共同調理場 4,288 4,817 4,522 5,087 5,135 2.3％ ×

37 呉高等学校 356 346 342 305 210 ▲6.4％ ○

延べ面積

あたりの

エネルギー

使用量

※二酸化炭素

　排出量が

　年間150t

　以上の施設

MJ/m2
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２-３ 調整後排出係数を用いた算定値 

国の「政府がその事務及び事業に関し温室効果ガスの排出の削減等のため実⾏すべき措置につい
て定める計画」（令和 3 年 10 月閣議決定。いわゆる政府実⾏計画）では，再生可能エネルギー※

電⼒の調達等の取組が反映できるよう，基礎排出係数＊1を用いて算定された温室効果ガス※の総排
出量に加え，調整後排出係数＊2 を用いて算定された温室効果ガス※の総排出量を併せて公表する
こととされており，地方公共団体の地球温暖化対策実⾏計画においても同様の扱いが求められていま
す。 

調整後排出係数を用いて算定した温室効果ガス※排出量は，基準年度である平成 25 年度では
95,555t-CO2，直近年度である令和 3 年度では 64,987t-CO2 となり（表 5-6 参照），令和 3
年度は基準年度⽐ 32.0％の減少となります。 

 
表 5-6 温室効果ガス※排出量（基礎排出係数・調整後排出係数比較） 

 

注）1 表中の温室効果ガス※排出量は，「国マニュアル（事務事業編）」に準拠し算定しています。 

2 端数処理のため，合計が一致しない場合があります。 

 

 

＊1 基礎排出係数 ：温室効果ガス※排出量の算出において，他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素

排出量を求める際に使う係数です。電気事業者がそれぞれ供給（小売り）した電気の発電

に伴う燃料の燃焼により排出された二酸化炭素の量を当該電気事業者が供給（小売り）し

た電力量で除して算出されます。 

＊2 調整後排出係数：他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素排出量を求める際に使う係数の一つで

す。電気事業者の二酸化炭素排出量に対して，再生可能エネルギー※の固定価格買取制度※

に係る費用負担による調整を行うとともに，他社の排出の抑制等に寄与した量を控除し

た結果に基づき算出されています。 

 
 

 

 

 

  

温室効果ガス排出量(t-CO2)

基準年度
(H25年度)

直近年度
(R3年度)

基礎排出係数 53,199 31,271 58.8% 【 ▲41.2％ 】

調整後排出係数 48,476 31,518 65.0% 【 ▲35.0％ 】

施設の燃料使用に伴うCO2排出量 5,931 4,196 70.8% 【 ▲29.2％ 】

公用車等の燃料使用に伴うCO2排出量 1,096 833 76.0% 【 ▲24.0％ 】

ごみ焼却に伴うCO2排出量 36,740 25,100 68.3% 【 ▲31.7％ 】

CH4，N2O，HFC 3,312 3,340 100.8% 【 0.8％ 】

基礎排出係数 100,278 64,740 64.6% 【 ▲35.4％ 】

調整後排出係数 95,555 64,987 68.0% 【 ▲32.0％ 】

基準年度比
【 】内は増減量

(％)

施設の電力使用に

伴うCO2排出量

合計
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３ 温室効果ガス※排出量の削減目標 

３-１ 温室効果ガス※排出量の削減目標 

国の「地球温暖化対策計画」では，我が国の中期目標として，令和 12（2030）年度において
平成 25（2013）年度⽐ 46％減，さらに 50％減の⾼みを目指し挑戦することを掲げています。 

市は，市⺠や事業者の模範となる率先的な取組が求められおり，可能な限り我が国の目標達成
に寄与していくため，事務事業編では，区域施策編より⾼い目標を掲げることとし，次の目標とします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

３-２ 個別活動量の削減目標 

上記の温室効果ガス※排出量の削減目標を達成するため，各施設所管部署や事業部門ごとに次
の個別活動量の削減目標を設定します。 

｢エネルギーの使用の合理化等に関する法律」（昭和 54 年法律第 49 号）の規定により，年平
均１％以上のエネルギー消費原単位※の低減が求められていることから，施設・事業部門はそれぞれ
１％以上の削減目標とします。 

また，電気・燃料使用の削減目標は，第 3 期エコアクションプランでは，年平均 1％以上としていま
したが，前アクションプランからはより⾼い目標とするため，年平均 1.5％以上と設定していますので，
個別活動量の削減目標は，前アクションプランを継続します。 
 

表 5-7 個別活動量の削減目標 

 

  

個別 

数値 

目標 

電気·燃料使用 市全体で年平均1.5％以上削減 

施設 延べ面積当たりのエネルギー使用量を年平均１％以上削減 

事業部門 
廃棄物処理（ごみ処理量），下水道事業（終末処理量），水

道事業（配水量）について，電気使用量を年平均１％以上削減 

温室効果ガス※排出量の削減目標 

 

令和１２（２０３０）年度までに平成２５（２０１３）年度比で５０％以上削減 
 

 

            平成２５（２０１３）年度：１００,２７８t-CO2 
          

   

        令和１２（２０３０）年度： ５０,１３９t-CO2 以下 

【数値目標】 

▲５０％以上 
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４ 温室効果ガス※排出削減のための取組 

４-１ 再生可能エネルギー※の活用 

４-１-１ 太陽光発電等の再生可能エネルギー※発電設備の導入 

市が保有する建築物及び⼟地において太陽光発電の最⼤限の導⼊を図り，令和 12（2030）
年度には設置可能な建築物（敷地を含む。）の約50％以上に太陽光発電設備を設置することを目
指します。 

また，太陽光発電以外の再生可能エネルギー※設備についても，積極的に導⼊を検討します。 
 
４-１-２ 廃棄物発電等の活用 

ごみ処理施設等で発電した電気のうち，当該施設で利用する以外の余剰電⼒を他の市有施設に
託送することを検討します。 

 
 

４-２ 建築物の省エネルギー化 

市有建築物の新築，改築等をする際には，断熱性能の⾼い複層ガラスや樹脂サッシ，空気調和
設備その他の機械換気設備，給湯設備等の導⼊により省エネルギー対策を徹底するほか，建物の
ZEB（ネット・ゼロ・エネルギー・ビル）※化や省エネルギー基準への適合化を含め検討していきます。 

 
図 5-2 ZEB※の種類（『ZEB』・Nearly ZEB・ZEB Ready・ZEB Oriented） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：環境省ウェブサイト「ZEB PORTAL（ゼブ・ポータル）」
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４-３ インフラの省エネルギー化 

施設の更新時に合わせた設備のダウンサイジングや⾼効率化を⾏うとともに，⽼朽化したポンプ設備
等を更新する際には，インバーター制御化等の省エネルギー設備の導⼊を進めます。 

 

 

４-４ 設備の導入やサービスの購入に当たっての取組 

４-４-１ 電動車※の導入 

市の公用⾞については，代替可能な電動⾞※（電気⾃動⾞（EV），燃料電池⾃動⾞
（FCV），プラグインハイブリッド⾃動⾞※（PHEV），ハイブリッド⾃動⾞（HV））がない場合等を
除き，新規導⼊・更新については，全て電動⾞※とし，ストック（使用する公用⾞全体）でも令和
12（2030）年度までに全て電動⾞※とすることを目指します。 

また，公用⾞の使用実態等を精査し，台数の削減を図ります。 
 

４-４-２ LED 照明の導入 

既存設備を含め，対象施設の LED 照明の導⼊割合を令和 12（2030）年度までに 100％とす
ることを目指します。 

また，調光システムの導⼊を併せて検討し，適切に照度調整を⾏います。 
 

４-４-３ 環境配慮型電力の調達 

令和 12（2030）年度までに調達する電⼒の 60％以上を再生可能エネルギー※電⼒とすることを
目指します。 

また，再生可能エネルギー※電⼒以外についても可能な限り，排出係数が低い電⼒の調達を進め
ます。 
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４-５ 庁内での取組の普及  

温室効果ガス※排出削減のためには，職員一人ひとりの環境配慮意識の向上が重要となります。
日常の事務事業の中で，施設として，課若しくは所属として又は職員個人としてそれぞれが実施する
べき取組を一つでも多く実践する仕組みを普及します。 

 
 

４-５-１ 空調，換気に関する取組 
 

■ 施設全体で行う取組 

● 冷房期間中，すだれなどを利用し空調室外機への日光の直射を防止する 

● ルーバーや庇を窓外に設置し，夏期や冬期等の日射熱を制御し，空調負荷の低減

を図る 

● 夜間の巡視により空調・換気・照明などの消し忘れを防止する 

■ 課又は所属として行う取組 

● 空調の使用時は，空調機器のフィルター清掃を月 1 回程度行う 

● 室内温度や外気温を測定し，空調使用や温度設定の参考とする 

● 夏期は冷房中や帰る前に日射を適切に遮蔽し，冬期は日射を取り入れる 

● 快適性を損なわない範囲内で，室温目安を夏季 28℃，冬季 19℃として設定温度

を調整する 

● 空調の使用時は，空調設備の空気の吹き出し口付近に空気の流れを遮断するよう

な障害物を配置しない 

● 空調を実施しない中間期には，特別な事由がない場合，窓の開閉による自然換気

を行う 

■ 職員一人ひとりが行う取組 

● 空調の使用時は扉や窓の開放をできるだけ控え，不要な換気を避ける 

● 断続的に使用する部屋（会議室等）の空調は，電源をこまめに切る 

● 就業時間外や会議室の使用前後における空調の使用時間短縮化を図る 

● トイレ，湯沸室，倉庫など常時利用しない部屋の換気扇は，必要時のみ使用する 

● クールビズ※・ウォームビズ※を励行する 
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４-５-２ 照明に関する取組 
 

■ 施設全体で行う取組 

● 屋外照明等は，安全の確保に支障のない範囲で消灯するなど点灯縮減を図る 

■ 課又は所属として行う取組 

● 照明スイッチに・必要な場所のみ照明を点灯できるように照明スイッチを細分

化し点灯場所を明示する 

● 照明器具の清掃，適正な時期での交換を実施する 

● 照明照度を作業の状況及び作業環境の快適性に配慮しながら調整する 

■ 職員一人ひとりが行う取組 

● 昼休みや日中日当たりのよい場所では，照明をこまめに消す 

● 断続的に使用する部屋（会議室，トイレ，給湯室等）の照明はこまめに消す 

● トイレ，廊下，階段，ホール等について，不用な箇所は間引き消灯を実施すると

ともに，消灯管理を徹底する 

● 退室時に人がいなくなるエリアの照明を消す 
 

 
 

４-５-３ ＯＡ機器に関する取組 
 

■ 課又は所属として行う取組 

● 低電力モード機能を搭載しているＯＡ機器，電気製品は，低電力モードに設定

を行い使用する 

■ 職員一人ひとりが行う取組 

● パソコンモニターの輝度を業務に支障のない範囲で下げる 

● パソコンの電源管理（低電力モードの活用や外勤時の電源 OFF）を行う 

● デスクトップコンピューターでは，本体だけでなくモニターの電源も切る 

● 昼休みはＯＡ機器の電源を切る 

● スイッチ付き電源タップを活用し，退室後の待機電力消費を防止する 

● 所属の最終退庁者が，所属のパソコンやプリンターの電源が切れていることを

確認する 
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４-５-４ 公用車使用に関する取組 
 

■ 課又は所属として行う取組 

● 給油量と走行距離から燃費を計測し，取組の指標とする 

● メンテナンスを適切に行うことで車両の性能低下を防止する 

■ 職員一人ひとりが行う取組 

● 給油時等にタイヤの空気圧をチェックする 

● 不要な積載物はその都度車から降ろす 

● 荷物の積み降ろし等で車を降りる際はエンジンを切る 

● 道路状況（工事区間や渋滞する場所・時間帯，迂回路等）について情報交換を行

い，公用車の円滑な運行を心掛ける 

● アイドリングストップを実施する 

● 合理的な走行ルートの選択と経済速度による走行に努める 

● 急発進・急加速を抑制し，一定速度での走行を心掛ける 

● カーエアコンについてこまめにオン，オフするなど適切な温度調整を心掛ける 

● 近い距離の外出には徒歩や自転車を利用する 

 
 

４-５-５ 給湯に関する取組 
 

■ 施設全体で行う取組 

● ボイラー等は定期的にメンテナンスを実施する 

■ 職員一人ひとりが行う取組 

● 湯を沸かすときは，湯沸かし器や給湯器のお湯を利用する 

● 給湯器や湯沸かし器などは季節に合わせて設定温度を調節する 

● 給湯器や湯沸かし器の設定温度を低めにする 

● 湯沸かし時には必要最低限の量を沸かす 

● 給湯時期・時間はできるだけ縮小する 

● ガスコンロ等の火の強さは，適切に調節する 

● 電気ポットの保温設定はなるべく低く設定し，必要な湯量のみとする 
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４-５-６ その他の電力使用機器等に関する取組 
 

■ 施設全体で行う取組 

● 電気温水器・温水洗浄便座など温水機器の省エネモードを活用する 

● 温水洗浄便座は季節に合わせて設定温度を調節する 

● 冷蔵庫の設定温度はできるだけ，夏は「中」，冬は「弱」に設定する 
■ 職員一人ひとりが行う取組 

● 機器を使用しない時には，業務に支障のない範囲で主電源を切る 

● 温水洗浄便座のフタを使用時以外は閉める 

● 職員は，階段を積極的に利用する 
 

４-５-７ その他の取組 
 

■ 事務事業全体で行う取組 

● エネルギー消費の見える化により省エネ対策を評価する 

● 優先的に環境物品※（グリーン購入※対象品目）を購入する 
■ 施設全体で行う取組 

● 施設利用者に対して節水を呼び掛ける 

● 止水栓等の調整により水道水圧を低めに設定する 

● 水漏れの点検を実施する 
■ 課又は所属として行う取組 

● 用紙の分別回収ボックス等を設け，用紙使用の合理化を図る 

● 事務書類（会議用資料，事務手続，報告書，ＦＡＸ送付状等）を簡素化する 

● 事務連絡等は回覧や電子メールを活用し，ＦＡＸや文書配布を削減する 

● 古紙やトナーカートリッジ等はリサイクルに回す 

● 用紙サイズの統一化（Ａ４版化）により用紙使用の合理化を図る 

● 会議等において，原則，ペットボトルの飲料水の提供を中止する 
■ 職員一人ひとりが行う取組 

● パソコンからプリントするときは，必ずプレビューで確認してから印刷を行う 

● ミスコピーを防止するため，コピー機使用後には必ずリセットボタンを押す 

● ポスターやカレンダー等の裏面をメモ用紙や名刺等に活用する 

● 使用済み封筒やファイリング用品の再利用を推進する 

● 水道使用時には節水に心掛ける 

● マイ箸，マイ水筒を利用する 
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第６章 計画の推進 
 

１ 計画の推進体制 

本市が目指す将来環境像の実現に向けて，本基本計画に掲げる各種施策を総合的かつ計画的
に推進するためには，各主体（市⺠・事業者・市）が⾃主的・積極的な取組を実践するとともに，参
加・協働による各主体のパートナーシップを形成することが重要です。 

このことから，本基本計画とともに，第 4 章及び第５章で策定する地球温暖化対策実⾏計画を含
め，各計画の推進及び進⾏管理を⾏う組織体制を以下のとおり整備し，これらを円滑に運営していく
ことで，計画の実効性を確保していきます。 

 

図 6-1 推進体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 計画の進行管理 

２-１ 進行管理の基本的な流れ 

本基本計画，ならびに第 4 章及び第 5 章で策定する地球温暖化対策実⾏計画で定めた各種取
組や各施策を着実に実践しつつ，継続的な改善を図っていくために，進⾏管理の仕組みを構築しま
す。 

進⾏管理の仕組みは，Ｐ（Plan︓計画）→Ｄ（Do︓実⾏）→Ｃ（Check︓点検・評価）
→Ａ（Action︓⾒直し）という「PDCA サイクル」を基本とし，本市では，各計画全体の⼤きな
PDCA サイクル，部局ごとに運⽤する PDCA サイクル及び課・施設ごとに運⽤する⼩さな PDCA サイク
ルなど，レベル別の進⾏管理を⾏っていきます。 
 

  

 

環境審議会 

市（庁内体制） 

エコポリス推進会議 

・施策の総合調整 

・施策の進行管理 

・年次報告書の公表 

担当課 

・事業実施 

・実施状況の把握，報告 

事務局 

・施策状況の把握 

・年次報告書の取りまとめ 

公表 

連携 

参加 
報告 

評価 

市民 

事業者 

関係団体等 

参加 
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図 6-2 進行管理 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

２-２ 取組の点検・評価及び見直し 

本基本計画を円滑に推進するため，毎年度，庁内関係各課において施策の取組状況や目標の
達成状況を点検・評価し，呉市環境審議会からの意⾒を各種取組の改善に⽣かします。 

また，年次報告書として呉市環境⽩書を取りまとめ，公表することで，市⺠・事業者の環境⾏動の
充実につなげます。 

本基本計画は令和 14（2032）年度までを計画期間としますが，社会経済活動の変化や国・県
の動きなどに応じて，計画の施策内容や指標などについて⾒直しを図ります。 
 

= Plan =

基本·実行

計画の

策定・改定

= Do =

基本·実行計画の実施・推進

= Check =

基本·実行

計画の

点検・評価

= Action =

基本·実行

計画の見直し

 

= Plan =

= Do =

= Check =

= Action =

【市全体】 

基本計画·実行

計画全体の 

PDCA (５年ごと) 

部局ごとに運用する取組·施策の

PDCA （１年ごと） 

【各課・施設】 

施設ごとに運用する PDCA 

= Plan =

取組·施策立案

= Do =

取組·施策の実施

= Check =

点検･評価

= Action =

取組·施策の見直し

※PDCA サイクルとは 

Plan（計画）→Do（実行）→Check（評価）

→Act（改善）の４段階を繰り返すことによ

って，業務を継続的に改善する手法です。 

広報紙，市ホームページ等 
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資料１ 呉市環境基本条例 

呉市環境基本条例（平成 11 年 3 月 16 日条例第 18 号） 

目次 

前文 

第１章 総則（第１条―第７条） 

第２章 基本方針（第８条） 

第３章 環境基本計画の策定（第９条―第 11 条） 

第４章 環境の保全に関する施策の推進（第 12 条―第 20 条） 

第５章 情報の提供と市民参加（第 21 条―第 24 条） 

第６章 環境審議会（第 25 条） 

付則 

 

わたしたちのまち呉市は，豊かな恵みをもたらす瀬戸内海と灰ケ峰や休山などの緑あふ

れる山々に抱かれた美しいまちである。 

港町としての歴史を重ね，長い間に培われた優れた技術力を基に産業や文化をはぐくみ，

広域的な拠点都市として発展してきた。 

今日の経済発展の中で，便利で物質的豊かさを求めるわたしたちの生活や活動は，身近

な環境に悪影響を及ぼし，その影響は自然の持つ復元力を超え，人類生存の基盤である地

球全体の環境を脅かしている。 

健全で恵み豊かな環境の恩恵を受けることは，健康で文化的な生活を営む上での現在及

び将来の市民の権利であり，わたしたちには，この環境を守り，より質の高いものとして

育て，将来の世代に引き継いでいく責務がある。 

わたしたちは，環境が限りあるものであることを深く認識し，呉市がかつて経験した産

業型公害への取組や数多く立地する研究，教育機関等との連携を生かしながら，すべての

人々が一体となって，自然と共生し，環境への負荷の少ない循環を基調とする社会の実現

を目指し，そのための行動を起こさなければならない。 

これらの認識の下に，健全で恵み豊かな環境をはぐくみ，環境に調和した人と地球に優

しい「わがまち呉」を作り上げ，これを将来の世代に引き継いでいくことを決意し，この条

例を制定する。 

 

   第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は，環境の保全について基本理念を定め，呉市（以下「市」という。），市

民及び事業者の責務を明らかにするとともに，環境の保全に関する施策の基本となる事

項を定め，これに基づく施策を総合的かつ計画的に推進し，もって現在及び将来の市民

の健康で文化的な生活の確保に寄与するとともに人類の福祉に貢献することを目的とす

る。 

（定義） 

第２条 この条例において，次の各号に掲げる用語の意義は，当該各号に定めるところに

よる。 

(1) 環境への負荷 人の活動により環境に加えられる影響であって，環境の保全上の支

障の原因となるおそれのあるものをいう。 

(2) 地球環境の保全 人の活動による地球全体の温暖化，オゾン層の破壊の進行，海洋

の汚染，野生生物の種の減少その他の地球全体又はその広範な部分の環境に影響を及

ぼす事態に係る環境の保全であって，人類の福祉に貢献するとともに市民の健康で文

化的な生活の確保に寄与するものをいう。 
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(3) 公害 環境の保全上の支障のうち，事業活動その他の人の活動に伴って生じる相当

範囲にわたる大気の汚染，水質の汚濁（水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化す

ることを含む。），土壌の汚染，騒音，振動，地盤の沈下（鉱物の掘採のための土地の掘

削によるものを除く。）及び悪臭によって，人の健康又は生活環境（人の生活に密接な

関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。

以下同じ。）に係る被害が生じることをいう。 

（基本理念） 

第３条 環境の保全は，現在及び将来の世代の市民が健全で恵み豊かな環境の恩恵を受ける

とともに，人類の生存基盤である環境が将来にわたって維持されるよう適切に行われなけ

ればならない。 

２ 環境の保全は，健全で恵み豊かな環境を維持しつつ，環境への負荷の少ない健全な経済

の発展を図りながら持続的に発展することができる社会が構築されることを旨として，市，

市民及び事業者の公平な役割分担の下に，自主的かつ積極的に行われなければならない。 

３ 地球環境の保全は，人類共通の課題であるとともに市民の健康で文化的な生活を将来に

わたって確保する上での課題であることにかんがみ，すべての事業活動及び日常生活にお

いて着実に推進されなければならない。 

（市の責務） 

第４条 市は，前条に定める基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり，環境の保 

全に関し，市の自然的，社会的条件に応じた施策を策定し，これを総合的かつ計画的に

実施する責務を有する。 

（市民の責務） 

第５条 市民は，基本理念にのっとり，環境の保全上の支障を防止するため，資源及びエ 

ネルギーの浪費を避ける等，日常生活に伴う環境への負荷の低減に努めなければならな

い。 

２ 前項に定めるもののほか，市民は，環境の保全に自ら努めるとともに，市が実施する 

環境の保全に関する施策に協力する責務を有する。 

（事業者の責務） 

第６条 事業者は，基本理念にのっとり，その事業活動を行うに当たっては，その事業活

動に伴って生じる公害を防止し，又は自然環境を適正に保全するために必要な措置を講

じる責務を有する。 

２ 事業者は，事業活動に係る製品その他のものが使用され，又は廃棄されることによる

環境への負荷を低減するために必要な措置を講じなければならない。 

３ 前２項に定めるもののほか，事業者は，基本理念にのっとり，その事業活動に関し，こ

れに伴う環境への負荷の低減その他環境の保全に自ら努めるとともに，市が実施する環

境の保全に関する施策に協力する責務を有する。 

（国，他の地方公共団体，研究機関等との協力等） 

第７条 市は，広域的な取組を必要とする環境の保全に関する施策を実施するに当たって 

は，国及び他の地方公共団体と協力して推進するように努めるものとする。 

２ 市は，環境の保全に関する施策を推進するため，研究機関，教育機関等との積極的な 

交流と連携に努めるものとする。 

 
第２章 基本方針 

（環境の保全に関する施策の策定等に係る基本方針） 

第８条 市は，環境の保全に関する施策の策定及び実施に当たっては，基本理念にのっと

り，次に掲げる基本方針に基づく施策を総合的かつ計画的に推進しなければならない。 

(1) 公害を防止し，生活環境の保全を図ること。 

(2) 自然環境の保全を図ること 

(3) 潤いと安らぎのある都市環境の保全及び創造を図ること。 
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(4) 資源の有効利用及び廃棄物の減量を図ること。 

(5) 地球環境の保全を図ること。 

(6) 環境の保全に関する啓発・教育・学習の推進を図ること。 

 

第３章 環境基本計画の策定 

（環境基本計画） 

第９条 市長は，環境の保全に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため，環境の

保全に関する基本的な計画（以下「環境基本計画」という。）を定めなければならない。 

２ 環境基本計画は，地域の自然的，社会的特性を考慮して，次に掲げる事項について定

めるものとする。 

(1) 環境の保全に関する長期的な目標 

(2) 環境の保全に関する施策に係る基本的な事項 

(3) 前２号に掲げるもののほか，環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進す

るために必要な事項 

３ 市長は，環境基本計画を定めようとするときは，市民及び事業者又はこれらの者の組

織する団体の意見を反映することができるよう必要な措置を講じるものとする。 

４ 市長は，環境基本計画を定めようとするときは，あらかじめ呉市環境審議会（以下「環

境審議会」という。）の意見を聴かなければならない。 

５ 市長は，環境基本計画を定めたときは，速やかに，これを公表しなければならない。 

６ 前３項の規定は，環境基本計画の変更について準用する。 

（年次報告） 

第 10 条 市長は，環境の状況及び環境基本計画に基づく環境の保全に関する施策の実施状 

況を明らかにするための年次報告書（以下「年次報告書」という。）を作成し，公表しな

ければならない。 

（総合的調整） 

第 11 条 市は，環境に影響を及ぼすと認められる施策を策定し，及び実施するに当たって 

は，環境基本計画との整合を図らなければならない。 

２ 市は，市の環境の保全に関する施策について総合的に調整し，及び推進するために必 

要な措置を講じるものとする。 

 

第４章 環境の保全に関する施策の推進 

（規制の措置） 

第 12 条 市は，環境の保全上の支障を防止するため，必要な規制の措置を講じるよう努め 

るものとする。 

（監視，測定，調査等） 

第 13 条 市は，環境の保全に関する施策を適正に実施するため，環境の状況を把握すると 

ともに，必要な監視，測定等の体制を整備するように努めるものとする。 

２ 市は，環境の保全に関する施策を適正に実施するため，公害の防止，自然環境の保全， 

地球環境の保全その他の環境の保全に関する事項について，情報の収集に努めるととも

に，調査の実施及びその成果の普及に努めるものとする。 

（環境影響への事前配慮） 

第 14 条 市は，環境に影響を及ぼすおそれのある事業を行う事業者があらかじめその事業 

に係る環境の保全について適正に配慮するよう必要な措置を講じるように努めるものと

する。 

（公共施設等の整備等） 

第 15 条 市は，環境の保全上の支障を防止するための公共施設等の整備その他の事業を推 

進するものとする。 

（資源の循環的な利用等の推進） 
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第 16 条 市は，環境への負荷の低減を図るため，事業者及び市民による資源の循環的な利 

用，エネルギーの有効利用及び廃棄物の減量が促進されるように必要な措置を講じるも

のとする。 

２ 市は，環境への負荷の低減を図るため，市の施設の建設，維持管理その他の事業の実 

施に当たって，資源の循環的な利用，エネルギーの有効利用及び廃棄物の減量に努める

ものとする。 

（快適環境の確保） 

第 17 条 市は，快適な環境を確保するため，魅力ある街並みの創造，美しい緑地等の保全， 

文化財の保護その他の良好な景観の形成に関し必要な措置を講じるものとする。 

（財政上の措置） 

第 18 条 市は，環境の保全に関する施策を推進するため，必要な財政上の措置を講じるよ 

うに努めるものとする。 

（地球環境保全の推進） 

第 19 条 市は，市，市民及び事業者がそれぞれの役割に応じて地球環境の保全に資するよ 

う行動するため，必要な措置を講じるように努めるものとする。 

（国際環境協力） 

第 20 条 市は，海外の地域の環境の保全に関する国際協力の円滑な推進を図るため，必要 

な措置を講じるように努めるものとする。 

 

第５章 情報の提供と市民参加 

（環境教育及び学習の推進） 

第 21 条 市は，環境の保全に関し，市民及び事業者又はこれらの者の組織する団体がその 

理解を深めるとともに活動の意欲を高めるようにするため，環境の保全に関する教育及

び学習の振興並びに広報活動の充実など，必要な措置を講じるものとする。 

（市民等の自主的な活動への支援） 

第 22 条 市は，市民及び事業者又はこれらの者の組織する団体が自発的に行う環境の保全 

に関する活動が促進されるように，必要な支援の措置を講じるものとする。 

（情報の提供） 

第 23 条 市は，環境教育及び学習を推進し，並びに市民及び事業者又はこれらの者の組織 

する団体の自発的な活動を促進するため，個人及び法人の権利利益の保護に配慮しつつ，

環境の保全に関する必要な情報を適切に提供するように努めるものとする。 

 （市民等の意見の施策への反映） 

第 24 条 市は，環境の保全に関する施策を推進するため，市民及び事業者又はこれらの者 

の組織する団体の意見を反映するように努めるものとする。 

 

第６章 環境審議会 

（環境審議会） 

第 25 条 市は，環境基本法（平成５年法律第 91 号）第 44 条の規定により，環境審議会を 

置く。 

２ 環境審議会は，市長の諮問に応じ，環境の保全について次に掲げる事項を調査審議す

る。 

(1) 環境基本計画の策定及び変更に関すること。 

(2) 年次報告書に関すること。 

(3) その他環境の保全に関する重要事項に関すること。 

３ 環境審議会は，前項に定める事項について，市長に意見を述べることができる。 

４ 環境審議会は，委員 19 人以内をもって組織する。 

５ 委員の任期は，２年とし，再任を妨げない。ただし，補欠委員の任期は，前任者の残任期 

間とする。 
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６ 前各項に定めるもののほか，環境審議会の組織及び運営について必要な事項は，規則で 

定める。 

 

   一部改正〔平成 11 年条例 31 号〕 

付 則 

（施行期日） 

１ この条例は，平成 11 年４月１日から施行する。 

（附属機関の設置に関する条例の一部改正） 

２ 附属機関の設置に関する条例（昭和 28 年呉市条例第 29 号）の一部を次のように改正 

する。 

別表呉市環境審議会の項を削る。 
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資料２ 呉市環境審議会委員名簿 

（敬称略，令和 4 年 10 月 31 日現在） 

所 属 職 名 氏 名 

広島大学 大学院統合生命科学研究科 教授 中坪 孝之 

海上保安大学校 基礎教育講座 准教授 川村 紀子 

広島文化学園大学 名誉教授 大藤 文夫 

広島国際大学 薬学部 講師 前田 志津子 

広島県立総合技術研究所西部工業技術センター 次長（兼）技術支援部長 縄稚 典生 

呉市医師会 副会長 石井 哲朗 

呉市教育委員会 委員 佐々木 元 

呉商工会議所 専務理事 柳曽 隆行 

呉漁業協同組合連絡協議会 会長 囊川 宏夫 

連合広島呉地域協議会 副議長 賀谷 悠平 

呉市自治会連合会 副会長 川畑 勝之 

呉市女性連合会 副会長 島田 敬美 

呉市消費者協議会 会長 清田 清美 

くれ環境市民の会 運営委員 小倉 亜紗美 

ひろしま自然の会 会長 前西 聡 

広島県西部厚生環境事務所呉支所 衛生環境課 参事 上堀 慎也 

市民代表（無作為抽出方式により選出）   山田 恵美子 

市民代表（無作為抽出方式により選出）   野間 祥二 

委嘱期間：令和 4 年 7月 27 日～令和 6 年 7 月 26 日 
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資料３ SDGs の 17 目標でみる第３次呉市環境基本計画の分野別施策 

基本方針別取組分野 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 
貧困を 

無くそう 

飢餓を 

ゼロに 

すべての 

人に健康 

と福祉を 

質の高い 

教育を 

みんなに 

ジェンダー 

平等を 

実現しよう 

安全な水と 

トイレを 

世界中に 

 

エネルギーを 

みんなに 

そして 

クリーンに 

       

基本方針１ 気候変動への対応 

１ 省エネルギー対策の推進    ○   ◎ 

２ 再生可能エネルギーの 

導入促進 
   ○   ◎ 

３ 多様な手法による 

地球温暖化対策の推進 
   ○   ○ 

４ 気候変動影響への適応 ○ ○ ○ ○    

基本方針２ 生物多様性の保全 

１ 生物生息環境の保全  ○  ○  ○  

２ 自然資源の持続可能 
な利用    ○  ○  

基本方針３ 地域環境の保全 

１ 生活環境の保全   ◎ ○  ◎  

２ 有害化学物質等への対応   ◎   ○  

３ 緑化の推進        

４ 環境美化の推進        

基本方針４ 循環型社会の構築 

１ ごみの減量（４Rの推進）  ◎  ○    

２ 廃棄物の適正処理   ○ ○  ◎  

基本方針５ 持続可能な社会の基盤づくり 

１ 環境教育・学習の推進    ◎  ○  

２ 環境情報の提供 ○  ○ ○    

３ 市民協働による取組     ○  ○ 

４ 環境産業の振興     ○   

◎：直接関係する目標， 〇：関連する目標 
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⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ 
働きがいも 

経済成長も 

産業と技術 

革新の基礎 

をつくろう 

人や国の 

不平等を 

なくそう 

住み続け 

られるまち 

づくりを 

つくる責任 

つかう責任 

気候変動に 

具体的な 

対策を 

海の豊かさ 

を守ろう 

緑の豊かさ 

も守ろう 

平和と公正 

をすべての 

人に 

パートナー 

シップで 

目標を達成 

しよう 

          

 

 ◎  ◎ ○ ◎     

○ ◎  ◎ ○ ◎     

   ◎ ○ ○ ○ ○   

   ◎  ◎  ○   

 

 ○  ○ ○ ○ ◎ ◎   

○   ○ ○ ○ ○ ◎   

 

 ○  ◎ ◎  ◎ ○   

 ○  ◎ ◎  ○ ○   

   ◎  ○  ○   

○   ○   ○    

 

 ◎  ◎ ◎  ◎    

○   ◎ ○  ◎    

 

  ○ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○  

  ○ ◎ ○ ◎   ○  

  ○ ◎ ○ ◎ ○ ○ ○ ◎ 

○ ◎ ○  ○      
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資料４ 温室効果ガス現況排出量等の算定方法 

１ 区域内温室効果ガス排出量等（区域施策編） 

 現況排出量等算定方法の概要 

呉市では，平成25（2013）年度以降における区域内温室効果ガス現況排出量
等について，「地⽅公共団体実⾏計画（区域施策編）策定・実施マニュアル（令和
4 年 3 ⽉）」（以下「区域マニュアル」といいます。）に基づき，算定⽅法の⾒直しを⾏
いました。 

算定対象は，区域マニュアルにおいて呉市が属する「中核市」で把握が望まれるとさ
れている部門・分野のうち，呉市内で該当する活動があり，排出量の算定が可能なも
のを主としています。また，各部門・分野別の算定⽅法は，区域マニュアルの算定⽅法
を基本としていますが，事務事業編算定値との整合確保等のため，⼀部の部門・分
野については別の算定⽅法を採⽤しています。 

 

付表 4-1 区域内温室効果ガス現況排出量の算定対象及び算定方法（1/2） 

部門・分野 ガス種※1 算定方法 

産業部門 

製造業 エネ CO2 都道府県別按分法(実績値活用) 

建設業・鉱業 エネ CO2 都道府県別按分法(実績値活用) 

農林水産業 エネ CO2 都道府県別按分法(実績値活用) 

家庭部門 エネ CO2 都道府県別按分法(実績値活用) 

業務その他部門 エネ CO2 都道府県別按分法(実績値活用) 

運輸部門 

自動車 エネ CO2 
道路交通センサス自動車起終点 

調査データ活用法 

鉄道 エネ CO2 全国事業者別按分法 

船舶 エネ CO2 全国按分法 

エネルギー転換部分 エネ CO2 該当する活動がないため対象外 

燃料の燃焼分野 
燃料の燃焼 CH4・N2O 排出量の算定が困難なため対象外 

自動車走行 CH4・N2O 区域マニュアル手法 

工業プロセス分野 
非エネ CO2・ 

CH4・N2O 
排出量の報告がないため対象外 

農業分野 

耕作 CH4・N2O 区域マニュアル手法 

畜産（飼養） CH4 区域マニュアル手法 

畜産（排せつ物） 
CH4 事務マニュアル手法※2 

N2O 区域マニュアル手法 

農業廃棄物 CH4・N2O 区域マニュアル手法 

注）灰色に着色した部門・分野は，区域マニュアルにおいて中核市で「可能であれば把握が望まれる」

とされている部門・分野であるものの，該当する活動がない等の理由により対象外としています。 

※1：「エネ CO2」はエネルギー起源 CO2，「非エネ CO2」は非エネルギー起源 CO2を指します。 

※2：「事務マニュアル手法」とは，「地方公共団体実行計画（事務事業編）策定・実施マニュアル（算定

手法編）（令和 4年 3月）」の手法を指し，区域マニュアル手法では排出量の算定が困難，あるいは

事務事業編算定値との整合確保のために，区域マニュアル手法の代替手法として採用しています。 
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付表 4-2 区域内温室効果ガス現況排出量の算定対象及び算定方法（2/2） 

部門・分野 ガス種※1 算定方法 

廃棄物分野 

焼却処分 

（一般廃棄物） 

非エネ CO2 区域マニュアル手法 

CH4・N2O 区域マニュアル手法 

排水処理 

（終末処理場） 
CH4・N2O 区域マニュアル手法 

排水処理 

（し尿処理場） 
CH4・N2O 区域マニュアル手法 

排水処理 

（生活排水処理施設） 
CH4・N2O 事務マニュアル手法※2 

原燃料使用等 
非エネ CO2 区域マニュアル手法 

CH4・N2O 排出量の報告がないため対象外 

代替フロン等 4 ガス分野 
HFC 事務事業編算定値を引用※3 

PFC・SF6・NF3 排出量の報告がないため対象外 

吸収部門 森林吸収 CO2 
森林全体の炭素蓄積変化を推計する

手法 

注）灰色に着色した部門・分野は，区域マニュアルにおいて中核市で「可能であれば把握が望まれる」

とされている部門・分野であるものの，該当する活動がない等の理由により対象外としています。

青色に着色した部門・分野は，区域マニュアルにおいて中核市で把握が望まれる部門・分野とはさ

れていないものの，呉市では対象としています。 

※1：「エネ CO2」はエネルギー起源 CO2，「非エネ CO2」は非エネルギー起源 CO2を指します。 

※2：「事務マニュアル手法」とは，「地方公共団体実行計画（事務事業編）策定・実施マニュアル（算定

手法編）（令和 4年 3月）」の手法を指し，区域マニュアル手法では排出量の算定が困難，あるいは

事務事業編算定値との整合確保のために，区域マニュアル手法の代替手法として採用しています。 

※3：区域マニュアル手法で引用することとなっている資料では，区域内事業所から排出量の報告が現状

ないものの，事務事業編での算定にて公共施設からの排出量は把握されていることから，事務事業

編での HFC 排出量算定値を引用することとしています。 

 

 部門別算定方法の概要 

（1） 産業部門 

① 製造業 

〈 都市ガス 〉 

呉市の 

工業用都市ガス使用量 
× 

広島県の 

産業部門都市ガス炭素排出量 

における製造業の割合 

× 
都市ガス 

CO2排出係数 

〈 その他 〉 

広島県の 

製造業 

炭素排出量 

× 

 呉市の 

製造業 

製造品出荷額等 

÷ 

広島県の 

製造業 

製造品出荷額等 

 

× 
変換係数 

（44/12） 
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② 建設業・鉱業 

〈 都市ガス 〉 

呉市の 

工業用都市ガス使用量 
× 

広島県の 

産業部門都市ガス炭素排出量 

における建設業・鉱業の割合 

× 
都市ガス 

CO2排出係数 

〈 その他 〉 

広島県の 

建設業・鉱業 

炭素排出量 

× 

 呉市の 

建設業・鉱業 

従業者数 

÷ 

広島県の 

建設業・鉱業 

従業者数 

 

× 
変換係数 

（44/12） 

 

③ 農林水産業 

〈 都市ガス 〉 

呉市の 

工業用都市ガス使用量 
× 

広島県の 

産業部門都市ガス炭素排出量 

における農林水産業の割合 

× 
都市ガス 

CO2排出係数 

〈 その他 〉 

広島県の 

農林水産業 

炭素排出量 

× 

 呉市の 

農林漁業 

従業者数 

÷ 

広島県の 

農林漁業 

従業者数 

 

× 
変換係数 

（44/12） 

 

（2） 家庭部門 

〈 都市ガス 〉 

呉市の 

家庭用都市ガス使用量 
× 

都市ガス 

CO2排出係数 

〈 その他 〉 

広島県の 

家庭部門炭素排出量 
× 

 呉市の 

世帯数 
÷ 

広島県の 

世帯数 

 
× 

変換係数 

（44/12） 

 

（3） 業務その他部門 

〈 都市ガス 〉 

 

呉市の 

商業用 

都市ガス使用量 

＋ 

呉市の 

医療用 

都市ガス使用量 

＋ 

呉市の 

その他 

都市ガス使用量 

 

× 

都市ガス 

CO2 

排出係数 

〈 その他 〉 

広島県の 

業務その他部門 

炭素排出量 

× 

 
呉市の 

業務系延べ面積 
÷ 

広島県の 

業務系延べ面積 

 

× 
変換係数 

（44/12） 

 

（4） 運輸部門 

① 自動車 

呉市の 

1 人 1 日あたり 

トリップ数 

× 

呉市の 

1 トリップあたり 

走行距離 

× 
CO2 

排出係数 
× 

年間 

日数 
× 

呉市の 

人口 
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② 鉄道 

〈 電力 〉 

JR 西日本の 

列車電気使用量 
× 

 呉市の 

市内営業キロ数 
÷ 

JR 西日本の 

営業キロ数 
 × 

電力 

CO2排出係数 

〈 軽油 〉 

JR 西日本の 

列車軽油使用量 
× 

 呉市の 

市内営業キロ数 
÷ 

JR 西日本の 

営業キロ数 
 × 

軽油 

CO2排出係数 

 

③ 船舶 

国の 

船舶炭素排出量 
× 

 呉市の 

入港船舶 

総トン数 

÷ 

国の 

入港船舶 

総トン数 

 × 
変換係数 

（44/12） 

 

（5） 燃料の燃焼分野（自動車の走行） 

広島県の 

走行キロ 
× 

 呉市の 

自動車保有台数 
÷ 

広島県の 

自動車保有台数 
 × 

CH4/N2O 

排出係数 

 

（6） 農業分野 

① 耕作（水田） 

 呉市の 

水田作付面積 
× 

中国地方の 

間欠灌漑水田割合 
× 

間欠灌漑水田 

CH4排出係数 
 

 

＋  呉市の 

水田作付面積 
× 

中国地方の 

常時灌水田割合 
× 

常時灌水田 

CH4排出係数 

 

 

② 耕作（肥料の使用） 

呉市の 

品目別作付面積 
×  

化学肥料 

N2O 排出係数 
＋ 

有機肥料 

N2O 排出係数 
 

 

③ 耕作（残さすき込み） 

呉市の 

農業生産量 
× 

全国の 

乾物率 
× 

全国の 

残さ率 
× 

 
1- 

全国の 

野焼き率 
 × 

N2O 

排出係数 

 

④ 畜産（飼養） 

呉市の 

畜種別飼養頭数 
× CH4排出係数 

 

⑤ 畜産（排せつ物管理） 

呉市の 

畜種別飼養頭数 
× CH4/N2O 排出係数 

 

⑥ 農業廃棄物 

呉市の 

農業生産量 
× 

全国の 

残さ率 
× 

全国の 

野焼き率 
× 

CH4/N2O 

排出係数 
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（7） 廃棄物分野 

① 焼却処分（一般廃棄物） ※ 事務事業編と共通 

〈 CO2 〉 

 呉市の 

一般廃棄物 

焼却量 

× 

呉市の 

一般廃棄物中 

廃プラ割合 

× 

全国の 

廃プラ 

固形分割合 

× 
廃プラ 

排出係数 

 

 

＋ 
 呉市の 

一般廃棄物 

焼却量 

× 

全国の 

一般廃棄物中 

繊維くず割合 

× 

全国の 

繊維くず 

固形分割合 

× 

全国の 

繊維くず中 

合成繊維割合 

× 
合成繊維 

排出係数 

 

〈 CH4・N2O 〉 

 呉市の 

連続燃焼式施設 

焼却量 

× 

連続燃料式 

CH4/N2O 

排出係数 

 

＋ 

 呉市の 

バッチ燃料式施設 

焼却量 

× 

バッチ燃料式 

CH4/N2O 

排出係数 

 

 

② 排水処理（終末処理場） 

呉市の 

終末処理場における下水等処理量 
× CH4/N2O 排出係数 

 

③ 排水処理（し尿処理場） 

呉市の 

し尿処理施設における下水等処理量 
× CH4/N2O 排出係数 

 

④ 排水処理（生活排水処理施設） ※ 事務事業編と共通 

呉市の 

浄化槽処理対象人員 
× CH4/N2O 排出係数 

 

⑤ 原燃料使用等 

呉市内特定事業所 A の 

原燃料使用に伴う 

非エネ CO2排出量 

＋ 

呉市内特定事業所 B の 

原燃料使用に伴う 

非エネ CO2排出量 

＋… …＋ 

呉市内特定事業所 n の 

原燃料使用に伴う 

非エネ CO2排出量 

 

（8） 代替フロン等4ガス分野（HFC） ※ 事務事業編と共通 

呉市事務事業の 

カーエアコン使用台数 
× HFC 排出係数 

 

（9） 吸収部門（森林吸収） 

 呉市の 

民有林蓄積 
× 拡大係数 ×  1+ 地下部率 

 
× 容積密度 × 

炭素 

含有率 

 

― 

呉市の 

H24 年度末 

炭素蓄積量 

 

÷ 

 

算定年度 ― H24 年度  × 
変換係数 

（44/12） 
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２ 事務事業に伴う温室効果ガス排出量（事務事業編） 

 現況排出量算定方法の概要 

呉市では，平成 25（2013）年度以降における事務事業に伴う温室効果ガス現
況排出量について，「地⽅公共団体実⾏計画（事務事業編）策定・実施マニュアル
（算定⼿法編）（令和 4 年 3 ⽉）」（以下「事務マニュアル」といいます。）に基づ
き，算定⽅法の⾒直しを⾏いました。 

算定対象は，事務マニュアルに掲載されている活動区分のうち，呉市の事務事業で
該当する活動があり，排出量の算定が可能なものとしています。また，各活動区分別
の算定⽅法は，事務マニュアルの算定⽅法に準拠しています。 

 

付表 4-3 呉市事務事業における温室効果ガス現況排出量の算定対象 

ガス種 活動区分 

CO2 

燃料の使用 

他人から供給された電気の使用 

一般廃棄物の焼却 

CH4 

自動車の走行 

施設（終末処理場及びし尿処理施設）における下水等の処理 

浄化槽におけるし尿及び雑排水の処理 

一般廃棄物の焼却 

その他（CNG 車の走行） 

N2O 

自動車の走行 

施設（終末処理場及びし尿処理施設）における下水等の処理 

浄化槽におけるし尿及び雑排水の処理 

一般廃棄物の焼却 

その他（CNG 車の走行） 

HFC 自動車用エアコンディショナーの使用 

 

 活動区分別算定方法の概要 

（1） 燃料の使用に伴うCO2排出量 

呉市事務事業の 

燃料種別燃料使用量 
× 

燃料種別 

単位発熱量 
× 

燃料種別 

炭素排出係数 
× 

変換係数 

（44/12） 

 

（2） 他人から供給された電気の使用に伴うCO2排出量 

呉市事務事業の 

電気供給者別電力使用量 
× 電気供給者別電力排出係数 
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（3） 一般廃棄物の焼却に伴うCO2・CH4・N2O排出量 ※ 区域施策編と共通 

〈 CO2 〉 

 呉市の 

一般廃棄物 

焼却量 

× 

呉市の 

一般廃棄物中 

廃プラ割合 

× 

全国の 

廃プラ 

固形分割合 

× 
廃プラ 

排出係数 

 

 

＋ 
 呉市の 

一般廃棄物 

焼却量 

× 

全国の 

一般廃棄物中 

繊維くず割合 

× 

全国の 

繊維くず 

固形分割合 

× 

全国の 

繊維くず中 

合成繊維割合 

× 
合成繊維 

排出係数 

 

〈 CH4・N2O 〉 

 呉市の 

連続燃焼式施設 

焼却量 

× 

連続燃料式 

CH4/N2O 

排出係数 

 

＋ 

 呉市の 

バッチ燃焼式施設 

焼却量 

× 

バ ッ チ 燃 焼 式 

CH4/N2O 

排出係数 

 

 

（4） 自動車の走行に伴うCH4・N2O排出量 

呉市事務事業の 

公用車総走行距離 
× CH4/N2O 排出係数 

 

（5） 施設における下水等の処理に伴うCH4・N2O排出量 

 呉市の 

終末処理場 

下水等処理量 

× 
終末処理場 

排出係数 
 ＋  

呉市の 

し尿処理施設 

下水等処理量 

× 
し尿処理施設 

排出係数 

 

 

（6） 浄化槽におけるし尿及び雑排水の処理に伴うCH4・N2O排出量 ※ 区域施策編と共通 

呉市事務事業の 

浄化槽処理対象人員 
× CH4/N2O 排出係数 

 

（7） 自動車用エアコンディショナーの使用に伴うHFC排出量 ※ 区域施策編と共通 

呉市事務事業の 

カーエアコン使用台数 
× HFC 排出係数 
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資料５ 区域内温室効果ガス排出量の将来推計結果 

１ 将来予測の概要 

呉市地球温暖化対策計画実⾏計画（区域施策編）における温室効果ガス排出
量削減目標の設定に際し，目標を設定する令和 12（2030）年と令和 32（2050）
年における呉市の温室効果ガス排出量を予測しました。 

将来予測は，今後追加的な対策を⾏わなかった場合の「現状趨勢ケース
（BAU）」，省エネルギー対策や廃棄物減量対策を⾒込んだ場合の「省エネ対策ケ
ース」，脱炭素社会の実現に向けて再生可能エネルギーの導入等も⾒込んだ場合の
「脱炭素ケース」の 3 段階で⾏いました。将来予測全体のイメージを付図 5-1 に示しま
す。 

なお，「現状趨勢ケース」及び 2030 年時点の「省エネ対策ケース」と「脱炭素ケース」
の予測⽅法は，環境省の「地⽅公共団体実⾏計画（区域施策編）策定・実施マニ
ュアル（算定⼿法編）（令和 4 年 3 ⽉）」を，2050 年時点の「省エネ対策ケース」
と「脱炭素ケース」の予測⽅法は，環境省の「地⽅公共団体における⻑期の脱炭素シ
ナリオ作成⽅法とその実現⽅策に係る参考資料 Ver.1.0（令和 3 年 3 ⽉）」を参考
にしています。 

 

付図 5-1 区域内温室効果ガス排出量の将来予測イメージ 
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２ 現状趨勢ケース（BAU） 

 現状趨勢ケースの概要 

今後追加的な対策を⾒込まないまま推移した場合の温室効果ガス排出量として，
目標年度の令和 12（2030）年度と令和 32（2050）年度における，現状維持ケ
ース（BAU）の温室効果ガス排出量（BAU 排出量）等を推計しました。推計⽅法
の概要は付図 5-2 に示すとおりであり，現状年度（今回の推計では平成 30 年度）
の温室効果ガス排出量等に，それらと相関の強い活動量（⼈⼝，生産量など）の将
来の変化率を乗じて推計します。 

推計対象は，区域内温室効果ガス排出量の⼤部分を占める⼆酸化炭素の排出
部門と森林吸収量とし，付表 5-1 のとおり部門別に活動量の選定と推計を⾏いました。 

 

付図 5-2 現状趨勢ケースにおける推計方法の概要 

  
資料：環境省公表資料「地方公共団体実行計画（区域施策編）策定・実施マニュアル（算定手法編）（令和 4 年 3 月）」  

 

付表 5-1 現状趨勢ケースにおける部門別の活動量及び推計手法 

 

部門 活動量 推計手法

製造業
鉄鋼業以外の
製造品出荷額等

直近10年間の活動量の実績値から最も決定係数の高い対数
近似式により活動量の変化率を設定

建設業·鉱業 従業者数
直近5年間の活動量の実績値から最も決定係数の高い対数近
似式により活動量の変化率を設定

農林水産業 水稲の収穫量
直近10年間の活動量の実績値から最も決定係数の高い対数
近似式により活動量の変化率を設定

業務その他部門 業務床面積の伸び率
資源エネルギー庁公表資料「長期エネルギー需給の見通
し」の2030年度の業務床面積の伸び率を用いて活動量の変
化率を設定

家庭部門 人口
直近10年間の活動量の実績値及び「第５次呉市長期総合計
画」で示される将来人口から最も決定係数の高い指数近似
式により活動量の変化率を設定

貨物
貨物車全体の
トリップあたり距離

直近10年間の活動量の実績値から最も決定係数の高い直線
近似式により活動量の変化率を設定

旅客 乗用車保有台数
直近10年間の活動量の実績値から最も決定係数の高い対数
近似式により活動量の変化率を設定

鉄道 営業キロ数
営業キロ数は不連続な経年推移をしており，活動量の変化
率設定は困難なため，家庭部門と同様の手法により，人口
により活動量の変化率を設定

船舶 交通需要の伸び率
資源エネルギー庁公表資料「長期エネルギー需給の見通
し」の2030年度の交通需要の伸び率を用いて活動量の変化
率を設定

廃棄物分野 ビニール等組成割合
ビニール等組成割合は不連続な経年推移をしており，活動
量の変化率設定は困難なため，直近３年間の平均値で推移
するものとして推計

森林吸収量 民有林蓄積量
直近10年間の活動量の実績値から最も増加量の緩やかな対
数近似式により活動量の変化率を設定

自動車

運
輸
部
門

産
業
部
門
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 現状趨勢ケースの予測結果 

森林吸収量を加味した BAU 実質排出量は，令和 12（2030）年度に 3,541
千 t-CO2，令和 32（2050）年度に 3,707 千 t-CO2 となりました。基準年度である
平成 25（2013）年度の 5,102 千 t-CO2 と⽐較すると，令和 12 年度は 31％
（1,562 千 t-CO2），令和 32 年度は 27％（1,395 千 t-CO2）減少する⾒込み
となります。 

区域内温室効果ガス排出量の過半数を占める産業部門では，市内⼤規模事業
所の操業停⽌による製造業の⼆酸化炭素排出量の減少に伴い，直近年度の平成
30 年度から 1,000 千 t-CO2 以上減少する⾒込みとなっています。 

 

付表 5-2 現状趨勢ケース（BAU）の温室効果ガス排出量等 

 

注）端数処理の都合により，表中の数値で計算した数値や合計値と一致しない場合があります。 

 

付図 5-3 現状趨勢ケース（BAU）における温室効果ガス総排出量の経年推移 

  

単位：千t-CO2

H25比 H25比

二酸化炭素（CO2） 5,114 4,909 4,820 4,780 4,999 4,899 3,564 -30% 3,732 -27%

産業部門 3,689 3,550 3,446 3,464 3,691 3,638 2,336 -37% 2,551 -31%
製造業 3,649 3,517 3,413 3,434 3,661 3,611 2,314 -37% 2,533 -31%
建設業・鉱業 21 19 19 16 16 15 13 -38% 11 -46%
農林水産業 19 13 14 15 14 12 9 -50% 7 -62%

民生部門 993 933 884 809 798 776 728 -27% 662 -33%
家庭 470 447 409 396 391 380 329 -30% 259 -45%
業務 523 486 474 413 407 396 399 -24% 404 -23%

運輸部門 389 381 454 460 455 440 452 16% 469 21%
自動車 273 268 346 342 338 333 345 26% 363 33%
鉄道 18 17 17 17 17 15 13 -25% 10 -41%
船舶 98 96 91 101 101 92 94 -5% 96 -2%

廃棄物分野 43 46 36 47 54 45 49 13% 49 13%

焼却処分 37 36 30 34 43 35 37 2% 37 2%

原燃料使用等 6 10 7 12 12 10 11 80% 11 80%

メタン（CH4) 3 3 3 3 3 2 3 -5% 3 -5%

6 5 5 5 5 5 5 -7% 5 -7%

代替フロン 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 14% 0.01 14%

5,123 4,918 4,828 4,788 5,006 4,907 3,572 -30% 3,740 -27%

-20 -21 -30 -37 -32 -30 -31 54% -33 59%
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３ 省エネ対策ケース 

 省エネ対策ケースの概要 

省エネルギー対策や廃棄物減量対策を実施した場合の温室効果ガス排出量として，
目標年度の令和 12（2030）年度と令和 32（2050）年度における，省エネ対策
ケースの温室効果ガス排出量等を推計しました。このうち，エネルギーの使⽤に伴い発
生する⼆酸化炭素（エネルギー起源 CO2）の推計⽅法の考え⽅は付図 5-4 に示す
とおりであり，現状趨勢ケース（BAU）の温室効果ガス排出量に，省エネルギー対策
によるエネルギー使⽤の効率化（エネルギー消費原単位の低減）を反映して推計しま
す。 

省エネ対策ケースで削減効果を⾒込んだ対策の項目は付表 5-3 に示すとおりであり，
次⾴以降にその詳細を示します。 

 

付図 5-4 省エネ対策ケースの考え方 

 

 

付表 5-3 省エネ対策ケースで削減効果を見込んだ対策項目の一覧 

対策項目 

削減効果を 

見込む時期 

R12 R32 

国の「地球温暖化対策計画」に基づく削減対策 

○ －  国が令和 12（2030）年に温室効果ガス排出量平成 25（2013）年

度比 46％削減を達成するために実施する対策による削減見込量。 

一般廃棄物におけるごみ総排出量削減目標の達成 

○ －  「呉市一般廃棄物処理基本計画（令和 4（2022）年 3 月）」にて設

定されたごみ総排出量削減目標の達成による削減見込量。 

令和 32（2050）年脱炭素社会実現に向けた対策 

－ ○ 
 「令和 32（2050）年脱炭素社会実現に向けたシナリオに関するー

分析」に示されている，令和 32（2050）年までの技術及び社会変

容による削減見込量。 
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 国の「地球温暖化対策計画」に基づく削減対策による削減量の推計 

国の「地球温暖化対策計画」に基づき，各主体が国等と連携して進める対策を付
表 5-4 のとおり選定し，呉市内における活動量を基に，温室効果ガス排出量等の削
減⾒込量を推計しました。 

推計の結果，令和 12（2030）年度における温室効果ガス排出量の削減⾒込量
は 298 千ｔ-CO2 となり，平成 25（2013）年度の総排出量から 5.8％削減される
⾒込みとなりました。 

 

付表 5-4 国の「地球温暖化対策計画」による削減量の推計結果（令和 12（2030）年度） 

部門 主要な対策 
削減見込量 

(千 t-CO2) 

削減見込量 

（TJ） 

産

業 

部

門 

製造業 

省エネルギー性能の高い設備・機器等の導入促進 146 2,029 

業種間連携省エネルギーの取組推進   0.9 14 

燃料転換の推進  3 0 

ＦＥＭＳを利用した徹底的なエネルギー管理の実施  3 44 

建設業・鉱業 省エネルギー性能の高い設備・機器等の導入促進   0.5 8 

農林水産業 省エネルギー性能の高い設備・機器等の導入促進  2 24 

業務部門 

建築物の省エネルギー化  15 239 

高効率な省エネ機器の普及・トップランナー制度等

による機器の省エネルギー性能向上 
 10 260 

ＢＥＭＳの活用，省エネルギー診断等を通じた徹底

的なエネルギー管理の実施 
 8 114 

脱炭素型ライフスタイルへの転換    0.1       2 

廃棄物処理における取組（エネルギー起源 CO2）    0.6       8 

家庭部門 

住宅の省エネ化 11     170 

高効率な省エネ機器の普及 10     238 

トップランナー制度等による機器の省エネ性能向上  7     114 

ＨＥＭＳ・スマートメーター・スマートホーム 

デバイスの導入や省エネルギー情報提供を通じた

徹底的なエネルギー管理の実施 

11 161 

脱炭素型ライフスタイルへの転換    0.5   10 

運

輸 

部

門 

自動車 

次世代自動車の普及，燃費改善 38  547 

道路交通流対策  3   43 

環境に配慮した自動車使用等の促進による 

自動車運送事業等のグリーン化 
   0.5 ― 

公共交通機関及び自転車の利用促進  2   7 

トラック輸送の効率化，共同輸配送の推進  9 ― 

物流施設の脱炭素化     0.04 ― 

脱炭素型ライフスタイルへの転換  4  65 

鉄道 鉄道分野の脱炭素化     0.001      0.01 

船舶 
船舶分野の脱炭素化 13 170 

港湾における取組    0.1 ― 

農業分野（CH4） 
農地土壌に関連する温室効果ガス排出削減対策 

（水田メタン排出削減） 
   0.1 ― 

農業分野（N2O） 
農地土壌に関連する温室効果ガス排出削減対策 

（施肥に伴う一酸化二窒素削減） 
    0.03 ― 

合計 298 4,264 

H25 年度比削減率 5.8% 7.6% 

注）端数処理の都合により，表中の数値で計算した合計値とは一致しない場合があります。  
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 一般廃棄物におけるごみ総排出量削減目標の達成による削減量の推計 

「呉市⼀般廃棄物処理基本計画（令和 4 年 3 ⽉）」では，令和 13（2031）
年度のごみ総排出量を 63,745t に削減する目標を⽴てており，この目標を達成する
際の令和 12（2030）年度におけるごみ総排出量は 64,544t と予測されています。 

このごみ総排出量削減目標の達成により，⼀般廃棄物の焼却に伴う温室効果ガス
の排出削減が⾒込まれるため，国の令和 12（2030）年度における⼀般廃棄物中プ
ラスチック類焼却量の⾒込み値等も参考に，削減効果を推計しました。 

推計の結果，令和 12 年度における温室効果ガス排出量の削減⾒込量は 5 千ｔ
-CO2 となり，平成 25（2013）年度の総排出量から 0.1％削減される⾒込みとなり
ました。 

 

付表 5-5 ごみ総排出量削減目標の達成による削減量の推計結果（令和 12（2030）年度） 

 
実績 BAU 達成後 

H30 年度 R12 年度 

一般廃棄物排出量（t） 77,765  ― 64,544  

一般廃棄物排出量に占めるプラスチック類焼却量 

（乾重量）の割合（％） 
16.8％  ― 18.2％  

一般廃棄物中プラスチック類焼却量（乾重量）（t） 13,044  ― 11,716  

一般廃棄物の焼却に伴う CO2排出量（千 t-CO2） 36  37  32  

削減見込量（千 t-CO2） ― ― 5  

H25 年度比削減率 ― ― 0.1％  

注）端数処理の都合により，表中の数値で計算した数値や合計値と一致しない場合があります。 

 

 

 2050 年脱炭素社会実現に向けた対策による削減量の推計 

（1） エネルギー分野に係る対策 

国⽴環境研究所 AIM プロジェクトチームが公表している「2050 年脱炭素社会実現
に向けたシナリオに関するー分析」（以下「AIM 分析」といいます。）では，脱炭素社
会を実現するための技術・社会変容を⾒込んだ場合における，全国の令和 32
（2050）年部門別エネルギー消費量とエネルギー構成が示されています。これらの変
化率を元に，呉市で脱炭素社会を実現するための技術・社会変容を⾒込んだ場合の
削減効果を推計しました。 

推計の結果，令和 32 年度における温室効果ガス排出量の削減⾒込量は 1,642
千ｔ-CO2 となり，平成 25（2013）年度の総排出量から 32.1％削減される⾒込
みとなりました。 
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付表 5-6 2050 年脱炭素社会実現に向けたエネルギー分野に係る対策による 

削減量の推計結果（令和 32（2050）年度） 

部門 

① ② ③＝①×② ④＝①-③ 

R32 年度 

BAU 排出量 

（千 t-CO2） 

エネルギー 

消費変化率 

R32 年度 

対策後排出量 

（千 t-CO2） 

削減見込量 

（千 t-CO2） 

産業部門 2,551    64% 1,624    928    

業務部門 404    48% 192    211    

家庭部門 259    47% 121    138    

運輸 

部門 

自動

車 

旅客 221    10% 21    200    

貨物 142    28% 39    103    

鉄道 10    53% 5    5    

船舶 96    40% 38    58    

合計 3,683    ― 2,041    1,642    

H25 年度比削減率 ― ― ― 32.1％    

注）端数処理の都合により，表中の数値で計算した数値や合計値と一致しない場合があります。 

 

（2） 非エネルギー分野に係る対策 

国⽴環境研究所 AIM プロジェクトチームが公表している「2050 年脱炭素社会実現
の姿に関する⼀試算」（以下「AIM 試算」といいます。）では，プラスチックの脱石油化
が示されており，石油由来のプラスチックが削減されることにより，焼却時に発生する⼆
酸化炭素の排出削減が⾒込まれています。このAIM試算を参考に，令和32（2050）
年度における呉市のプラスチック原料における石油由来の割合が 50％になると仮定した
場合の削減効果を推計しました。 

推計の結果，令和 32 年度における温室効果ガス排出量の削減⾒込量は 17 千
ｔ-CO2となり，平成 25（2013）年度の総排出量から 0.3％削減される⾒込みとな
りました。 

 

付表 5-7 2050 年脱炭素社会実現に向けた非エネルギー分野に係る対策による  

削減量の推計結果（令和 32（2050）年度） 

 

R32 年度 

BAU 排出量 

（千 t-CO2） 

削減率 
削減見込量 

（千 t-CO2） 

Ｈ25 年度比 

削減率 

廃棄物分野 49 － 17    0.3% 

うち廃プラ由来 34 50% 17      0.3% 

うちその他由来 15 － 0      － 
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 省エネ対策ケースの推計結果 

令和 12（2030）年度及び令和 32（2050）年度における，各対策の削減効
果をすべて反映した際のエネルギー消費量と温室効果ガス排出量を付表 5-8 に示しま
す。 

令和 12 年度においては，エネルギー使⽤量で平成 25（2013）年度⽐ 35.7％
削減，温室効果ガス総排出量で平成 25 年度⽐ 36.2％削減となり，国の令和 12
年度目標値（平成 25 年度⽐ 46％削減）は達成できない⾒込みとなりました。 

令和 32 年度においては，エネルギー使⽤量が 23,486TJ（平成 25 年度⽐
58.1％削減），温室効果ガス総排出量が 2,081 千 t-CO2（平成 25 年度⽐
59.4％削減），森林吸収量を加味した実質排出量でも 2,048 千ｔ-CO2（平成
25 年度⽐ 59.9％削減）となり，排出量実質ゼロは達成できない⾒込みとなりました。 

このことから，省エネ対策ケースで⾒込んだ省エネルギー対策や廃棄物減量対策だけ
では，国に準じた温室効果ガス排出量の削減目標を達成することは困難と予測されま
す。 

 

付表 5-8 省エネ対策ケースにおける将来予測結果  
R12（2030）年 R32（2050）年 

エネルギー 

使用量 

（TJ) 

温室効果 

ガス排出量 

(千 t-CO2) 

エネルギー 

使用量 

（TJ) 

温室効果 

ガス排出量 

(千 t-CO2) 

現状趨勢（BAU)ケース 40,296  3,572  42,457  3,740  

削

減

項

目 

 

「地球温暖化対策計画」 

に基づく削減対策 
▲ 4,264   ▲  298  － － 

ごみ総排出量削減目標 

の達成 
－  ▲    5  － － 

令和 32（2050）年脱炭素

社会実現に向けた対策 
－ － ▲18,972  ▲ 1,659  

 
エネルギー分野 － － ▲18,972  ▲ 1,642  

非エネルギー分野 － － － ▲    17  

合計 36,032  3,269  23,486  2,081  

H25（2013）年度比削減率 35.7%  36.2%  58.1%  59.4%  

注）端数処理の都合により，表中の数値で計算した合計値と一致しない場合があります。 
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付図 5-5 省エネ対策ケースにおけるエネルギー消費量及び温室効果ガス排出量の経年推移 

 

 

注）端数処理の都合により，図中の数値で計算した合計値と一致しない場合があります。 
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４ 脱炭素ケース 

 脱炭素ケースの概要 

省エネルギー対策や廃棄物減量対策に加えて，再生可能エネルギーの導入等も実
施した場合の温室効果ガス排出量として，目標年度の令和 12（2030）年度と令
和 32（2050）年度における，脱炭素ケースの温室効果ガス排出量等を推計しまし
た。推計⽅法の考え⽅は付図 5-6 に示すとおりであり，省エネ対策ケースの温室効果
ガス排出量に，再生可能エネルギーの導入などによる⼆酸化炭素排出量の少ないエネ
ルギーへの転換（炭素集約度の低減）を反映して推計します。 

省エネ対策ケースで削減効果を⾒込んだ対策の項目は付表 5-9 に示すとおりであり，
省エネ対策ケースにはなかった「電⼒排出係数の低減」と「再生可能エネルギーの導入」
について，次⾴以降にその詳細を示します。 

 

付図 5-6 脱炭素ケースの考え方 

 

 

付表 5-9 脱炭素ケースで削減効果を見込んだ対策項目の一覧 

対策項目 

削減効果を 

見込む時期 

R12 R32 

国の「地球温暖化対策計画」に基づく削減対策 ○ － 

一般廃棄物におけるごみ総排出量削減目標の達成 ○ － 

電力排出係数の低減 

○ － 
 

電力排出係数の低減（平成 30（2018）年度：0.618kg-CO2/kWh→

令和 12（2030）年度：0.25kg-CO2/kWh）よる削減見込量。 

令和 32（2050）年脱炭素社会実現に向けた対策 － ○ 

再生可能エネルギーの導入 

○ ○ 呉市における再生可能エネルギーポテンシャルに基づき，再生

可能エネルギーの導入が進んだ場合の削減見込量。 
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 電力排出係数の低減による削減量の推計 

電⼒は使⽤する際には温室効果ガスが発生しませんが，石油などの化石燃料を使っ
て電⼒を作る際には温室効果ガスが発生しています。この電⼒を作る際に発生する温
室効果ガス量を「電⼒排出係数」といい，電⼒排出係数の低い電⼒にすることで，電
⼒使⽤量が同じでも発生する温室効果ガスを削減することができます。 

国の「地球温暖化対策計画」では，令和 12（2030）年度の電⼒排出係数を
0.25kg-CO2/kWh と想定しています。現況推計の直近年度である平成 30（2018）
年度において，呉市区域内における電⼒排出係数は 0.618kg-CO2/kWh 程度であ
り，令和 12 年度に 0.25kg-CO2/kWh まで係数が低減した場合の削減効果を推計
しました。 

推計の結果，令和 12 年度における温室効果ガス排出量の削減⾒込量は 595 千
ｔ-CO2 となり，平成 25（2013）年度の総排出量から 11.6％削減される⾒込みと
なりました。 

 

付表 5-10 電力排出係数の低減による削減量の推計結果（令和 12（2030）年度） 

部門 

（電力使用部門のみ） 

① ② 
③ 

（①×②） 
④ 

③×(0.25/0.618) 

⑤ 

（③-④） 

Ｈ25 年度 

比削減率 
R12 年度 

BAU 排出量 

(千 t-CO2) 

電力 

比率 

電力の使用に伴う 

Ｒ12 年度排出量 

(千 t-CO2) 
削減見込量 

(千 t-CO2) 
BAU 

（直近年度係数）

対策後 

（低減後係数） 

産業 

部門 

製造業 2,314 18% 412 167 245 6.7% 

建設業・鉱業    13 31%   4   2   2 11.5% 

農林水産業     9 17%   2     0.7   1  5.2% 

業務部門   399 75% 299 121 178 34.0% 

家庭部門   329 82% 270 109 161 34.2% 

運輸 

部門 
鉄道    13 97%  13   5   8 43.3% 

合計 3,077 ― 999 404 595 11.6% 

電力排出係数 

（t-CO2/kWh） 
― ― 0.000618 0.00025 ― ― 

注）端数処理の都合により，表中の数値で計算した数値や合計値と一致しない場合があります。 
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 再生可能エネルギーの導入による削減量の推計 

（1） 非化石エネルギー量（再生可能エネルギーに転換可能なエネルギー量）の推計 

呉市で将来的に必要な再生可能エネルギーの量を把握するため，AIM 分析に示さ
れている令和 32（2050）年度の部門別エネルギー消費構成を元に，令和 32 年度
の対策後エネルギー消費量のうち，再生可能エネルギーに転換可能な非化石エネルギ
ー分を推計しました。推計にあたって想定した，呉市における令和 32 年度の部門別エ
ネルギー消費構成は付表 5-11 に示すとおりです。 

 

付表 5-11 脱炭素ケースにおける部門別エネルギー消費構成（令和 32（2050）年度）  

 産業 

部門 

業務 

部門 

家庭 

部門 

運輸部門 

自動車 
鉄道 船舶 

旅客 貨物 

非化石 

エネルギー 

電力 21% 93% 100% 98% 84% 100% 100% 

水素 30% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

合成燃料 24% 5% 0% 2% 16% 0% 0% 

熱供給 0% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 

再エネ 9% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

化石 

エネルギー 

石油 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

石炭 14% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

ガス 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

 

推計の結果，令和 32 年度の対策後エネルギー使⽤量である 23,486TJ のうち，
87％にあたる 20,318TJ が非化石エネルギー分であり，再生可能エネルギーに転換可
能なエネルギー量として⾒込まれました。 

 

付表 5-12 脱炭素ケースにおける部門別エネルギー使用量の内訳（令和 32（2050）年度）  

 

産業 

部門 

業務 

部門 

家庭 

部門 

運輸部門 

合計 自動車 
鉄道 船舶 

旅客 貨物 

R32 年度対策後 

エネルギー使用量 

（TJ） 

19,127 1,874 1,143 264 516 34 527 23,486 

非化石エネルギー 

（TJ） 
15,959 1,874 1,143 264 516 34 527 20,318 

化石エネルギー 

（TJ） 
3,167 0 0 0 0 0 0 3,167 

注）端数処理の都合により，表中の数値で計算した合計値と一致しない場合があります。 
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（２）呉市再生可能エネルギーポテンシャル量による削減量の推計 

（1）で推計した令和 32（2050）年度における再生可能エネルギーへ転換可能
なエネルギー量を，呉市内で生産できる再生可能エネルギーで賄った場合の削減効果
を推計しました。 

推計にあたって⾒込んだ呉市の再生可能エネルギー導入ポテンシャル量は，環境省
の「再生可能エネルギー情報提供システム【REPOS（リーポス）】」等より 8,464TJ/年
であり，令和 32 年度の再生可能エネルギーへ転換可能なエネルギー量（20,318TJ）
の 42％を賄うにとどまりました。このポテンシャル量を呉市における再生可能エネルギーの
最⼤限導入量と位置付け，最新実績値のある令和 2（2020）年度から令和 32 年
度までの導入推移を指数近似式に当てはめると，令和 12（2030）年度時点の発
電量は 1,724TJ/年と⾒込まれました。 

 

付表 5-13 非化石エネルギーの代替として見込んだ呉市の再生可能エネルギーポテンシャル 

再生可能エネルギー 
ポテンシャル 

導入量（MW） 発電量（TJ/年） 

太陽光 

建物系   868 4,307 

土地系   490 2,421 

小計 1,358 6,728 

風力 陸上風力   159 1,205 

中小水力 河川部     3    54 

バイオマス    19   477 

合計 1,539 8,464 

 

付図 5-7 最大限導入時における再生可能エネルギー発電量の経年推移 

 
 

これらの再生可能エネルギーの導入量に基づく削減効果を推計した結果，令和 12
年度における温室効果ガス排出量の削減⾒込量は 81 千ｔ-CO2，令和 32 年度に
おける温室効果ガス排出量の削減⾒込量は 737 千ｔ-CO2となり，平成 25（2013）
年度の総排出量からそれぞれ 1.6％と 14.4％削減される⾒込みとなりました。 
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 脱炭素ケースの推計結果 

令和 12（2030）年度及び令和 32（2050）年度における，各対策の削減効
果をすべて反映した際のエネルギー消費量と温室効果ガス排出量を付表 5-14 に示し
ます。 

令和 12 年度においては，エネルギー使⽤量で平成 25（2013）年度⽐ 35.7％
削減，温室効果ガス総排出量で平成 25 年度⽐ 49.4％削減となり，国の令和 12
年度目標値（平成 25 年度⽐ 46％削減）を達成できる⾒込みとなりました。 

令和 32 年度においては，エネルギー使⽤量が 23,486TJ（平成 25 年度⽐
58.1％削減），温室効果ガス総排出量が 1,344 千 t-CO2（平成 25 年度⽐
73.8％削減），森林吸収量を加味した実質排出量でも 1,312 千ｔ-CO2（平成
25 年度⽐ 74.3％削減）となり，省エネ対策ケースよりも削減率は増加したものの，
脱炭素ケースでも排出量実質ゼロは達成できない⾒込みとなりました。 

このことから，呉市内で生産できる再生可能エネルギーだけでは令和 32 年度排出
量実質ゼロを達成することは困難であり，市外からの再エネでつくった電気やカーボンクレ
ジットの調達など他の地域と連携や，新たな技術⾰新の導入等が必要と予測されます。 

 

付表 5-14 脱炭素ケースにおける将来予測結果  
R12（2030）年 R32（2050）年 

エネルギ

ー 

使用量 

（TJ) 

温室効果 

ガス排出

量 

(千 t-CO2) 

エネルギ

ー 

使用量 

（TJ) 

温室効果 

ガス排出

量 

(千 t-CO2) 

現状趨勢（BAU)ケース 40,296  3,572  42,457  3,740  

削

減

項

目 

国の「地球温暖化対策計

画」に基づく削減対策 
▲4,264  ▲  298  － － 

ごみ総排出量削減目標 

の達成 
－ ▲    5  － － 

電力排出係数の低減 － ▲  595  － － 

令和 32（2050）年脱炭素 

社会実現に向けた対策 
－ － ▲18,972  ▲1,659  

 エネルギー分野 － － ▲18,972  ▲1,642  

非エネルギー分野 － － － ▲   17  

再生可能エネルギーの導入＊ (▲1,724) ▲   81  (▲8,464) ▲  737  

合計 36,032  2,593  23,486  1,344  

H25（2013）年度比削減率 35.7%  49.4%  58.1%  73.8%  

注）端数処理の都合により，表中の数値で計算した合計値と一致しない場合があります。 

※ 使用するエネルギー量は変わらないため，再生可能エネルギーの発電により得られるエネルギーは

削減量には含めていません。 
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付図 5-8 脱炭素ケースにおけるエネルギー消費量及び再生可能エネルギー導入量の経年推移 

注）端数処理の都合により，図中の数値で計算した合計値と一致しない場合があります。 

 

付図 5-9 脱炭素ケースにおける温室効果ガス排出量の経年推移 

注）端数処理の都合により，図中の数値で計算した合計値と一致しない場合があります。 
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資料６ 呉市における気候変動影響の評価結果 

１ 呉市における気候変動の影響評価 

 分野別重要度の評価 

呉市における各分野の気候変動影響を評価するため，以下の①〜⑤の項目それぞ
れにおいて，呉市における重要度を評価しました。 

 
① 国評価 

国の「気候変動影響評価報告書」における「重⼤性」，「緊急性」，「確信度」がす
べて最⾼評価のものを「特に重要度が⾼い（○）」，いずれか⼆つの観点が最⾼評価
のものを「重要度が⾼い（△）」と評価 

 

【国の「気候変動影響評価報告書」における影響評価方法について】 

「気候変動影響評価報告書」では，「農業・林業・⽔産業」，「⽔環境・⽔資源」，
「⾃然生態系」，「⾃然災害・沿岸域」，「健康」，「産業・経済活動」，「国⺠生活・
都市生活」の七つの分野について，項目ごとに重⼤性，緊急性，確信度の観点から，
気候変動による影響評価をしています。 

 
 重大性  

①影響の程度，②影響の発生可能性，③影響の不可逆性，④持続的な脆弱
性または曝露の四つの要素を切り⼝として，社会，経済，環境の観点で，専門家判
断により，「特に重⼤な影響が認められる」または「影響が認められる」の評価を⾏ってい
ます。 

例えば，⼈命の損失を伴う，⽂化的資産に不可逆的な影響を与える場合，「特に
重⼤な影響が認められる」と評価されます。 

 
 緊急性  

①影響の発現時期，②適応の着⼿・重要な意思決定が必要な時期のそれぞれの
観点ごとに，緊急性を３段階（「⾼い」「中程度」「低い」）で評価し，緊急性の⾼い
⽅を採⽤しています。 

例えば，既に影響が生じている場合は「⾼い」と判断され，21 世紀中頃までに影響
が生じる可能性が⾼い場合は「中程度」と評価されます。 

 
 確信度  

IPCC 第 5 次評価報告書では，①証拠の種類，量，質，整合性，②⾒解の⼀
致度のそれぞれの視点により，確信度を「非常に⾼い」から「非常に低い」までの五つの
⽤語を⽤いて表現されます。国の気候変動による影響評価では，このうちの「⾼い」以
上を確信度が「⾼い」，「低い」以下を確信度が「低い」として，３段階（「⾼い」「中程
度」「低い」）で評価しています。 
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② 県評価 

広島県の「第 3 次広島県地球温暖化防⽌地域計画」で対策が必要な重要分野・
項目に選定されているものを「特に重要度が⾼い（○）」と評価 

 

③ 庁内調査結果 

既存影響と将来影響のどちらも回答があったものを「特に重要度が⾼い（○）」，ど
ちらかのみ回答があったものを「重要度が⾼い（△）」と評価 

 
④ アンケート結果 

気候変動やその影響として感じているものとして特に回答率が⾼かった「猛暑⽇や熱
帯夜の増加」，「台風や豪⾬による洪⽔や⼟砂崩れ等の増加」，「熱中症等の健康
被害の増加」に関連するものを「特に重要度が⾼い（○）」と評価 

 

⑤ 将来予測情報 

気候変動適応情報プラットフォーム「A-PLAT」の掲載情報において,呉市で将来影
響が生じる予測結果があるものを「特に重要度が⾼い（○）」，呉市の予測結果はな
いが，広島県全体で影響が生じる予測結果があるなど，呉市に該当する可能性のあ
る予測結果があるものを「重要度が⾼い（△）」と評価 

 

 重要分野・項目の選定 

重要度を評価した五つの項目のうち，「特に重要度が⾼い（○）」が三つ以上，も
しくは「特に重要度が⾼い（○）」が⼆つ・「重要度が⾼い（△）」が⼀つ以上のものを
選定しました。 

 

２ 呉市において特に重要な分野・項目の選定結果 

気候変動の影響評価結果を元に，呉市において特に重要な分野・項目を付表 
6-1 のとおり選定しました。選定した重要分野・項目における国の気候変動影響評価と，
呉市における気候変動影響の例は付表 6-2（次⾴）のとおりです。 

 

付表 6-1 呉市における気候変動影響に係る重要分野・項目 

分野 大項目 小項目 

農業・林業・水産業 農業 水稲，果樹，病害虫・雑草 

水産業 増養殖業，沿岸域・内水面漁場環境等 

自然生態系 分布・個体群の変動 在来種・外来種 

自然災害・沿岸域 河川 洪水，内水 

沿岸 高潮・高波 

山地 土石流・地すべり等 

健康 暑熱 死亡リスク，熱中症 

市民生活・都市生活 その他 暑熱による生活への影響等 
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付表 6-2 呉市で選定した重要分野・項目における国の気候変動影響評価 

分野 大項目 小項目 

国の評価 呉市における 

気候変動影響の例 

現：既に確認されているもの 

将：将来予測されるもの 

重 

大 

性 

緊 

急 

性 

確 

信 

度 

農業・ 

林業・ 

水産業 

農業 

水稲 〇 〇 〇 
現：高温による白未熟粒 

将：白未熟粒の発生増加 

果樹 〇 〇 〇 
現：ブドウの着色不良 

将：ブドウの着色不良の増加 

病害虫・雑草 〇 〇 〇 
現：病害虫の発生増加 

将：病害虫被害の増加 

水産業 

増養殖業 〇 〇 △ 
現：カキのへい死・生育不良 

将：貝類養殖への影響 

沿岸域・内水面

漁場環境等 
〇 〇 △ 

現：魚種・魚数の変化  

将：漁獲量の減少，食害 

自然生態系 
分布・個体群

の変動 

在来種 〇 〇 〇 
現：把握なし 

将：種の移動・局地的消滅 

外来種 〇 〇 △ 
現：特定外来生物の確認 

将：分布拡大・生態系への影響 

自然災害・ 

沿岸域 

河川 

洪水 〇 〇 〇 
現：大雨発生頻度の増加 

将：洪水を起こしうる大雨増加 

内水 〇 〇 〇 
現：内水被害の頻発化 

将：農地等への浸水被害  

沿岸 高潮・高波 〇 〇 〇 
現：高潮位の発生増加 

将：浸水リスクの増加 

山地 
土石流・ 

地すべり等 
〇 〇 〇 

現：土砂災害発生件数の増加 

将：土石流等の頻発化 

健康 暑熱 

死亡リスク 〇 〇 〇 
現：把握なし 

将：熱ストレス超過死亡者の増加 

熱中症 〇 〇 〇 
現：熱中症等の健康被害増加 

将：熱中症搬送者数の増加 

市民生活・ 

都市生活 
その他 

暑熱による 

生活への影響等 
〇 〇 〇 

現：把握なし 

将：労働生産性の低下 

※【重大性】〇：特に重大な影響が認められる，【緊急性】〇：高い，【確信度】〇：高い，△：中程度 
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資料７ 気候変動対策における市民・事業者の具体的な取組 

１ 市民の具体的な取組内容 

家庭における省エネ性能の⾼い電化製品への買換えや，電化製品の使い⽅を⼯夫
することで，家庭でのエネルギー使⽤量を削減でき，⼆酸化炭素排出量の削減につな
がります。脱炭素型ライフスタイルへの転換に向けて，次に掲げる COOL CHOICE を実
践していきましょう。 

 

 製品の買換え時 
 

製品の買換えには費⽤がかかりますが，従来の製品よりも省エネ性能の⾼い製品に
買換えることで，温室効果ガス排出量の削減ができるだけでなく，電気使⽤量の削減
により家計の電気料⾦の節約にもつながります。 

 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
  

照明 LED 照明への買換え効果 

空調 省エネタイプのエアコンへの買換え効果 冷蔵庫 今どきの冷蔵庫への買換え効果 

テレビ 今どきの液晶テレビへの買換え効果 

LED 照明の消費電⼒は，従来のほぼ同じ明るさの照
明と⽐べて⼤幅に減っています。また，LED 照明の光源
寿命は約 4 万時間と⻑寿命のため，ランプ交換の⼿間が
省けます。 

 

家庭において消費電⼒量が多いエアコンですが，最
新型の省エネタイプに買換えると電気代が節約になるだ
けでなく，快適性もアップします。 

24 時間 365 ⽇働き続ける冷蔵庫は，消費電⼒量
が多い家電製品の⼀つです。生活スタイルに合わせて容
量や特徴を選ぶことが省エネにつながります。 

出典：「スマートライフ おすすめ BOOK（令和４年度版）」（一般財団法人 家電製品協会） 

テレビは，どのサイズでも省エネ性能が向上している
ため，買換えによる省エネ効果が期待できます。買換
える際には，部屋の⼤きさや使い⽅にあったサイズを
選択しましょう。 
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 各ライフスタイル時 

（1） 部屋で 
 

照明やテレビ，空調の使い⽅を⼯夫するなど，⽇々の少しの⼼掛けをすることで，温
室効果ガス排出量の削減と家計の節約につながるとともに，気候変動に伴う健康リスク
を低減することができます。 

 

取組内容 
CO2削減効果 

（kg/年） 

節約金額 

（円/年） 

白熱電球点灯時間を短くする（1 日 1時間短縮した場合）  9.6   530 

蛍光ランプ点灯時間を短くする（1日 1時間短縮した場合）  2.1   120 

冷やしすぎに注意し，設定温度を 1℃上げる 14.8   820 

冬の暖房時の室温は 20℃を目安に 25.9 1,430 

テレビを見ない時は消す（1日 1 時間見る時間を減らした場合）  8.2   450 

テレビの画面は明るすぎないようにする 13.2   730 

必要な時だけつける 

(1 日 1 時間短縮した場

合) 

エアコン（冷房）  9.2   510 

エアコン（暖房） 19.9 1,100 

ガスファンヒータ 30.3 2,150 

石油ファンヒータ 41.5 1,470 

フィルターを月に 1～2 回清掃する 15.6   860 

ホットカーペットの設定温度は低めに（「強」から「中」にした場合） 90.8 5,020 

部屋の中にいるときも，こまめな休息や水分・塩分を心掛ける ― ― 

建物の緑化や日除け等の設置で日射を防ぐとともに，風や水を

活用して放熱を促進することで熱ストレスを低減する 
― ― 

出典：省エネポータルサイト 家庭向け省エネ関連情報「無理のない省エネ節約」 

（経済産業省 資源エネルギー庁） 

 

（2） 台所で 

冷蔵庫の設置場所や使⽤⽅法を適切にするなど台所周りの家電の使⽤状況を⾒
直すことで，温室効果ガス排出量の削減と家計の節約につながるとともに，気候変動
に伴う⽔資源の枯渇に備えた節⽔対策に取り組むことができます。 

 

取組内容 
CO2削減効果 

（kg/年） 

節約金額 

（円/年） 

冷蔵庫にものを詰め込みすぎないようにする 21.4 1,180 

冷蔵庫の無駄な開閉はしない  5.1   280 

冷蔵庫を開けている時間を短くする  3.0   160 

冷蔵庫の設定温度は適切に（設定温度を「強」から「中」にした場合） 30.1 1,670 

冷蔵庫を壁から適切な間隔で設置する 22.0 1,220 

コンロの炎が鍋底からはみ出さないように調節する  5.3   390 

電気ポットを長時間使わないときはプラグを抜く 52.4 2,900 

食器を洗うときは温水機器を低温に設定する 19.7 1,430 

食器はまとめて洗い節水を心掛ける ― ― 

出典：省エネポータルサイト 家庭向け省エネ関連情報「無理のない省エネ節約」 

（経済産業省 資源エネルギー庁）  
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（3） 風呂・脱衣室・トイレで 

お風呂やトイレの温度設定を季節によって変更したり，入浴や洗濯などをまとめて⾏う
ことで，温室効果ガス排出量の削減と家計の節約につながるとともに，気候変動に伴う
⽔資源の枯渇に備えた節⽔対策に取り組むことができます。 

 

出典：省エネポータルサイト 家庭向け省エネ関連情報「無理のない省エネ節約」 

（経済産業省 資源エネルギー庁） 

 

（4） 移動で 

無駄なアイドリングをやめるなどのエコドライブを⼼掛けるとともに，⾃動⾞ではなく，鉄
道やバスなどの公共交通機関や徒歩，⾃転⾞での移動を⼼掛けることで，温室効果
ガス排出量の削減と家計の節約につながります。 

また，気温が⾼い時期には帽子等で熱中症対策をするとともに，虫よけスプレー等で
蚊対策をすることで，気候変動に伴う健康リスクを低減することができます。 

 

取組内容 
CO2削減効果 

（kg/年） 

節約金額 

（円/年） 

ふんわりアクセル「ｅスタート」(5 秒間で 20 ㎞/h 程度に加速) 194.0 11,950 

加減速の少ない運転  68.0  4,190 

早めのアクセルオフ  42.0  2,590 

アイドリングストップ(5 秒の停止でアイドリングストップ)  40.2  2,480 

徒歩や自転車を利用する 130g/人·km － 

バスを利用する  73g/人·km － 

鉄道を利用する 113g/人·km － 

帽子や日傘の利用，暑い日や時間帯の回避により，暑さを避け

る行動をとる 
－ － 

水筒を持参する等により，こまめな水分補給を心掛ける － － 

蚊の多い場所へ外出する際は肌の露出の少ない服装を心掛け，

虫よけスプレー等で蚊に刺されないようにする 
－ － 

 
出典：省エネポータルサイト 家庭向け省エネ関連情報「無理のない省エネ節約」 

（経済産業省 資源エネルギー庁） 

運輸部門における二酸化炭素排出量（国土交通省 ホームページ）  

取組内容 
CO2削減効果 

（kg/年） 

節約金額 

（円/年） 

入浴は間隔をあけずに  85.7  6,190 

シャワーは不必要に流したままにしない(1 分間短縮した場合)  28.7  3,210 

衣類をまとめて乾燥し，乾燥機の使用回数を減らす  20.5  1,130 

自然乾燥を併用する(自然乾燥 8時間後に乾燥機を使用した場合) 192.6 10,650 

温水洗浄便座を使わないときはフタを閉める  17.0    940 

暖房便座の温度は低めに(「中」から「弱」にした場合)  12.9    710 

温水洗浄便座の洗浄水の温度は低めに(「中」から「弱」にした場合)   6.7    370 
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２ 事業者の具体的な取組内容 

事務所における省エネ性能の⾼い設備への更新や，空調，照明等の使い⽅を⼯夫
することで，事業所でのエネルギー使⽤量を削減でき，⼆酸化炭素排出量の削減につ
ながります。脱炭素型ビジネススタイルへの転換に向けて，次に掲げる COOL CHOICE
を実践していきましょう。 

 

（1） 設備の更新時 

設備の更新には費⽤がかかりますが，従来の設備よりも省エネ性能の⾼い設備に更
新することで，温室効果ガス排出量の削減ができるだけでなく，ランニングコストの削減
により投資費⽤の回収や投資費⽤回収後の利益につながります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

出典：「儲けにつながる省エネ術」（経済産業省 資源エネルギー庁，一般財団法人 省エネルギーセンター） 
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（2） ビジネススタイル時に 

使⽤している設備の現状把握を⾏い，温度や照度などの設定を⾒直すことや，適
切に設備を運⽤・管理していくことで，余分なエネルギーの使⽤を抑え，温室効果ガス
排出量とコストの削減につながります。 

また，⾼温障害に強い品種の導入，希少な動植物への影響に配慮した事業活動，
災害リスクを想定した事業継続計画（BCP）の策定，従業員の熱中症リスクの管理
等により，気候変動へ適応したビジネススタイルへの転換を進めることができます。 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

出典：「儲けにつながる省エネ術」（経済産業省 資源エネルギー庁，一般財団法人 省エネルギーセンター） 
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（3） オフィスビルで 

季節の変化に応じた設備の運転効率の管理を⾏うとともに，使⽤していない空調や
照明などの電源を切ることで，温室効果ガス排出量とコストの削減につながります。 

 

時間帯 取組内容 

始業前時間帯 

熱負荷の少ない中間期は空調機の運転開始時刻を遅らせる 

冷暖房期の空調運転開始時は外気の取入れをカットし，空調の負荷を軽減する 

夏は業務終了時に建物東面の窓のブラインドを閉め，翌朝の日射負荷を軽減する 

操業時間帯 

クールビズ等を奨励し，室内温度を適正に調整する 

事務所の昼休みの消灯を徹底する 

季節の変化に応じて空調熱源機器等を運転管理する 

残業時間帯 

オフィス内の照明は在室ゾーンのみ点灯する等区画を限定する 

共用部の照明を部分点灯にする 

退出時はフロアの給湯温水器・洗浄便座の電源を夜間モードにする 

非使用時間帯 

（夜間・休日） 

深夜の巡視による不要な照明・換気を確認し，不要な箇所の電源を消す 

変圧器の負荷を集約し，稼働台数を減らす 

エレベータの運転台数を減らす 

出典：「オフィスビルの省エネルギー」（一般財団法人 省エネルギーセンター） 

 
（4） 商業施設で 

フロアの⽤途ごとに照明や空調などの稼働時間が異なるため，エリアごとに分けて運⽤
することで，温室効果ガス排出量やコストの削減を⾏うことができます。また，食品の冷
凍・冷蔵に係るエネルギー消費が⼤きいため，冷やしすぎに注意し，夜間は冷気が漏
れないように管理しましょう。 

 

部門 取組内容 

物販部門 

出入口に風除室を設ける 

空調による冷やしすぎ，暖めすぎに注意する 

中間期や冬期の冷房には外気冷房を採用する 

管理部門 
事務所やバックヤードは用途ごとに稼働時間が異なるため，個別空調にする 

照明区分を細分化して，不使用箇所の消灯に努める 

駐車場 
必要最低限の照度を確保するとともに，照明区分を細分化して管理を徹底する 

アイドリングストップを励行するよう注意喚起する 

食品部門 

食品の冷凍冷蔵ケースの冷気の影響による室内の冷えすぎに注意する 

食品を適正温度で管理し，オープン型ショーケースの冷やしすぎに注意する 

閉店時はオープン型ショーケースの冷気をナイトカバーなどで漏れないようにする  

飲食店 

適正な火力で完全燃焼するよう空気孔を調整する 

排気ファンと外気処理空調機の風量はガスの使用量に応じて調整する 

給水，給湯量低減のため，食べ残し等を取り除いてから洗浄する 

個別空調の切り忘れ等を中央監視で確認できるようにする 

出典：「商業施設の省エネルギー」（一般財団法人 省エネルギーセンター） 
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（5） ホテルで 

照明や空調，給湯によるエネルギー消費量が⾼いため，空調を適切に運⽤していく
とともに，排気ファンの運転についても注意することで，空調の負荷が低減され，温室
効果ガス排出量とコストの削減につながります。 

 

取組内容 

不使用室の消灯や空調の停止を徹底する 

客室清掃時は空調の停止や自然採光を行う 

宴会場の準備や片付け時には一般照明のみ点灯し，演出照明は消灯する 

蒸気トラップの保守点検を行う 

蒸気弁やフランジ等の保温を行う 

空調の温度を適正に設定する 

厨房内の排気ファンを必要以上に運転しないようにし，給排気バランスを保つ 

出典：「ホテルの省エネルギー」（一般財団法人 省エネルギーセンター） 

 

（6） 病院で 

病棟や外来，中央診療，厨房などさまざまな部門に分かれるため，各部門に適し
た省エネ対策を講じていくとともに，患者数に応じた空調や照明の調節などを⾏うことで
温室効果ガス排出量とコストの削減につながります。 

 
部門 取組内容 

病棟 
冷やしすぎ，暖めすぎに注意する 

シャワーは，温度調整が容易なものに交換する 

外来部門 

空調の運転は，早めに終了するように努める 

出入口に風除室を設ける 

外気の取入れは，スケジュール制御等で患者数に応じて増減させる 

中央診療部門 
洗浄作業を効率的に行う 

夜間，休日の医療機器は，可能な限り電源を停止する 

供給部門 

洗浄温度を適切に設定する 

室内温度以上の乾燥は避け，効率のよい乾燥を行う 

定期的に排気ダクト等の洗浄を行う 

管理部門 

OA 機器の管理を徹底する 

窓のブラインドの管理を徹底する（最終退出者はブラインドを閉めるなど） 

不使用時の空調停止や消灯を徹底する 

厨房 

加熱調理用のガス器具の口火はこまめに消す 

給水，給湯量低減のため，食べ残し等を取り除いてから洗浄する 

冷蔵・冷凍庫の気密状態や凝縮器の汚れの状態など定期的に保守点検を行う 

出典：「病院の省エネルギー」（一般財団法人 省エネルギーセンター） 
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（7） 工場で 

生産の状況や設備の稼働状況に合わせて省エネ対策を⾏っていくことが必要であり，
繁忙期・閑散期での運転台数の適正化や台数制御を⾏うことで，温室効果ガス排出
量とコストの削減につながります。 

 

設備 取組内容 

空調設備 
冷凍機の冷水出口の温度を適正な温度に設定する（例：夏期８℃，その他 10℃） 

フィルター清掃やフィン清掃を定期的に実施する 

冷蔵・冷凍設備 
冷媒の出入口圧力を適正に設定する 

冷却水の水質管理を実施する 

ポンプ・ファン 熱搬送機のポンプやブロワでは負荷に応じた流量制御を行う 

コンプレッサ 
コンプレッサの定期的なエア漏れの点検や補修を行う 

設備の稼働台数の適正化や台数制御を行う 

熱設備 
高熱設備の断熱対策や保温対策を行う 

冷却水の循環利用を行う 

生産設備 
ライン停止時や非操業時に設備の電源をオフにする 

製品や生産設備の管理温度を適正に保つ 

出典：「工場の省エネルギーガイドブック 2022」（一般財団法人 省エネルギーセンター） 
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資料８ 市民意見公募手続（パブリックコメント）の実施結果 
市⺠意⾒公募⼿続（パブリックコメント）制度とは，市⺠生活に重⼤な影響がある

条例や計画等を策定するときに，事前にその案を公表して，市⺠の皆さんから意⾒を
募り，それを参考にさせていただくとともに，皆さんからの意⾒と市の考え⽅などを公表す
る制度です。 

 
○ 意見の募集期間 

令和４年１２⽉２７⽇（火）から令和５年１⽉２５⽇（⽔）まで（３０⽇間） 
 

○ 意見状況 

延べ意⾒数 ４件（２名） 
 

○ 意見の要旨と市の考え方 

提出された意見の要旨 市の考え方等 

第２章 呉市の現状と課題 ２ 前基本計画の検証 
 ２－１ 地球環境の保全 ２－１－１ 地球温暖化対策の推進（16 ページ） 

１ 

呉市には「再エネ発電設備取
得における固定資産税の特例措
置」がある。太陽光発電に関して
は，再生可能エネルギー発電促
進賦課⾦という優遇措置も取ら
れているのに，その上に優遇する
必要があるのか疑問である。 

本計画の目標を達成するためには，再生可能エネル
ギー設備（償却資産）への固定資産税の優遇は必要と
考えています。 

なお，再生可能エネルギー発電促進賦課⾦は，「再
生可能エネルギーの固定価格買取制度」のためのもので
すが，固定資産税（太陽光発電設備）の特例措置
は，固定価格買取制度の認定を受けた設備は対象外と
なっています。 

第３章 環境の将来像 ２ 将来像を実現するための施策 
基本⽅針１ 気候変動への対応  
取組分野（２）再生可能エネルギーの導入促進（緩和策）（40 ページ） 

２ 

太陽光発電には憂慮すべき問
題があり，デメリットのほうが⼤き
い。 

問題① サプライチェーンにおけ
る⼈権問題 

問題② 外国⼈の⼟地取得
に係る国防上の問題 

我が国は令和２年 10 ⽉に 2050 年カーボンニュート
ラル宣言を⾏い，令和３年４⽉には令和 12 年度に平
成 25 年度⽐で温室効果ガス 46 パーセント削減を目指
すこと，さらに 50 パーセントの⾼みに向けて挑戦を続けて
いくことを表明しました。また，令和３年６⽉に地球温暖
化対策の推進に関する法律（平成 10 年法律第 117
号）が改正され，「2050 年までの脱炭素社会の実現」
が基本理念として位置付けられました。 

さらに，令和３年 10 ⽉には「地球温暖化対策計画」
及び「パリ協定に基づく成⻑戦略としての⻑期戦略」が閣
議決定され，これらの目標を実現する具体的な⽅策や
⽅向性がまとめられており，「再エネ最優先の原則」等が
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提出された意見の要旨 市の考え方等 

盛り込まれています。 
呉市においても，本計画において国に準じた目標を設

定しており，その実現のためには，太陽光発電の導入促
進は不可⽋であると考えています。 

第３章 環境の将来像 ２ 将来像を実現するための施策  
基本⽅針４ 循環型社会の構築  
取組分野（１）ごみの減量（4R の推進）（54 ページ） 

３ 

我が家では,生ごみ処理機によ
り野菜くずなどを堆肥化し，ごみ
の減量に努めている。ごみ出しも
週に⼀度で済んでいるため，生
ごみ処理機の購入に補助を出し
たらよいと思う。 

生ごみ処理機への補助は，呉市においても，平成 15
年度から平成 21 年度まで実施していましたが，応募件
数が少なくなったことから，廃⽌した経緯があります。 

今後の補助の実施については未定ですが，頂いた御
意⾒は今後の事業の参考にさせていただきます。 

４ 

取組内容に，「家庭ごみの分
別区分を⾒直し，生ごみ（残飯
など食品ロス）を細分化分別収
集することにより，生ごみの肥料
ペレット化を推進する」を加える。 

堆肥ペレット化のネックとなる多
⽔分，塩分について，細分化し
た分別の徹底により解消し，農
林⽔産課や学校教育課などと連
携協⼒してペレット化の実⽤化を
図る。 
分別は，植物性，動物性，海
産物魚介類，混合加⼯食品な
どに細分化して，ペレット製造の
簡易を図り，製造事業者を助成
する。 

 ごみの減量（4R の推進）の取組内容の⼀つとして，
食品ロスの削減についても取り組んでいきます。 

ごみの細分化分別回収については，市⺠や事業者な
どの排出者の負担が増えることから慎重に⾏う必要がある
と考えています。⼀⽅，令和４年４⽉にプラスチックに係
る資源循環の促進等に関する法律（令和３年法律第
60 号）が施⾏され，同法では，市町村がプラスチック使
⽤製品廃棄物の分別収集や再商品化に努めることとされ
ています。このことから，まずは，プラスチックの分別収集の
導入に向けての仕組みを検討します。 

頂いた御意⾒は，関係各課と共有し，今後の事業の
参考にさせていただきます。 
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資料９ 「呉市の環境」に関するアンケート結果 

１ アンケート調査概要 

「第 3 次呉市環境基本計画」及び「呉市地球温暖化対策実⾏計画（区域施策
編・事務事業編）」の策定に際し，市⺠及び市内事業者の意⾒等を計画に反映させ
るため，アンケート調査を実施しました。 

 
付表 9-1 調査概要 

項目 市民 事業者 大口排出事業者 

調査対象 

市内に在住する 

満 18 歳以上 75 歳以下 

の市民(1,000 人) 

右記の大口排出事業所を

除いた市内の事業所 

(379 事業所) 

CO2排出量の多い市内の 

特定事業所 

(22 事業所) 

母 集 団 
144,279 人 

(2022 年(令和 4 年)3 月末現在) 

9,534 事業所 

(平成 28 年) 

実施方法 郵送配布・郵送回収による郵便調査及び WEB 調査 

調査期間 令和 4年 7月 21 日（木）～8 月 10 日（水） ※21 日間 

設問内容 

・年代，居住地等の回答者

区分に係る設問   
 
・省エネルギー，再生可能

エネルギー，環境意識に

係る設問         
 
・身のまわりの環境に係る

設問          
 
・呉市の環境施策に係る設問  

・業種，従業員数等の回答

者区分に係る設問  
 
・省エネルギー，再生可能

エネルギー，環境意識に

係る設問          
 
・事業所のまわりの環境に

係る設問      
 
・呉市の環境施策に係る設問 

・業種，従業員数等の回答者

区分に係る設問    
 
・省エネルギー，再生可能エ

ネルギー，環境意識に係る

設問               
 
・事業所のまわりの環境に係

る設問          
 
・呉市の環境施策に係る設問 

回 収 率 
32.1％ 

（321 回答／1,000 配布） 

28.0％ 

(106 回答／379 配布)  

59.1％ 

(13 回答／22 配布)  

 

２ アンケート調査結果 

 市民向けアンケート 

（1） 回答者属性 

 付図 9-1-1 年代 付図 9-1-2 性別 
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付図 9-1-3 居住地区 付図 9-1-4 居住年数 

付図 9-1-5 同居世帯人数 付図 9-1-6 居住形態 

付図 9-1-7 住居の築年数  
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（2） 環境配慮行動等の取組状況 

 

付図 9-1-8 環境配慮行動の取組状況 
 

 N=321

燃えるごみ、燃えないごみ、びん、缶、ペッ
トボトルなどの分別を行っている

買い物にはマイバッグ等を持参したり、過剰
包装を断ったりしている

屋外で発生したごみは持ち帰り、ポイ捨ては
しないようにしている

楽器の演奏や音響機器の使用は時間を考えて
近隣に迷惑がかからないようにしている

食材は必要な分だけ購入し、無駄なく使うよ
うにしている

自家用車を運転する際は、アイドリングス
トップなどのエコドライブを心懸けている

物は修理して長く使ったり、再利用したりす
るようにしている

使い捨てプラスチック製品（ストロー、ス
プーンなど）をできるだけ使わないようにし
ている

詰め替え商品やエコマーク商品などの環境に
やさしい製品・商品を購入するように努めて
いる

風呂の残り湯を洗濯や植物の水やり等に利用
している

米のとぎ汁、油、食べ残しなどを直接排水口
に流さないようにしている

断熱フィルム等の使用やガラス窓の二重化な
ど、遮熱対策を行っている

空調の設定温度は冷房で２８℃、暖房で２
０℃を目安にしている

清掃活動などの地域の環境保全活動に参加し
ている

電化製品のスイッチはこまめに切ったり、プ
ラグをコンセントから抜いたりしている

食材等は地元産の物を購入するように努めて
いる

出来るだけ自家用車を使わず、徒歩や自転
車、バス、電車の利用を心懸けている

庭などの緑化や「緑のカーテン運動」に取り
組んでいる

再生可能エネルギーで発電した電気を購入し
たり、自分で発電して消費したりしている

家庭内で環境問題について話し合いを行って
いる
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いつも行っている 時々行っている

行っていないが今後行いたい 行っていない・今後も行わない

該当しない 未回答
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付図 9-1-9 近年注目が高まっている環境問題に対する取組状況 

  

N=320

食品ロス

海洋プラスチック

持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）

２０５０年カーボンニュートラル

みんなで挑戦　未来につながる２０５０
ひろしまネット・ゼロカーボン宣言
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0% 50% 100%

現在既に取組を進めている 今後取組予定または取り組みたい

取り組むかは未定だが内容は知っている 内容は分からないが聞いたことはある

聞いたことはない 未回答
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（3） 省エネ機器・再エネ機器の利用状況等 

 
付図 9-1-10 省エネ機器・再エネ機器の利用状況 

 
 

  

ＬＥＤ照明

ヒートポンプ給湯器（エコキュート）

ハイブリッド自動車

太陽光発電システム

蓄電池

家庭用燃料電池（エネファーム）

潜熱回収型給湯器（エコジョーズ）

太陽熱利用システム

燃料電池自動車

ＨＥＭＳ（家庭用エネルギー管理システム）

電気自動車

地中熱利用システム
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0% 50% 100%

現在利用している 今後導入を考えたい

導入するつもりはない わからない・あてはまらない

未回答
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付図 9-1-11 省エネ機器や再エネ機器を導入検討するためのメリット・条件 

 
 
 

 

付図 9-1-12 住居の電化状況 

  

光熱費が削減されること

維持管理がしやすい・保証が充実していること

初期投資（購入費用等）が小さいこと

災害時など、非常時への備えになること

地球温暖化対策に貢献できること

導入の手続き等が簡単であること

導入しやすい設計（省スペース等）であること

その他
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（4） 身のまわりの環境及び現行施策についての満足度・重要度 

 
 

付図 9-1-13 身のまわりの環境についての満足度 

 

 

付図 9-1-14 身のまわりの環境についての重要度 

 

空気のきれいさ

まちの静けさ

森の緑など自然景観の美しさ

まちの清潔さ・きれいさ

身近な広場や公園

田畑・雑木林などの身近な緑

地域の人々のつながり

川や海の水のきれいさ

交通の利便性

町並みの美しさ

歴史的な資源の豊かさ

農地や土とのふれあいやすさ

水や水辺とのふれあいやすさ

生きものとのふれあいやすさ

災害からの安全性
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満足 ほぼ満足 どちらともいえない やや不満 不満 未回答

災害からの安全性

空気のきれいさ

交通の利便性

川や海の水のきれいさ

まちの清潔さ・きれいさ

森の緑など自然景観の美しさ

身近な広場や公園

まちの静けさ

町並みの美しさ

地域の人々のつながり

田畑・雑木林などの身近な緑

水や水辺とのふれあいやすさ

歴史的な資源の豊かさ

生きものとのふれあいやすさ

農地や土とのふれあいやすさ
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付図 9-1-15(1) 呉市の環境施策に対する満足度と重要度（地球温暖化分野） 

 
付図 9-1-15(2) 呉市の環境施策に対する満足度と重要度（生物多様性分野） 
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付図 9-1-15(3) 呉市の環境施策に対する満足度と重要度（地域環境分野） 

 
付図 9-1-15(4) 呉市の環境施策に対する満足度と重要度（廃棄物分野） 
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付図 9-1-15(5) 呉市の環境施策に対する満足度と重要度（基盤づくり分野） 

 
 

（5） 行政からの支援・情報提供について 

 

付図 9-1-16 自主的な環境配慮行動の促進のために重要な行政からの支援 

 

  

市民や事業者が実践できる取組の効果
やメリットに関する情報提供

市民・事業者に対する助成制度の充実

市民や事業者が実践できる取組の
内容に関する情報提供

行政や他の市民・事業者と協働で
取り組めるネットワークづくり

行政の率先的な取組とその普及

市民や事業者が参加しやすい環境学習
機会の提供

相談窓口の設置や専門家の紹介

その他
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24%
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41%

44%

49%
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付図 9-1-17 伝わりやすい情報発信の手段 

 

（6） 気候変動による影響 

 

付図 9-1-18 気候変動やその影響として感じている項目 

 

猛暑日や熱帯夜の増加

台風や豪雨による洪水や土砂崩れ等の増加

熱中症等の健康被害の増加

農作物の収穫量や品質への影響

渇水による水資源への影響

動植物等の生息域の変化

暖冬による降雪量の変化

紅葉の時期や桜の開花時期の変化

特に影響を感じない

その他

問14 N=317
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19%

25%

31%

37%

46%

68%

85%

86%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

市政だよりくれ

テレビ

呉市ホームページ（呉市環境部ホーム
ページ等）

回覧板

呉市公式ＳＮＳ （ＬＩＮＥ、Ｔｗｉｔ
ｔｅｒ、ＹｏｕＴｕｂｅなど）

新聞

環境保全活動団体主催のイベント等

ラジオ

呉市発行資料（呉市環境白書、
環境調査報告等）

市職員による出前講座

その他
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26%

37%

38%

46%

46%

72%
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 事業者向けアンケート 

（1） 事業所属性 

 
付図 9-2-1 業種 付図 9-2-2 従業員数 

付図 9-2-3 事業所所在地区 付図 9-2-4 業種形態  

付図 9-2-5 事業所の築年数 付図 9-2-6 稼働状況 
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付図 9-2-7 稼働時間帯   

 
 

（2） 環境配慮行動等の取組状況 

 
付図 9-2-8 環境配慮経営等の実施状況 

 

  

環境報告書やインターネット等での自社の取組の公表

環境負荷低減や地域環境への貢献を推進するための組
織や担当者の設置

地域環境や地球環境保全への貢献、ＣＳＲ活動

廃棄物排出量、エネルギー使用量や二酸化炭素排出量
に関する中長期的な目標の設定

持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）への貢献を視野に入
れた経営、事業活動の展開

経営方針や経営戦略への環境配慮の盛り込み

環境マネジメントシステム（ＥＭＳ）の導入（ＩＳＯ
１４００１、エコアクション２１など）

N=104
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38%

37%

28%

28%

37%

23%

24%

5%

4%

4%

4%

4%

4%

3%

0% 50% 100%

既に実施している 今後実施予定

考えてはいるが方法がわからない 必要だと思うが今は余裕がない

必要性を感じないため今後も実施しない 未回答
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付図 9-2-9 環境配慮行動の取組状況 

  

事業で発生したごみは適切に分別・処理している

原材料や廃棄品、事務用品等の再利用や再生品の利用に努
めている

事業活動に伴う騒音・振動・悪臭などについて、周辺地域
への影響に配慮している

休憩時間帯の消灯や間引き点灯など、
不要な電気使用量の削減に取り組んでいる

空調の設定温度は冷房で２８℃、暖房で２０℃を
目安にするなど、過剰な使用を控えるようにしている

アイドリングストップの励行等、社用車の燃料使用量
削減や排気ガスの削減に取り組んでいる

空調使用時は温度のムラを改善できるよう、扇風機やサー
キュレータを併用している

エアコンはフィルターのこまめな清掃や、扇風機などを併
用したり、室外機の設置環境を工夫したりしている

使い捨てプラスチック製品（ストロー、スプーンなど）や
容器包装プラスチックの削減に取り組んでいる

食品の過剰な生産や発注の防止、使い切れる小容量販売な
どで食材のムダ（食品ロス）を削減している

環境にやさしい製品・サービスの積極的な購入、
生産・販売に努めている

断熱材の使用やガラス窓の二重化など、遮熱対策を行って
いる

清掃等地域活動への参加協力に取り組んでいる

食材や原料は地元産の物を積極的に仕入れるように努めて
いる

従業員への環境教育や広報に取り組んでいる

省エネ診断を受診する等、専門家の指導や助言を受けて対
策に反映させている

事業所の敷地や駐車場等の緑化（緑のカーテン等）に取り
組んでいる

再生可能エネルギーで発電した電気を購入したり、自社で
発電して消費したりしている

環境保全活動や基金への支援に取り組んでいる

ＥＳＣＯ事業を活用して省エネ対策を進めている
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いつも行っている 時々行っている

行っていないが今後行いたい 行っていない・今後も行わない

事業内容的に該当しない 未回答
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付図 9-2-10 近年注目が高まっている環境問題に対する取組状況 

 

 

（3） 省エネ機器・再エネ機器の利用状況等 

 
付図 9-2-11 省エネ機器・再エネ機器の利用状況 

 

  

食品ロス

海洋プラスチック

２０５０年カーボンニュートラル

みんなで挑戦　未来につながる２０５０
ひろしまネット・ゼロカーボン宣言
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現在既に取組を進めている 今後取組予定または取り組みたい

取り組むかは未定だが内容は知っている 内容は分からないが聞いたことはある

聞いたことはない 未回答
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ハイブリッド自動車

デマンド監視装置
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ＢＥＭＳ・ＦＥＭＳ
（エネルギー管理システム）

電気自動車

太陽熱利用システム

燃料電池自動車

地中熱利用システム
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付図 9-2-12 省エネ機器や再エネ機器を導入検討するためのメリット・条件 

 

 

（4） 現行施策についての満足度・重要度 

 

付図 9-2-13(1) 呉市の環境施策に対する満足度と重要度（地球温暖化分野） 

 
 

  

光熱費が削減されること

初期投資（購入費用等）が小さいこと

維持管理がしやすい・保証が充実していること

災害時など、非常時への備えになること

地球温暖化対策に貢献できること

導入しやすい設計（省スペース等）であること

導入の手続き等が簡単であること
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付図 9-2-13(2) 呉市の環境施策に対する満足度と重要度（生物多様性分野） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

付図 9-2-13(3) 呉市の環境施策に対する満足度と重要度（地域環境分野） 

 
 

  



資料編 9-18 

付図 9-2-13(4) 呉市の環境施策に対する満足度と重要度（廃棄物分野） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

付図 9-2-13(5) 呉市の環境施策に対する満足度と重要度（基盤づくり分野） 
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（5） 行政からの支援・情報提供について 

 

付図 9-2-14 自主的な環境配慮行動の促進のために重要な行政からの支援 

 
 

付図 9-2-15 伝わりやすい情報発信の手段 

 

 

市民・事業者に対する助成制度の充実

市民や事業者が実践できる取組の内容
に関する情報提供

市民や事業者が実践できる取組の効果
やメリットに関する情報提供

行政の率先的な取組とその普及

相談窓口の設置や専門家の紹介

市民や事業者が参加しやすい環境学習
機会の提供

行政や他の市民・事業者と協働で取り
組めるネットワークづくり

その他
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環境保全活動団体主催のイベント等
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査報告等）

市職員による出前講座

その他
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（6） 気候変動による影響 

 

付図 9-2-16 気候変動やその影響として感じている項目 

 

 

 

  

台風や豪雨による洪水や土砂崩れ等の増加

猛暑日や熱帯夜の増加

熱中症等の健康被害の増加

農作物の収穫量や品質への影響

暖冬による降雪量の変化

渇水による水資源への影響

動植物等の生息域の変化

紅葉の時期や桜の開花時期の変化

特に影響を感じない

その他
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 大口排出事業所向けアンケート 

（1） 事業所属性 

 
付図 9-3-1 事業所の築年数 付図 9-3-2 稼働状況 

付図 9-3-3 稼働時間帯  
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（2） 環境配慮行動等の取組状況 

 
付図 9-3-4 環境配慮経営等の実施状況 

 

 

 
付図 9-3-5 近年注目が高まっている環境問題に対する取組状況 

 

 

  

地域環境や地球環境保全への貢献、ＣＳＲ活動

環境マネジメントシステム（ＥＭＳ）の導入（ＩＳＯ１４
００１、エコアクション２１など）

持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）への貢献を視野に入れた
経営、事業活動の展開

環境負荷低減や地域環境への貢献を推進するための組織や
担当者の設置

環境報告書やインターネット等での自社の取組の公表

経営方針や経営戦略への環境配慮の盛り込み

廃棄物排出量、エネルギー使用量や二酸化炭素排出量に関
する中長期的な目標の設定
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既に実施している 今後実施予定

考えてはいるが方法がわからない 必要だと思うが今は余裕がない

必要性を感じないため今後も実施しない 未回答
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２０５０年カーボンニュートラル
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ひろしまネット・ゼロカーボン宣言

ＳＢＴ（Ｓｃｉｅｎｃｅ　Ｂａｓｅｄ　Ｔａｒｇｅ
ｔｓ）

気候関連財務情報開示タスクフォース（ＴＣＦＤ）

ＰＰＡモデル（電力販売契約、第三者モデル）

ＲＥ１００（Ｒｅｎｅｗａｂｌｅ　Ｅｎｅｒｇｙ
１００％）

N=13

8%

15%

23%

31%

31%

54%

15%

15%

15%

15%

23%

23%

46%

15%

23%

46%

38%

23%

31%

23%

46%

8%

54%

8%

15%

31%

15%

15%

15%

8%

15%

15%

23%

15%

46%

31%

23%

0%

0%

0%

0%

0% 50% 100%

現在既に取組を進めている 今後取組予定または取り組みたい

取り組むかは未定だが内容は知っている 内容は分からないが聞いたことはある

聞いたことはない
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付図 9-3-6 環境配慮行動の取組状況 

 

  

事業で発生したごみは適切に分別・処理している

事業活動に伴う騒音・振動・悪臭などについて、周辺地域
への影響に配慮している

原材料や廃棄品、事務用品等の再利用や再生品の利用に努
めている

休憩時間帯の消灯や間引き点灯など、不要な電気使用量の
削減に取り組んでいる

空調の設定温度は冷房で２８℃、暖房で２０℃を目安にす
るなど、過剰な使用を控えるようにしている

従業員への環境教育や広報に取り組んでいる

アイドリングストップの励行等、社用車の燃料使用量削減
や排気ガスの削減に取り組んでいる

エアコンはフィルターのこまめな清掃や、扇風機などを併
用したり、室外機の設置環境を工夫したりしている

食品の過剰な生産や発注の防止、使い切れる小容量販売な
どで食材のムダ（食品ロス）を削減している

省エネ診断を受診する等、専門家の指導や助言を受けて対
策に反映させている

環境にやさしい製品・サービスの積極的な購入、生産・販
売に努めている

使い捨てプラスチック製品（ストロー、スプーンなど）や
容器包装プラスチックの削減に取り組んでいる

清掃等地域活動への参加協力に取り組んでいる

再生可能エネルギーで発電した電気を購入したり、自社で
発電して消費したりしている

空調使用時は温度のムラを改善できるよう、扇風機やサー
キュレータを併用している

環境保全活動や基金への支援に取り組んでいる

事業所の敷地や駐車場等の緑化（緑のカーテン等）に取り
組んでいる

食材や原料は地元産の物を積極的に仕入れるように努めて
いる

断熱材の使用やガラス窓の二重化など、遮熱対策を行って
いる

ＥＳＣＯ事業を活用して省エネ対策を進めている
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行っていないが今後行いたい 行っていない・今後も行わない

事業内容的に該当しない 未回答
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（3） 省エネ機器・再エネ機器の利用状況等 

 
付図 9-3-7 省エネ機器・再エネ機器の利用状況 

 

 

 
付図 9-3-8 省エネ機器や再エネ機器を導入検討するためのメリット・条件 
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現在利用している 今後導入を考えたい 導入するつもりはない わからない・あてはまらない
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（4） 現行施策についての満足度・重要度 

 

付図 9-3-9(1) 満足度の高い呉市の環境施策 

 
 

自然海岸の保全

安定的な廃棄物の処理

緑化の推進

環境保全型農業・漁業の推進

環境講座・学習の推進

一般廃棄物ごみ減量化事業

ホームページの活用

アスベスト対策

騒音・振動対策

水環境の保全

森林保全活動

森林等ＣＯ２吸収源確保

自然観察会の開催

再生可能エネルギーの普及促進

環境関連行事の開催

ボランティア活動団体との連携

ダイオキシン類対策

ＰＲＴＲの実施

優良事例の情報発信

不法投棄及び野焼き対策

特定フロン対策

土壌環境の保全

低炭素型の都市・地域づくりの推進

地域リーダーの養成

大気環境の保全

藻場等の創出及び保全

生物多様性地域戦略策定

正確な情報の提供・共有

省エネルギーの推進

自動車排出ガス（ＮＯｘ、ＰＭ）対策

事業系廃棄物の適正処理

市民農園の整備活用

産業廃棄物の排出抑制

公衆衛生思想の普及

環境産業の振興

環境ホルモン対策

河川の親水空間の保全整備

ポイ捨ての防止

ビオトープの活用

エコツーリズムの推進

ＰＣＢ対策
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付図 9-3-9(2) 満足度の低い呉市の環境施策 

 
 

不法投棄及び野焼き対策

河川の親水空間の保全整備

環境産業の振興

一般廃棄物ごみ減量化事業

ポイ捨ての防止

低炭素型の都市・地域づくりの推進

再生可能エネルギーの普及促進

省エネルギーの推進

地域リーダーの養成

ボランティア活動団体との連携

環境講座・学習の推進

公衆衛生思想の普及

土壌環境の保全

水環境の保全

自動車排出ガス（ＮＯｘ、ＰＭ）対策

市民農園の整備活用

環境保全型農業・漁業の推進

生物多様性地域戦略策定

優良事例の情報発信

ホームページの活用

環境関連行事の開催

正確な情報の提供・共有

事業系廃棄物の適正処理

安定的な廃棄物の処理

産業廃棄物の排出抑制

緑化の推進
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ＰＲＴＲの実施

アスベスト対策

ＰＣＢ対策

騒音・振動対策

大気環境の保全

エコツーリズムの推進

ビオトープの活用

自然観察会の開催

藻場等の創出及び保全
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森林保全活動

特定フロン対策

森林等ＣＯ２吸収源確保
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付図 9-3-9(3) 重要度の高い呉市の環境施策 

 
 

 

省エネルギーの推進

再生可能エネルギーの普及促進

低炭素型の都市・地域づくりの推進

環境産業の振興

不法投棄及び野焼き対策

河川の親水空間の保全整備

生物多様性地域戦略策定

優良事例の情報発信

地域リーダーの養成

ボランティア活動団体との連携

ホームページの活用

環境関連行事の開催
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安定的な廃棄物の処理

ポイ捨ての防止
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ＰＣＢ対策

土壌環境の保全
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（5） 行政からの支援・情報提供について 

 

付図 9-3-10 自主的な環境配慮行動の促進のために重要な行政からの支援 

 
 

 

付図 9-3-11 伝わりやすい情報発信の手段 

 

  

市民や事業者が参加しやすい環境学習機会の提供

行政の率先的な取組とその普及

相談窓口の設置や専門家の紹介

行政や他の市民・事業者と協働で取り組めるネッ
トワークづくり

市民や事業者が実践できる取組の内容に関する情
報提供

市民・事業者に対する助成制度の充実

市民や事業者が実践できる取組の効果やメリット
に関する情報提供
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（6） 気候変動による影響 
 

付図 9-3-12 気候変動やその影響として感じている項目 

 

（7） エネルギー使用状況 
 

付図 9-3-13 エネルギーの使用に関する直近 5 年間の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

付図 9-3-14 エネルギーの使用に関する今後 10 年間の見込み 
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資料１０ 用語解説（五十音順）

英数字・記号 

 BEMS   
ビ ル ･ エ ネ ル ギ ー 管 理 シ ス テ ム

（ Building and Energy Management System ）
を略したもの。IT を利⽤して業務⽤ビル
の照明や空調などを制御し，室内環境と
エネルギー性能の最適化を図るためのビ
ル管理システムを指す。 

 
 BOD（生物化学的酸素要求量） 

⽔中の有機物を微生物が分解する際
に消費される酸素量で，河川における有
機物による汚濁状況を測る代表的な指
標 

 
 COD（化学的酸素要求量） 

⽔中の有機物を酸化剤で分解する際
に消費される酸化剤の量を酸素量に換
算したもので，海⽔や湖沼⽔質の有機
物による汚濁状況を測る代表的な指標 

 
 COOL CHOICE 

⼆酸化炭素などの温室効果ガスの排
出量削減のために，脱炭素社会づくりに
貢献する「製品の買換え」，「サービスの
利⽤」，「ライフスタイルの選択」など，
⽇々の生活の中で，あらゆる「賢い選択」
をしていこうという取組 

 
 COP26 

国連気候変動枠組条約締約国会議
（Conference of the Parties）の第
26 回会議を略したもの。2021 年にイギ
リスのグラスゴーで開催され，パリ協定の
ルールブックの完成，グラスゴー気候合意
の採択等が⾏われた。 
 
 

 ESCO事業 
ESCO （ Energy Service Company ）

事業者のサービスを利⽤することで，省エ
ネ改修にかかる全ての経費（建設費，
⾦利，ESCO 事業者の経費）を，その
改修で得られる光熱⽔費の削減分で賄
うことができる事業。新たな負担なく省エ
ネ改修等を実施することができ，その省エ
ネ効果は ESCO 事業者が計測・検証，
保証するとともに，省エネに係る包括的
なサービスを受けることができる。 

 
 HEMS   

家 庭 ⽤ エ ネ ル ギ ー 管 理 シ ス テ ム
（ Home Energy Management System ）
を略したもの。家庭内で多くのエネルギー
を消費するエアコンや給湯器や，照明や
情報家電まで含め，エネルギー消費量を
可視化しつつ積極的な制御を⾏うことで，
省エネやピークカットの効果を狙う仕組み 

 
 IPCC 

国連気候変動に関する政府間パネル
（ Intergovernmental Panel on 
Climate Change）を略したもの。 

⼈為起源による気候変化，影響，
適応及び緩和⽅策に関し，科学的，
技術的，社会経済学的な⾒地から包
括的な評価を⾏うことを目的として，
1988 年に国連環境計画（UNEP）と
世界気象機関（WMO）により設⽴さ
れた。 

 
 PCB 

ポリ塩化ビフェニルの略称。⼯業的に合
成された化合物で，不燃性で化学的に
安定であり電気設備の絶縁油や潤滑油，
感圧複写紙などに使⽤された。⼈体に有
害な物質であり，現在は製造が禁⽌さ
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れ処分が進められている。PCB を使⽤し
た機器は⾼濃度と低濃度に分類され，
令和９年３⽉末までに処分が完了する
必要がある。 

 
 PPA 

「 Power Purchase Agreement
（電⼒購入契約）」の呼称であり，設
備設置事業者が施設に太陽光発電シス
テムを設置し，施設側は設置された設
備で発電した電気を購入する契約。屋
根貸し⾃家消費型モデルや第三者所有
モデルとも呼ばれており，施設側は設備
を所有しないため，初期費⽤の負担や
設備の維持管理をすることなく，再生可
能エネルギーの電気を使⽤することができ
る。 

 
 PRTR 

有害性のある多種多様な化学物質が，
どのような発生源から，どれくらい 環境中
に排出されたか，あるいは廃棄物に含ま
れて事業所の外に運び出されたかという 
データを把握し，集計し，公表する仕組
み 

 
 RE100 

「Renewable Energy 100%」を略
したもの。事業活動で消費するエネルギー
を 100％再生可能エネルギーで調達する
ことを目標とする国際的イニシアチブであり，
⽇本では令和 4 年 3 ⽉時点で 66 社が
参加している。 

 
 ZEB ＊事務事業編p.102に図説有 

「Net Zero Energy Building」を略
したもの。快適な室内環境を実現しなが
ら，建物で消費する年間の⼀次エネルギ
ーの収支をゼロにすることを目指した建物
を指す。 

 
 

 ZEH ＊区域施策編p.76にコラム有 

「Net Zero Energy House」を略し
たもの。家庭の更なる省エネルギー化のた
め，住宅の⾼断熱化と⾼効率設備によ
りできる限りの省エネルギーに努め，太陽
光発電等によりエネルギーを創ることで，
１年間で消費する住宅のエネルギー量が
概ね正味ゼロ以下となる住宅 

 
 

あ行 

 アスベスト 

天然にできた鉱物繊維で，鉄骨造建
築物などの軽量耐火被覆材として昭和
40 年代の⾼度成⻑期に多く使⽤された。
吸い込んで肺の中に入ると組織に刺さり，
15〜40 年の潜伏期間を経て，肺がん，
悪性中皮腫（悪性の腫瘍）などの病気
を引き起こすおそれがある。 

 
 インキュベーション施設 

インキュベーションとは，「卵をかえす」と
いう意味で，ここでは，呉市が新事業展
開を図ろうとする地域企業や新規創業者
等，新たなビジネスステージを目指す事
業者を支援するための施設のことを指す。 

 
 ウォームビズ 

暖房時の室温目安を20℃(政府や⾃
治体は 19℃)で快適に過ごすライフスタイ
ル。冬期の地球温暖化対策のひとつとし
て環境省が推奨している。 

 
 エコツーリズム 

地域の⾃然環境を損なうことなく，地
域の⾃然や⽂化を学び，触れ合う観光
形態のことをいい，⾃然環境への悪影響
の防⽌，ガイドによる質の⾼い⾃然解説
の確保等の観点から，⼀般的に少⼈数
で⾏われるエコツアー等がある。 
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 エコドライブ 

燃料消費量や⼆酸化炭素排出量を
減らし，地球温暖化防⽌につなげる「運
転技術」や「⼼掛け」を指す。「COOL 
CHOICE」の⼀環として環境省が推奨し
ており，取組を 10 種類にまとめた「エコド
ライブ 10 のすすめ」や，「エコドライブ実践
ツール」などが公表されている。 

 
 エコロジカルネットワーク 

原生的な⾃然地域等の重要地域を
生物多様性の拠点（コアエリア）として
位置づけつつ，野生生物の移動・分散
を可能とするため，コアエリア間を生態的
回廊（コリドー）により有機的に繋いだ
生態系のネットワーク。コアエリアやコリドー
については，外部からの影響を軽減する
ための緩衝地域（バッファーゾーン）を必
要に応じ配置することが重要となる。ネッ
トワークの形成により，野生生物の生
息・生育空間の確保，⼈と⾃然とのふれ
あいの場の提供，地球温暖化防⽌等
多面的な機能が発揮されることが期待さ
れる。 

   

 エネルギー消費原単位 

エネルギー使⽤量を，エネルギー使⽤
量と密接な関係を持つ値（製造品出荷
額，延べ面積など）で割った値。単位量
の活動を⾏うのに必要なエネルギー使⽤
量にあたり，エネルギー使⽤の効率性を
表す。 

 
 

 温室効果ガス 

⼤気中の⼆酸化炭素（CO2）やメタ
ン（CH4）などの太陽からの熱を地球に
封じ込め，地表を暖める働きがあるガス
のこと。温対法では，⼆酸化炭素，メタ
ン，⼀酸化⼆窒素（N2O），ハイドロ
フルオロカーボン類（HFCs），パーフル
オロカーボン類（PFCs），六ふっ化硫

⻩（SF6），三ふっ化窒素（NF３）の
7 種類としている。各部門・分野の温室
効果ガス排出量を合計した「温室効果ガ
ス総排出量」に対し，そこから森林等によ
る⼆酸化炭素吸収量を差し引いたものを
「温室効果ガス実質排出量」と呼ぶ。 

 
 

か行 

 カーボンニュートラル 

⼆酸化炭素をはじめとする温室効果ガ
スの排出量から，植林，森林管理など
による吸収量を差し引いて，合計を実質
的にゼロにすること。 

 
 カーボンリサイクル 

⼆酸化炭素を炭素資源と捉え，これ
を回収し，多様な炭素化合物として再
利⽤すること。広島県では，⼤崎上島を
カーボンリサイクルに関する実証研究拠点
とするための整備事業が進められている。 

 
 海洋プラスチック 

プラスチックごみが回収されずに河川な
どを通じて海に流れ込んだもの。世界全
体で年間数百万トン，⽇本だけでも年
間 2〜6 万トンが流出していると推計され
ている。 

 
 外来生物 

もともとその地域にはいなかったが⼈間
の活動によって他の地域から入ってきた生
物。海外から持ち込まれた「国外由来の
外来生物」と，国内の他の地域から持ち
込まれた「国内由来の外来生物」がある。 
 

 環境基準 

⼈の健康を保護し，生活環境を保全
するうえで維持されることが望ましい基準
をいう。現在，⼤気汚染，⽔質汚濁，
騒音，航空騒音，新幹線鉄道騒音及
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び⼟壌汚染に係る環境基準が定められ
ている。ただし，底質のダイオキシン類に
係る環境基準については，速やかに対応
をとるべき基準であるとの解釈が国から示
されている。 

 
 環境産業 

環境負荷を低減させ，資源循環によ
る持続可能な社会を実現させる製品・サ
ービスを提供する産業のこと。環境汚染
防⽌，地球温暖化対策，廃棄物処
理・資源有効利⽤，⾃然環境保全の
四 つ の 分 野 に 分 け ら れ ， 平 成 30
（2018）年版の推計結果では，環境
産業の市場規模は約 105 兆 3,203 億
円（前年⽐約 3.1%増），雇⽤規模
は 2018 年に約 260.9 万⼈（前年⽐
0.97%増）となっている。 

 
 環境物品 

グリーン購入法などで対象とされる，環
境負荷の低減に寄与する製品やサービス
の総称。国や公共機関は，グリーン購入
法に基づき，環境物品の購入を推進す
ることを⽅針づけられている。 

 
 環境保全型農業・漁業 

農業や漁業の持つ物質循環機能を生
かし，生産性との調和などに留意しつつ，
⼟づくり等を通じて化学肥料，農薬の使
⽤等による環境負荷の軽減に配慮した
持続的な農業や漁業 

 
 環境ホルモン 

環境ホルモン（内分泌かく乱化学物
質）とは，動物の体内に取り込まれた場
合に，本来，その生体内で営まれている
正常なホルモン作⽤に影響を与える外因
性の化学物質のことをいう。 

 
 
 

 環境マネジメントシステム 

組織や事業者が運営や経営の中で⾃
主的に環境保全に関する取組を進める
にあたり，環境に関する⽅針や目標を⾃
ら設定し，これらの達成に向けて取り組
んでいく「環境マネジメント」の体制・⼿続
き等の仕組み。環境省が策定した「エコア
クション 21」や国際規格の「ISO14001」
などがある。 

 
 クールビズ 

冷房時の室温目安を 28℃で快適に
過ごせる軽装や取組を促すライフスタイル。
夏期の地球温暖化対策のひとつとして環
境省が推奨している。 

 

 グラスゴー気候合意 

2021 年開催の国連気候変動枠組
条約第 26 回締約国会議（COP26）
で採択された合意 

最新の科学的知⾒に依拠しつつ，パ
リ協定の 1.5℃努⼒目標達成に向け，
今世紀半ばのカーボンニュートラル及びそ
の経過点である 2030 年に向けて野⼼
的な気候変動対策等が締約国に求めら
れている。 

 

 グリーン購入 

製品やサービスを購入する時に，その
必要性を十分に考慮し，品質や価格，
利便性，デザインだけでなく，環境や社
会への影響を考え，環境負荷ができるだ
け小さく，かつ社会面に配慮した製品や
サービスを購入すること。 

 
 固定価格買取制度（FIT制度） 

再生可能エネルギーで発電した電気を，
電⼒会社が⼀定価格で⼀定期間買い
取ることを国が約束する制度。令和 4 年
4 ⽉からは，再エネ発電事業者が卸市
場などで売電したとき，その売電価格に
対して⼀定のプレミアム（補助額）を上
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乗せする「フィードインプレミアム（Feed-
in Premium，FIP）制度」が新たに開
始している。 

 
 コンポスト 

生活のごみを原料にした農業⽤有機
物資材。堆肥の代わりに⽤いる。 

 
 

さ行 

 再生可能エネルギー 

化石燃料のように使えば減って枯渇す
るエネルギーに対し，使⽤しても減ること
のないエネルギーで，許容される範囲内
で使えば何回でも再生できるエネルギーの
こと。太陽光，太陽熱，風⼒，⽔⼒，
地熱，バイオマス等がある。 

 
 サステナブル 

持続可能な。主に⾃然にある資源を
⻑い期間維持し，環境に負荷をかけな
いようにしながら利⽤していくことを指す。 

 
 三フッ化窒素 

半導体の製造プロセス等で使⽤される
窒素とフッ素からなる無機化合物で温室
効果ガスの⼀種。地球温暖化係数（温
室効果の程度を示す値）は⼆酸化炭
素の 17,200 倍となる。 

 
 省エネルギー診断 

専門家であるエネルギー管理⼠が実際
に現場を調査してその利⽤エネルギーの
現状を診断し，最適な稼働⽅法や最新
機器への更新などの具体的なアドバイス
を受けることができるサービス 

近年では，「省エネ診断」による使⽤
エネルギー削減に加え，「再エネ提案」を
組み合わせることで脱炭素化を加速する
「省エネ最適化診断」が新しくスタートして
いる。 

 食品ロス ＊区域施策編p.85にコラム有 

本来食べられるのに捨てられてしまう食
品を指し，⽇本全体で年間 522 万 t
（≒東京ドーム約 4 杯分），国⺠ 1 ⼈
あたりでは 1 ⽇約 113g（≒茶碗 1 杯
分のご飯），年間で約 41kg（≒年間
1 ⼈あたりの米の消費量）とされている。 

 
 事業継続計画（BCP） 

企業が⾃然災害，⼤火災，テロ攻
撃などの緊急事態に遭遇した場合におい
て，事業資産の損害を最小限にとどめつ
つ，中核となる事業の継続あるいは早期
復旧を可能とするために，平常時に⾏う
べき活動や緊急時における事業継続のた
めの⽅法や⼿段などを取り決めておく計
画 

 
 持続可能な開発目標SDGs 

平成 27（2015）年 9 ⽉に開催され
た国連サミットの「持続可能な開発のため
の 2030 アジェンダ」に記載された国際目
標。持続可能な世界を実現するための
17 のゴールと 169 のターゲットから構成さ
れており，それらは相互に関係しているた
め，⼀つの⾏動によって複数の課題の解
決を目指すという特徴を持つ。 

 
 循環型社会 

製品等が廃棄物等となることが抑制さ
れ，並びに製品等が循環資源となった場
合においてはこれについて適正に循環的
な利⽤が⾏われることが促進され，及び
循環的な利⽤が⾏われない循環資源に
ついては適正な処分が確保され，もって
天然資源の消費を抑制し，環境への負
荷ができる限り低減される社会のこと。 

 

 水源かん養 

森林や⽔田が持つ機能の⼀つであり，
⽔資源の貯留，洪⽔の緩和，⽔質の
浄化などにより，⾬⽔の川への流出量を



資料編 10-6 

平準化し，良質な⽔資源を作り出す作
⽤を指す。 

 
 スマートムーブ ＊区域施策編p.78にコラム有 

通勤・通学，買い物や旅⾏など⽇々
の暮らしの中での移動について，⼆酸化
炭素排出量の少ない⽅法を選択する取
組。①電⾞，バスなどの公共交通機関
の利⽤，②⾃転⾞・徒歩での移動，③
⾃動⾞の利⽤の⼯夫，④⻑距離移動
の⼯夫，⑤地域や企業の移動・交通に
おける⼆酸化炭素削減の取組への参加
の五つを推奨している。 

 
 生態系サービス 

生態系の中での生物と環境との相互
作⽤により生み出される生態系機能のう
ち，特に⼈間がその恩恵に浴しているも
の。食べ物・木材等の「供給サービス」，
気候・災害等の「調整サービス」，屋外レ
クリエーション等の「⽂化的サービス」，⼟
壌形成・⽔循環等の「基盤サービス」の四
つに分けられる。 

 
 生物多様性 

生物多様性基本法（平成 20 年法
律第 58 号）に定義される，「様々な生
態系が存在すること並びに生物の種間及
び種内に様々な差異が存在すること」を
指す概念 

同法では，⼈類は生物の多様性のも
たらす恵沢を享受することにより生存して
おり，また，生物多様性は地域における
固有の財産として地域独⾃の⽂化の多
様性をも支えているとされる。 

 
 

た行 

 ダイオキシン類 

単⼀の物質ではなく，複数の化学的
化合物の総称。廃棄物の焼却，塩素に

よるパルプなどの漂白，または農薬などの
化学物質を製造する際の副産物として
非意図的に生成され，食物などを通じて
生物の体内に蓄積された場合，発がんリ
スクの上昇や免疫機能の低下などを引き
起こすことが懸念される。 

 
 電子マニフェスト 

産業廃棄物の⾏き先を管理し，不法
投棄を未然防⽌するためのマニフェスト情
報を電子化し，排出事業者，収集運
搬業者，処分業者の 3 者が情報処理
センターを介したネットワークでやり取りする
仕組み。事務処理の効率化を図ることが
できるとともに，データの透明性が確保さ
れ，法令の遵守を徹底することができる。 

 
 電動車 

バッテリーに蓄えた電気エネルギーを動
⼒のすべて，または⼀部として使って⾛⾏
する⾃動⾞。電気⾃動⾞（EV），プラ
グインハイブリッド⾞（PHV），燃料電
池⾞（FCV），ハイブリッド⾞（HV）
が該当する。ガソリンや軽油だけを動⼒と
する⾃動⾞よりも⼆酸化炭素排出量が
少なく，環境への負荷が小さい。 

 
 電力排出係数 

電⼒供給量 1kWh あたりの⼆酸化炭
素排出量。電気事業者が小売りした電
気等の発電に伴い排出した⼆酸化炭素
排出量（実排出量）である「実排出係
数」と，実排出量から京都メカニズムクレ
ジット・国内認証排出削減量等を差し引
いた調整後排出量を販売した電⼒量で
除した「調整後排出係数」の 2 種類があ
る。 

 
 特定外来生物 

国外由来の外来生物のうち，「特定
外来生物による生態系等に係る被害の
防⽌に関する法律」（平成 16 年法律



資料編 10-7 

第78号。いわゆる外来生物法）の対象
となっている，生態系や農林⽔産業，
⼈の生命・身体に被害を及ぼしているも
のや及ぼすおそれのあるもの。 

 
 特定プラスチック使用製品 

「プラスチック資源循環戦略」で指定さ
れた，商品の販売又は役務の提供に付
随して消費者に無償で提供される主とし
てプラスチック製の 12 製品（フォーク，ヘ
アブラシ，衣類⽤ハンガーなど） 

 
 

は行 

 パーフルオロカーボン 

半導体の製造プロセス等で使⽤される
炭素とフッ素だけからなるフロンで温室効
果ガスの⼀種。地球温暖化係数（温室
効果の程度を示す値）は⼆酸化炭素の
7,390〜17,340 倍となる。 

 
 ハイドロフルオロカーボン 

スプレー，エアコンや冷蔵庫などの冷媒，
化学物質の製造プロセス，建物の断熱
材などで使⽤されるオゾン層を破壊しない
フロンで温室効果ガスの⼀種。地球温暖
化係数（温室効果の程度を示す値）
は⼆酸化炭素の 12〜14,800 倍となる。 

 
 バスロケーションシステム 

バスの⾛⾏位置を把握し，その情報
を運⾏管理に役⽴てるシステム。GPS な
どを利⽤して集めた位置情報をセンターで
管理し，各停留所で到着予定時刻の
表示や運⾏間隔の調整を⾏う。 

 

 パリ協定 

国連気候変動枠組条約第 21 回締
約国会議（COP21）で採択された，
2020 年以降の気候変動問題に関する
国際的な枠組み。気候変動枠組条約の

加盟国全てが削減目標・⾏動をもって参
加することをルール化し，世界共通の⻑
期目標として，「世界的な平均気温上
昇を産業⾰命以前に⽐べて 2℃より十
分低く保つとともに，1.5℃に抑える努⼒
を追求すること」を掲げている。 

 
 ヒートアイランド 

⼈間活動が原因で都市の気温が周
囲よりも⾼くなる現象。都市の気温上昇
に伴って，生活上の不快や熱中症等の
健康被害の拡⼤，生態系の変化等が
懸念されている。 

 
 ビオトープ 

ドイツ語で「野生生物の生息空間」を
意味し，生態学的には，生物の生息に
必要な最小単位の空間のこととされてい
る。⼀般には，トンボ池など，ある程度の
まとまりのある生息地として，やや緩やか
な意味で使われ，更に地域的な広がりを
もつ生息空間などとして，幅広く使われる
場合もある。 

 
 広島中央地域連携中枢都市圏 

地⽅公共団体単独の取組を近隣の
地⽅公共団体が連携して取り組んでいく
ことにより相乗効果を生み出し，⼈⼝減
少・少子⾼齢化社会にあっても活⼒ある
地域経済を維持し，住⺠が安⼼して暮
らし続けることができる地域社会の実現を
目指す制度の枠組み。呉市，竹原市，
東広島市，江田島市，海田町，熊野
町，坂町，⼤崎上島町を含む地域を
指す。 

 
 フードバンク 

安全に食べられるのに，包装の破損や
過剰在庫などの理由で流通に出すことが
できない食品を，必要としている施設や
団体，世帯に企業などが無償で提供す
る活動 
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 プラグインハイブリッド自動車 

コンセントから差込プラグを⽤いて，外
部電源から直接バッテリーに充電すること
ができるハイブリッド⾃動⾞。⾛⾏時に
CO2 や排気ガスを出さないという電気⾃
動⾞のメリットと，必要に応じてモーターと
エンジンを併⽤し駆動できる，ハイブリッド
⾃動⾞の⻑所を併せ持つ。 

 
 フロン類 

フルオロカーボン（フッ素と炭素の化合
物）の総称。エアコン，冷蔵・冷凍庫の
冷媒や建物の断熱材，スプレーの噴射
剤などに使⽤されてきたが，オゾン層の破
壊や地球温暖化への影響があるため，
「フロン類の使⽤の合理化及び管理の適
正化に関する法律」（平成 13 年法律
第 64 号。いわゆるフロン排出抑制法）
により対策を進めている。特定フロン
（ CFC ︓ ク ロ ロ フ ル オ ロ カ ー ボ ン ，
HCFC︓ハイドロクロロフルオロカーボン），
代替フロン（HFC︓ハイドロフルオロカー
ボン））を「フロン類」と呼ぶ。 

 
 

ま行 

 モーダルシフト 

トラック等の⾃動⾞で⾏われている貨
物輸送を環境負荷の小さい鉄道や船舶
の利⽤へと転換する取組。１トンの貨物
を１キロメートル運ぶ時に排出される⼆
酸化炭素の量をみると，トラック（営業
⽤貨物⾞）が 216 グラムであるのに対し，
鉄道は 21 グラム（約 1/10），船舶は
43 グラム（約 1/5）となる。 

 
 藻場 

主に温帯・熱帯の静穏な砂浜，干潟
の沖合の潮下帯に分布するアマモやスガ
モ等からなる海草（うみくさ）藻場や，

寒帯・沿岸域の潮間帯から⽔深数十メ
ートルの岩礁海岸に分布するコンブやワカ
メからなる海藻（うみも）藻場があり，
⼆酸化炭素を吸収・固定し，地球温暖
化の影響を緩和する場として期待される。 

 
 モビリティマネジメント 

環境や健康に配慮し，過度に⾃動⾞
に頼る状態から公共交通や徒歩などを含
めた多様な交通⼿段を適度に（＝かし
こく）利⽤する状態へと転換することを促
す取組。⼀⼈ひとりのモビリティ（移動）
が，個⼈的にも社会的にも望ましい⽅
向へ⾃発的に変化することを促す，コミュ
ニケーション施策を中⼼とした交通政策 

 
 

や行 

 4R（よんアール） 

ごみを減らすための三つの取組である，
ごみの発生を抑える「リデュース」，繰り返
し使⽤する「リユース」，資源として再生
利⽤する「リサイクル」に，ごみとなる不要
なものを買わないように断る「リフューズ」を
加えた四つの頭⽂字をとった言葉 

 
 

ら行 

 六フッ化硫黄 

電⼒供給プラントにおける装置や電子
機器の絶縁材等で使⽤される硫⻩とフッ
素からなる化合物で温室効果ガスの⼀
種。地球温暖化係数（温室効果の程
度を示す値）は⼆酸化炭素の 22,800
倍となる。 


